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住 空 間 の 民 族 誌

中国江南の伝統的住居をめ ぐって

浅 川 滋 男＊

           The  Ethnography of Dwelling Space 
A Study of Traditional Dwellings in the Jiangnan District,  China-

Shigeo ASAKAWA

   This is the first report on a field survey of traditional 
dwellings in the lower district of the Yangtze River. This 

paper describes and analyzes the spatial organization  of  Ming-
Qing Era dwellings, and changes in their  use-patterns after the 
Communist Revolution. 

  1. TERMINOLOGY, CONCEPT, AND TYPOLOGY OF TRA-
      DITIONAL DWELLINGS 

   The standard Chinese (Beijing dialect) representation of 
"my family's house" is  "J  (irl)  *nwi- -". In this  phrase,. 
"*" means "family" and  "NT" means "house"

, although 
 "*" sometimes has the meanings of both "family" and "house" . 

In the Shanghai dialect, however,  "ffl" takes the place of  "*". 
 "M" also has both the meanings of "family" and  "house" . 

While "s" and  "ffl" have two meanings,  " is limited to 
"house" . 

   There are  two  basic types of dwellings in this district. One 
is the town house type, which has an open facade and is built in 
narrow plots along the street. The other is the closed courtyard-
house  type, built on large plots, and which is common in both 
city and village. An important characteristic of the latter type 
is that, while there  is' a main front entrance, or gate  ("p9"), 
there are no other openings (doors or windows) on the outside 
wall of the house. Therefore the front gate becomes a symbol 
of the house, and in this  distriCt the word "gate" is used to mean 
"house" . 

   I made plans of 30 traditional dwellings during the field
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survey. Since there are so many variations, a classification 
system was designed for the plans (Fig.  2-1). According to the 
five basic classification types (S-a, S-b, C-V, C-H, C-VH), the 
spatial organization of the dwellings is explained. 

 2. TERMINOLOGY, FUNCTION, AND ORGANIZATION OF 
      INTERIOR SPACE 

   The main  hall, called "" or  "S", is located on the front-
rear axis of the dwellings, and is the space for guest-reception, 
banquets, and religious rites. Usually, an ancestral tablet is 

placed here to honor the souls of the forefathers. In farmhouses 
this  hall is also used as a workshop. The main piece of furniture 
is an elaborate table, called  "Al[11&", or "Table of the Eight 

 Immortals". The number eight has long been important in 
Chinese tradition, and at such gatherings as marriage banquets 
family branches are represented by eight relatives sitting at this 
table. The "Table of Eight  Immortals" is a symbol of longevity 
and prosperity of the family. 

   The room called  "girr is located on both sides of that 
 hall, and is a sleeping room for a couple, unmarried brothers, 

or unmarried sisters. This room is furnished with a large double 
bed  ("NJ-4ER"), seats, and storage boxes. 

   The kitchen is called  "Iirr, and is located in a corner 
between the main building and a front wing. In some areas 
this room is called the "dark room"  ("pan,  because it has no 
window facing the courtyard. Although  'large clay cooking 
stoves, with altars for a stove god are  still  used in the kitchens  of 
most farming villages, these have almost disappeared in city 

areas, because of a lack of rice straw or firewood for fuel. 
   The rooms in the front wings are called ")-JAI". Their 

function is not clearly defined. Depending on the situation of 
each family, they may be used as a guest room, children's room, 
study room, or for other purposes. 

   The courtyard, surrounded by rooms, is called  "X  4r, 
which means "sky-well". Here there are many jugs for collecting 
rain water used for drinking and cooking. 

  3. CHANGE IN USE-PATTERNS OF TRADITIONAL DWELLINGS 
    To research the use-patterns of  dwellings before the 

Communist Revolution, I interviewed  people in their fifties, 
and had them draw a plan of their dwellings before the revolution. 
The data gathered included the common names of each room, 
and the generation, age, sex, and the like of its occupants. 

   A model plan  of a dwelling and terminology was used to
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analyze the hierarchical order of rooms according to generation 
and age of occupants (Fig. 4-1). The rules of spatial hierarchy, 
as explained by an informant, were compared with the actual 
use-patterns in the case of dwellings. 

   Two rules emerged from an analysis of 13 dwellings: (1) the 
main building is superior to the front wings in terms of generation 
and age of occupants; (2) rooms in the main building are in 
descending importance the farther they are located from the 
main  hall, whereas in the front wings the rooms descend in 
importance the farther they are from the main building. An 
informant in Ningpo emphasized that "left is superior to  'right" 
in China, and drew a plan which showed an order of  Li  >R1> 
L2>R2. However, there are about as many cases where left 
exceeded right in importance as vice versa. 

   While the general image of the Chinese traditional family 
system is that of the patri-lineal extended family, this was no 
more than an ideal in actual society, even before the revolution. 
Because the younger generation sought independence from the 
older generation, they often split into a branch family. The 
dwellings were divided in half, with the branch family living in 
one half. 

   However, while the dwellings were divided among family 
relations before the revolution, the Communist government 
changed this completely. Because of a serious  lack of living 
space, as well as for other reasons, a policy was initiated in 1952 
which made space in traditional dwellings available to many 
unrelated families. Since then they have become apartments, 
and the former rules of spatial hierarchy have disappeared 
completely. For example, the  Si dwelling is  shared by 13 
nuclear families, with two rooms per family, and there is no 
hierarchical relationship among the families according to room 

position.
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４．２．１． 解 放 以 前 に おけ る分 家 と住 宅

４．２．２． 解 放 以 後 に おけ る住 宅 の分 割

５． お わ りに

１． 序 論

１．１．　 研究 の経 緯 と視点

　１．１．１．　 中国住宅の研究小史　～江南を中心に，

　本稿は，わた しが上海の同済大学に在籍 した１９８３年 ９月から１９８４年 ８月のあいだに

主要研究課題とした 「長江下流域における明清時代住宅調査」の第一報告である。調

査報告の記載にさきだって，まずは江南 ・華中地域を中心にすえた中国住宅の研究史

を略述 しておきたい。

　新中国誕生以前における中国住宅の研究は，そのほとんどが日本人の手によるもの

であった。中国営造学社の活動をみると，現存民家に言及 した論文は，龍非了 ［１９３４］，

劉致平 ［１９４４］のみであり，漢代の邸宅を考証 した劉敦禎 ［１９３２］などをふ くめても

その数は非常に限定されている。また，京都帝国大学工学部建築学教室 ［１９４４］の編

纂による 『大東亜建築論文索引』には， 中国住宅に関連する２００をこえる論文 ・著作

が網羅されているが，中国人によるものはその一割にもみたない。つまり，同索引に

みえる中国住宅関係論著の九割以上は日本人によるものなのである。そのなかには，

八木癸三郎による 『支那住宅志』［八木　１９３２］のような先駆的業績 もみられるが，
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残 念 な こ とに ，詳 細 な 記 述 ・報 告 な い し分析 が行 わ れ て い る もの は皆 無 に近 い。

　 とこ ろで ， 同 索 引 にお け る住 宅 関係 論 著 の地 域 的分 布 を み る と， 当時 の政 治 情 勢 が

は っ き り と反 映 され て お り， 東 北 地 方 （旧 満 洲） が も っ と も多 く８０例 を こえ て い る。

つ い で ，蒙 古 ， 華 北 ， お よび 黄 土 地 帯 （穴 居 ） が ， そ れ ぞ れ２０例 以 上 を数 え る の に対

し， こ こで 本 論 の 対 象 とな る華 中 ・江 南 は や や少 な く，１４例 が報 告 さ れ て い る にす ぎ

な い１》。

　 この１４例 の ほ とん どが 非 常 に簡 単 な 記 録 ば か りで あ る が ， そ の な か で河 村 五 朗 の一

連 の報 告 ［河 村 　 １９３８，１９３９ａｂｃ，１９４０ａｂ，１９４３ａｂ］ が 異 彩 を 放 って い る。 東 京 高 等

工 芸 学 校 図 案 科 を 卒 業 した 河 村 は ， 兵 隊 と して 前線 にあ る身 な が ら， 「其 の土 地 の昔

か らの純 粋 な 形 を 持 って い る民 家 や 家 具 什器 に依 って ，友 邦 支 那 の民 衆 生 活 を理 解 し

て行 き度 い」 ［河 村 　 １９４３ｂ：２０－２１］ とい う異 文 化 理 解 の 態 度 に よ って ， 民 家 ・民 具

の豊 富 な ス ケ ッチを の こ し， そ の 現 地 名 称 を 漢 字 と国 際 音 声 字 母 で記 録 して い る。 河

村 の業 績 は ，山 西省 お よ び ミク ロ ネ シ アで 多 くの記 録 を残 した画 家 ・染 木 煎 ［１９４３ａｂ，

１９４５］ の業 績 に比 肩 しう る もの とい え よ う。 両者 の 研究 は ，住 ま い の建 築 的側 面 を詳

細 に分 析 しよ うとす る立 場 に は な い。 民 家 や 民 具 とい う物 質 文 化 を とお して ，異 な る

生 活 文 化 を 理 解 しよ う とす る立 場 を と って い る。 そ の 点 で は ，解 放 以 後 の 中 国側 の研

究 に な い魅 力 が あ る。 そ して 同 時 に資 料 と して の価 値 を い ま だ に失 って い な い。

　 その 後 ， 中国 住 宅 研 究 の 活 動 に新 た な 展 開 を み るの は ， 新 中 国 誕生 後 数 年 を へ た

１９５０年 代 の こ とで あ る。 当 時 の 中 国 建 築学 会 は ，〈百 家 争 鳴 〉か ら〈反 右 派 闘 争〉前 後 の

社 会 的 動 向 に呼 応 して ， 大 き く揺 れ 動 い て い た ［田 中 　 １９７６ａｂ］。 と くに１９５４～ ５５年

に お け る劉 敦 槙 の 梁 思 成 批 判 か ら１９５８年 の〈建 築 歴 史 学 術 討 論 会 〉に か け て の論 争 に お

いて は， そ れ 以 前 の建 築 史 の教 育 ・研究 が ， 時代 で は古 代 に ，階 級 で は支 配 者 側 に偏

重 しす ぎて いた こ とに 対 して 批判 が集 中 した。 そ して こ の段 階 に お いて ， プ ロ レタ リ

ア ー ト階 級 の 建 築 で あ る住 宅 が よ うや く脚 光 を あ び るよ うに な る。 こ の動 き は ま た，

貧 困 に あえ ぐ中 国 人 民 に と って必 要 とさ れ る新 建 築 の モ デル が， 『営造 法式 』 ・『工 程

倣 法』 等 の歴 史 的 技術 書 で も， ま して や ソ連 様 式 で もな く， 風 土 や生 業 に根 ざ した庶

民 住 宅 そ の もの で あ る， とい う実 用 的認 識 を も背 景 と して いた 。

　 以 上 の よ うな 革薪 的運 動 の 中心 的存 在 だ った の は ，劉 敦 槙 を は じめ とす る南 京 工 学

院 系 の グル ープ で あ る。 １９５７年 に発 表 され た 『中国 住 宅 概 説』 ［劉 　 １９５７］ と 『徽 州

明 代 住 宅』 ［張 ， 曹 ，傅 ，’杜 　 １９５７］ は ， そ の最 初 の結 実 で あ り， 中 国建 築 史 上 画期

１） この１４例 とは，［藤島　 １９３１］，［藤田　１９３９ａｂ］，［星野　 １９３８］，［河村 １９３８，１９３９ａ，１９３９ｂｃ

　 ～ １９４０ａ，１９４０ｂ，１９４３ａ，１９４３ｂ］，［小野　 １９３７］，［佐藤　 １９４０］，［松村　 １９３７］， ［宮田　 １９４１］，

　 ［ＭＯＯＲ　 １９３４］。
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を なす 著 作 の ひ と つ と評 価 して もよか ろ う。 前 者 は す で に 邦 訳 ［劉 　 １９７６］ によ りな

じみ ぶ か い 。 前 半 部 は 先史 か ら明 清 に い た る住 宅 史 が 概 述 され て お り， 後 半 部 は平 面

分 類 にそ く して 全 国 の 住宅 が 紹介 さ れ て い る。 後 者 は安 徽 省 東 南 部 に集 中 す る明代 住

宅 遺 構 の モ ノ グ ラ フ。構 造 ・技 術 ・意 匠 に 関す る調 査 報 告 の 白眉 と いえ る著 作 で あ る。

　 つ いで 翌年 に は ， 陳従 周 を 中心 とす る 同済 大 学 の グル ープ によ って 『蘇 州 旧住 宅 参

放 図 録』 ［同 済大 学建 築 工 程 系 建 築 研 究 室 　 １９５８］ が 出版 され る。 同 書 は， 陳 に よ る

解 説序 文 「蘇 州 旧住 宅 」 と豊 富 な図 版 とか らな って いた が ， 陳 の序 文 は思 想 的 に問 題

が あ る と して な が く割 愛 され ， 文 革 後再 発 表 さ れ た ［陳 　 １９８１］。

　 以 上 の 単行 本 以 外 に も，１９５７年 以 来 ，各地 の漢 族 住 宅 ｒ賀 　 １９５７ａｂ；張　 １９５７；張 ，

朱 ， 胡 　 １９５７ｅｔｃ．］ お よ び 少 数 民 族 住 宅 ［孫 　 １９６３； 雲 南 省 建 工 庁 設 計 院 　 １９６３；

雲 南省 建 築 工 程設 計 処 １９６３］ に関 す る論 文 が ，少 しず つ雑 誌 上 を に ぎわ す よ う に な

った 。 江南 を 対 象 とす る もの と して は ， 徽 州 明代 住 宅 の分 析 ［胡 　 １９５７］， 漸 江 省 東

陽 の 明 代 住 宅 の 簡 介 ［陳 　 １９６３］等 の建 築 史 学 的 論 考 の ほか に，漸 江 各 地 の民 家 を 建

築 設 計 の 参 考 に しよ う とす る計 画 学 的 な論 文 ［注 　 １９６２］ が あ らわ れ て い る。

　 この よ うに して萌 芽 的 な発 展 をみ た 解放 後 の住 宅 研究 も，他 の分 野 と同 様 ， 文 化 大

革 命 の発 動 に よ っ て ， な が い 中断 を しい られ る こ と にな った。 文 革 後 ， １９８０年 ご ろか

ら， ふ た た び民 家 ・住 宅 の論 文 が諸 誌 に散 見 され るよ う にな って い る。 そ の数 は， け

っ して 多 い とは い え な い けれ ど ，発 表 の 場 が 増加 した こ と と も関 連 して， す で に文 革

以 前 の論 文 数 を しの ぐ量 に達 して い る。 ま た ，地 域 的 に も，江 南 に集 中 して いた 以 前

に く らべ ，報 告 さ れ る事 例 が 全 国 的 にひ ろが る傾 向 が み られ る。 こ こで は， そ れ らの

論 文 す べ て を報 告 す る余 裕 は な い が， さ い きん 田 中 淡 ［１９８４］ が 中国 住 宅 の 類 型 を 全

国 的 に概 述 して い る ので そ ち らを 参 照 され た い２）。

　 華 中 ・江 南 を対 象 と した論 文 と して は ， 徽 州 明代 住 宅 の 継 続 的 研 究 ［呉 　 １９８０］，

江 西省 浮 梁 明代 住 宅 の研 究 ［杜 　 １９８１］，上 海郊 外農 村 住 宅 の研 究 ［朱 　 １９８０］，蘇 州

沿 河 住 宅 の 研 究 ［凡 ・梁 （他 ）　 １９８２］， 揚 州 庭 園 ・住 宅 の 解 説 ［陳 　 １９８０； 陳 （編 ）

１９８３］ な ど が あ る。 ま た ，１９８５年 に は，ＩＳｉ江 各 地 の民 家 を広 域 的 ・総 合 的 に と りあ げ

た著 作 『漸 江 民 居』 ［中国 建 築 技 術 発 展 中心 　 １９８５］ が 出 版 され た。 これ は，文 革 後

は じめ て の住 宅 研 究 専 門 の単 行 本 で あ る とい う点 で 意 義 ぶ か い。 さ らに吉 林 ， 雲 南 の

２）［田中 １９８４］に上 げられていない新 しい論文 と して，［劉致平 １９８３，１９８４］，［馬嫡堅 １９８２］，

　 ［楊江仁 １９８２］，［涯菊測 １９８２］，［注菊瀾 ・金承藻 （他） １９８２］， ［陸元鼎 （他） １９８２］， ［任致遠

　 １９８３ａｂ］，［高珍 明 （他）１９８３］，［朱良文 １９８４］，［羅徳啓 １９８３］， ［楊玲玉 （他 ）１９８４］，［涯双武

　 １９８４］な どがある。 中国住宅史 に関する主要 な関係文献につ いては，わた し自身 もこれ らの新

　 しい論考 を加えて整理 ・発表 した ことがある ［浅川　 １９８５］が， これはきわめて入手 しがたい

　 限定的な資料であ る。
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犀家に関する単行本 も出版されるという ［張　１９８５；雲南省設計院 《雲南民居》編写

組 １９８６］。以上，中国の住宅研究は，南京および上海の研究者たちによる江南住宅

研究を基軸 にして，ゆるやかな発展をつづけてきたことが理解されよう。

　１．１．２．　 長江下流域における明清代住宅調査

　　 （１）　調査の過程

　研究対象地域が江南に決まったのは，同済大学に進学 してか らのことである。それ

以前，つまり北京語言学院で中国語を研修 していた時期 （１９８２年 ９月～１９８３年 ８．月）

には，どの大学に進学できるのか，どこを研究対象地域にできるのかさえはっきりと

していなかった。当時の状況では，外国人に実地調査が許されるかどうかさえ疑問で

あった。しか し，同済大学に進学を許されて後，大学当局および建築系諸先生の御配

慮によって，江蘇 ・漸江両省および上海郊外にかぎって調査が認められることになっ

たのである。対外開放政策を進める近年の中国 とはいえ，ここ数十年来の歴史を顧み

れば，日本人であるわたしに実地調査が許可されたことは，まことに幸運であったと

いうほかない。まずは，同大学および陳従周教授をはじめとする諸先生 に心から感謝

の気持ちを記 しておきたい。

　本調査の中心をなすのは，１９８３年１０月２５日～１１月２５日の漸江省調査 （杭州，紹興，

図 １－１ 中国 留 学 時 （１９８２・９～ １９８４・８） にお け る 踏査 地 点
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図１－２ 調 査 地 の 位 置 と 調 査 精 度

寧波，天台） と１９８４年 ３月 ５日～２５日の江蘇省調査 （蘇州，無錫，揚州，南京）であ

る。そのほかに，松江県，青浦県，嘉定県など上海郊外農村でも若干の調査をおこな

い，また，江蘇調査ののち，安徽省南部の踏査をおこなうこともできた。調査地の地

理的位置は図１－１，２にまとめてある。

　調査にさいしては，原則として路乗傑講師に同行 していただいた。ただ し，上海調

査の一部では，朱保良講師あるいは呉光祖講師に同行 していただくこともあった。ま

た，安徽の踏査にかぎってわた しが個入的におこなった。以上の諸先生および調査当

地の教育庁，外事弁公室，文物管理委員会等の方がたには，調査にあたってたいへん

お世話になった。なお，宿泊に関 しては，各地のホテルないしは大学の宿舎を利用せ

ざるをえず，毎日，宿舎と調査地を往復するパターンをくりかえ した。現在の中国で

は，外国人が民家に長期滞在 してインテンシブな調査をおこなうのはまず不可能とい

ってよ く，本調査が限定 された地域での集中的調査ではな く，広域的な予備的調査に

なったのは，この理由によるところが大 きいのである。

　　（２）　調査の内容と精度

　調査の内容は以下の５種類に大別される。

６７６



桟川　 住空間の民族誌

Ａ，住宅の実地調査

　住宅の平面 ・断面 ・詳細等の実測 （３０戸）／家具の実測と家具配置の調査／室名称

　と家具名称の聞き取 り／建築年代の聞き取 り／核家族化と住宅分割にともなう空間

　利用の変容 に関する調査

Ｂ．解放以前の住まいかたに関する調査

　核家族化と住宅の分割 ・分配がなされる以前の伝統的な住まいかたに関する調査を

　５０才前後の人びとを対象 にしておこなった （１３例）。 その方法は， まず以前の住ま

　いの平面図をかいてもらい，つぎに各部屋の名称 とそこに寝起きした家族の呼称を，

　いずれも方言で記入 してもらった。

Ｃ，カマ ドと台所に関する調査

　カマ ドの実測および部位名称の聞き取り （１０例）／カマ ドを 中心にした 台所空間 と

　台所道具の考現学的調査 （２例）／カマ ド神の伝承に関する聞き取り

Ｄ．工匠技術者 との座談会

　寧波と紹興では，１０名前後の大工 ・石工 ・左官の方がたとの座談会を開いていただ

　いた。その内容は，伝統的住宅の建築過程／建築術語／寸法体系と寸法の吉凶／大

　工道具／風水思想の影響／ 『魯班経』に関する知識

Ｅ．　 『魯般営造正式』 と 『魯班経』 の版本調査

　江南から東南海沿岸にかけて濃密に流布 しているという民間 の工 匠技 術書 『魯班

　経』の清代版本を上海図書館，魯迅紀念図書館 （紹興），漸江省図書館 （杭州）’で，

　 また同書が編集されるにあたって中心になったとされる 『魯般営造正式』の明代版

　本を寧波 ・天一閣で閲覧調査 した。

　以上のうち，本稿では住宅の空間構成と住まいかたに関連する項目を取 りあつかう。

つづ く第二報では住宅建築にかかわる技術と知識を，第三報ではカマ ドと台所の生態

を取りあげる予定である。

　実測調査 した家屋は，表１－１にまとめてある。 注意していただきたいのは，調査地

によって外国人に対する規制の程度のちがい，時間的制約も手伝って，調査の精度に

はかなりのばらつきがあることである。極端な例をあげると，蘇州では住宅の内部に

はいることさえ認められず，外観の写真をとることしかできなかった。また，内部に

はいることができても，写真や実測が許されるとはかぎらない。さらに，寧波 ・無錫

・揚州のように，郊外農村での調査を認めない地域もあった。これらの制約によって

生 じた調査精度については，地点別差異を図１－２に，実測家屋別差異を表１－１に示 して

ある。
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表１－１ 実 測 家 屋 の 調 査 内 容

宿泊地

杭 州

紹 興

Ｎｏ，

Ｈ ，

Ｈ２

Ｈ，

Ｈ ４

Ｈ５

Ｈ６

Ｓｉ

調杏対象家屋

Ｓ２

Ｓ３

Ｓ４

Ｓ５

Ｓ６

Ｓ７

梅家塙 ：孫家

梅家鳩 ：朱家

龍井路 ：戚家

下興忠巻某家

桐魔 ：挑家

良渚 ：前家

都昌坊路 ：寿家台門

後江村 ：徐家台門

後江村 ：何家 ・郡家

峡山大隊 ：雷鼓台門

団箕街 ：鐘家台門

上旺村 ：陳家

東河沿 ：王家 ・注家

調査 日

８３１０２６

８３１０２６

８３１１２２

８３１１２２

８３１１２３

８３１１２４

ｓ３１１？９

８３１１０９

８３１１０９

８３１１１４

８３１１１６

８３１１１８

８３１１１０

１Ｆ平面

●

ｏ

●

●

●

●

●

２Ｆ平面

Ｏ

●

●

立 面 断 面

天 台 Ｔ，

寧 波

無 錫

揚 州

Ｎ １

Ｎ，

Ｎ，

Ｎ ４

Ｗ ，

Ｗ ２

３

４

５

Ｙ ，

Ｙ２

Ｙ，

Ｙ４

Ｙ５

●

●

● ●

●

●

●

●

国 清 東 茅 蓬 ：若 家 ８３１１１２ ●

天一街 ：盛 家 １１襲碧認

秀水街 ：呉家

蒼水街 ：張家

雲石街 ：楊家

崇寧路 ：郡家

崇寧路 ：秦家

樹巷 ：陸家

後西渓 ：呉家

青撲村旧住宅

国慶路 ：周家ほか

国慶路 ：劉家 ・朱家

湾子街 ：播家ほか

灯草行某家

観巷 ：周家

８３１１０１

８３１１０３

ｓ３１１８９

８４０３１２

８４０３１２

８４０３１３

８４０３１３

８４０３１４

８４０３１７

８４０３１７

８４０３１８

８４０３１９

８４０３１９

Ｏ

０

●

ｏ

●

●

●

●

●

●

●

● ’

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

○

一
イテル

柱

門

柱礎

門

扶欄

世滞調査

○

●

●

●

台 所

●

●

●

窓 ・床

出槽

門

小屋組

外壁

●

●

●

●

●

●

●

●

カマ ドその他

●

●

●

●

●

●

●

家具

河埠

家具

家具

屋根伏

土地廟

小巷子

家具

年 代

清

民国

清末

清

清末

１９８０年

清

清

清

上 海 Ｊ， 嘉定 陳家 ８４０４２３

明末

民国

清

清

清

民国

清

明末

清

民国

明末

１９４８年

清末

民国

清

清末

１５０年前

清

１２０年前

２００年前

註 ① Ｏは寸法実測があまり詳細でないものを示す。

② 年代はおもに聞きとりによるもので，確たる証拠があるわけではない。

③ 家屋ナンバーのイニシャルは，宿泊地の中国語読みの頭文字をとっているが，上海

と紹興が同一なので，上海については調査地 ・嘉定のＪをとった。

（３） 研究の視点

以上のような調査を進めるにあたって，わたしが目標にしたのは，とにか く江南住

宅の多角的な理解をめざ したい，ということであった。技術 ・構造 ・平面型などの建

築的側面ばかりでなく，社会 ・文化の諸側面 との対応性や歴史的背景などを理解 した

いと思い，上記のように多面的な調査を試みたのである。表現をかえるならば，梅棹

忠夫がかつて示唆 したように ［石毛 ・杉本 （他） １９６９］，住居の建築論ではない住居

の住居論を展開したいと考えていた。 しか しながら，これは・ とりわけ短期間の調査
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では，容易なことではない。現実には，あれもこれもに色気がでるばか りで，調査は

散漫になりがちだった。それゆえいっそう調査の精粗が統一 されない結果をみちびく

ことになった。 はたして，某中国人建築史家か らは， 「あなたの研究は建築学ではな

い」 というありがたい御批判まで頂戴するしまつであった。よかれ，あしかれ，たし

かにこの批判には，わたしの研究の特色が集約 されているのかもしれない。

　江南住宅の空間構成と住まいかたを取りあつかうこの第一報告は，その歴史的分析

を試みようとするものではない。また同様に，中国各地ないしはその他の地域の住宅

との比較を試みるものでもない。わた しがニヵ月間あまりの調査で収集 した第一次資

料の記述 と分析に最大の力点をおいている。 したがって，資料の性格をあいまいにし

ないためにも，むやみな引用は避 けるつもりである。 もっとも，これは江南住宅の歴

史的分析や比較分析を軽視 しているということではまったくなく，それについては後

考に期 したいと考えている。

１．　２．　 調 査地 の地 域特性

　１．２．１．　 長江デルタ周辺の地勢 と気候

　 中国の自然地理学が定義するところ ［上海師大等 （編）　 １９８０：５２－７７］によれば，

華中とよばれる地区はおおよそ秦嶺の余脈一 伏牛山，桐柏山，大別山と南嶺山脈と

の間にあり，その大部分が長江中下流域に属する一帯である。よりくわ しくいうと，

北は河南省の西峡 ・方城あたりから准河をへて蘇北へいたる一線によって華北と区画

され，南 は広西チワン族 自治区の田林あたりから南嶺山脈をへて福建省の永春 ・福清

へとつらなる一線によって華南 と区画される。緯度であらわせば北緯２５～３４度のあい

だにあり， 総面積は約１１０万 ｋｍ２。あわせて１２の省 ・市 ・自治区にまたがっている。

本稿の調査対象地域のうち，漸江省はその全域が，江蘇 ・安徽両省はその中南部が華

中にふ くまれる。

　 この一帯は，たんに地形だけではなく，華北の温帯，華南の熱帯と区別される亜熱

帯モンスーン気候によっても特徴づけられる。四季の区別ははっきりしているが，月

の平均最低気温が摂氏１０度以上，平均気温が摂氏１６～２５度という温暖な気候である。

というよりも，冬は温和で夏は猛暑の気候と表現するほうが適切であろう。西南地区

の重慶 とともに 「三大火炉」に数え られる武漢と南京が，いずれも華中地区に属する

ことがそれを端的に物語 っている。 降水量は，四季を通 じて多 く，年間８００～１６００

ｍｍ であり，華北の乾燥地帯はもちろん，おなじ亜熱帯気候の西南地区よりも多い。

　華中地区は，さらに地形によって，准陽山地，長江中下流平原，南部低山丘陵に分
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類 さ れ る。 本 稿 の対 象 地 域 で あ る江 南 が ， 長 江 中 下 流 平原 に属 す る こ とは い うまで も

な い。 長 江 中下 流 平 原 は， 標 高 の ひ くい均 整 な平 地 と，網 の 目 の よ う に は りめ ぐら さ

れ た水 路 ， そ して洞 庭 湖 ・太 湖 に代 表 され る多 くの 巨大 な淡 水 湖 に よ っ て構 成 され る。

と りわ け ，長 江 デル タ周 辺 の 江 蘇 平原 に そ の傾 向 が著 しい。 江 蘇 平 原 は江 蘇 省総 面 積

（約 １０万 ｋｍ２） の６８％ を 占め ， そ の比 率 は全 国 第 一 位 で あ る。 ま た ，平 原 の 標 高 は ほ

とん ど 海抜 ５０ｍ 以 下 で ，太 湖 の水 面 を例 に と る とわ ず か 海 抜 ３，１４ｍ にす ぎな い 。

さ らに， 大 小 の ク リー クが ２１００以 上 ， 天 然 湖 泊 が ２ｇｏ以 上 ， 人 ユニの ダ ム ・貯 水 池 が

１１７０以 上 もあ り， そ の水 面 積 は省 面 積 の１７％ を も 占 め る。 これ ゆ え 長 江 デ ル タ周 辺 に

は 「水 郷」 の称 が あ た え られ て い る の で あ る ［単 ， 王 ， 王 （編 ）　 １９８０：２１；ＦＯＲＥＩＧＮ

ＬＡＮＧｕＡＧＥ　ＰＲＥｓｓ　 ｌ９８３：１２２，１７１－１７２〕。　　　　　　　　　ｔ

　 この よ うな水 郷 に点 在 す る集 落 の形 態 は， 華北 とか な り異 な って い る。 華 北 の集 落

が 囲 郭 の な か に１００～ １５０の住 戸 を ふ くむ 集 村 で あ るの に対 し，江 南 で は平 均 ３０戸 程 度

の小 規 模 集 落 が ク リー ク で か こ まれ て い る。 た だ し， 集 落相 互 の距 離 は水 路 でつ なが

って い る江 南 の ほ うが ，華 北 に比 べ て は るか に短 い ［日比 野 　 １９５８，１９７７１。

　 以 上 の よ うな地 形 ・集 落 の特 徴 は， 漸 江 省北 部 の 杭嘉 平原 ，寧 紹 平 原 で も同 様 で あ

る。 今 回 の主 要 調 査 地 域 で あ る揚 州 ， 無錫 ，蘇 州 ，上 海 郊 外 ，杭 州 ， 紹 興 ， 寧 波 な ど

ば ， す べ て この よ うな地 理 的 条 件 下 に あ る と考 え て よ い。 も っ と も，梅 家 鳩 ， 龍 井 ，

天 台 な ど は ，閲 漸 丘 陵 の北 端 に位 置 す る こ とに な る の で ，す こ し条 件 が か わ って くる。

た と え ば平 野 部 の 農 業 が 稲作 中心 で あ るの に対 し，丘 陵 部 で は茶 の 栽 培 中 心 に か わ り，

集 落 も水 路 に規 定 され る側 面 が少 な くな る。

　１．２．２．　 江南文化の伝統

　　 （１）　稲作文化の伝統　～先史土着文化か ら

　唐宋以後の江南を紹介するにあたってかならず 引用されるのが，・「蘇湖熟すれば天

下足る」「江漸熟すれば天下足る」というた ぐいの諺である。 これらの諺が， 中国最

大の米作地帯である長江下流域一帯をたたえて表現 した ものであることはいうまでも

ない。現在でもこの状況に変化はなく，長江下流域における米の生産高は全国生産の

約７０％ に相当するという。

　 この稲作の伝統は，漢文明の南下にともなう長江以南の開発をはるかさかのぼる新

石器時代に，その淵源を求めうる。 とりわけ，紀元前５０００年以前という最古の年代を

しめす 漸江省余挑県の 河娚渡遺跡 ［漸江省文管会 ・済江省博物館　１９７６，１９７８］は，

新石器時代に対する従来の歴史観を覆 した重要な遺跡である。この遺跡からは，イン

ティカ型稲のもみと骨器 ・石器 の農耕具，精巧な仕口をそなえた高床建築の部材，そ

６８０



浅川　 住空間の民族誌

して中原の土器とは系統を異にする特有な土器が多量に検出された。新石器時代の江

南は，以前に考えられていたような中原新石器文化の地方的展開の一類型ではなく，

稲作を基盤とした独自の文化を築いていたことが判明 したのである。

　安志敏は，河娚渡文化に続 く馬家浜文化 ・良渚文化等の１２の遺跡から稲の遺物が出

土 している事実を重視 し，中国における稲作の起源地を雲貴高原や華南ではなく長江

下流域 と考え，さらに日本に稲作が伝播する以前においてさえ，河姻渡文化と縄文文

化の交流があった可能性を指摘 している ［安　１９８４，１９８５〕。 また，長江以南の新石

器時代における高床建築の広域的分布 につ いて も安は早 くから指摘 しており ［安

１９６３］， これについては考古学だけでなく， 中国建築史の立場か らも ［田中　１９８０：

１７４－１８０］， 民族学の立場からも｛周　１９８４］注目されている。 本稿でとりあげる江

南住宅は，当然のことなが ら，漢文明被覆以後の伝統を継承 したものである。

（２）　ｔ呉」の文化　～日本との関係性から

　 このような江南の土着文化は，中原 ・山東方面か らの影響をうけながらも，おそら

く秦漢帝国が成立する以前の古代呉越の時代まで存続 したものと想像 される。その理

由としては，『越絶書』　『准南子』　『呉越春秋』等にみえる文身， 黒歯，欠歯，貫頭

衣の着用などの風習，あるいはいくつかの重要な語彙の音声が，漢文明とは異質であ

り，現在の西南少数民族や東南アジア ・太平洋地域の諸民族，さらに古代 日本 との共

通性を示 しているからである ［市川　１９５５，１９６１］。 すなわち， この時代の呉越は文

化拡散のコアであったと考えられ，古日本の文化層を ５つの種族文化複合の重層によ

って説明した岡正雄の古典的仮説 ［岡　１９６２］が，男性的 ・年齢階梯的 ・水稲栽培＝＝

漁撈民文化というモデルによって表現される弥生式文化の成立を古代呉越の動乱に求

めていることはよくしられている。

　漢文明が定着 した漢代以降においても，江南一帯は 「呉」 という地名でよばれてお ’

り，おなじ漢文明でも，中原 ・華北とはかなり異質な側面をそなえていた。そして，

この 「呉」の文化が古代日本の文化形成にあたえた影響も，また大 きかったようであ

る。記紀等の記載には，漢織と呉織，韓鍛と呉服，韓橋と呉橋，唐楽 と呉楽 （伎楽）

等の対応語があり，古代日本人は当時の中国を南の 「くれ」 （呉）と北の 「か ら」 （漢，

唐，韓） とに区別 して，二元的に認識していたと考えられる ［岸 （編）　 １９８５］。 漢

字の音声でも，周知のように，唐代中原と音声である漢音が導入される以前に，南北

朝時代江南の音声である呉音が導入されており，とりわけ仏教用語 として普及 してい

た。ちなみに，現代でも，江北の靖江 ・丹陽あたりから海南の温州 ・金華あたりまで

分布する方言を呉語とよんでおり．中国八大方言のひとつに数えられている ［衰（他）
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１９６０］。

　 ところで，長江下流域は日本仏教のふるさととでもよぶべ き場所である。唐宋時代

には，多 くの留学僧が東シナ海の南路 コースをとって，揚州，寧波などに着岸 した。

そこから大運河によって北上 した僧も多かったが，江南 ・江北の地にとどまって学ん

だ僧も少なくない。唐代に天台山国清寺で学んだ最澄，宋代に天童寺で学んだ栄西が

その代表例であろう。逆に，日本で布教につとめた鑑真和尚は，揚州大明寺の出身で

ある。また，東大寺の再建における俊乗坊重源の起用 も，三度の入宋経験を評価され

ての抜擢であるとされ，重源による大仏様，あるいは禅宗様 という中世新様式は，宋代

の江南から福建にかけての建築技法に大 きく影響されているというのが定説であろう。

　　 （３）　大運河開さく以後の繁栄　～経済都市の発展

　 長江下流域一帯が，単なる肥沃な農業地帯 というだけでなく，中国における経済の

中心的位置を占めるようになったのは，なんといっても階代における京杭大運河の開

さくが契機 となっている。この結果，江南は長江 と大運河 という二大水運路の十字路

に位置することになり，中国における物資集散の一大拠点 となった。そして，大運河

沿岸の蘇州，揚州，杭州などには，古代の長安，洛陽のような政治都市とはちがった

経済都市が誕生する。これらの沿岸都市は同時に海外交易都市でもあり，その繁栄ぶ

りはマルコポーロが 『東方見聞録』のなかで驚嘆 しているとおりであろう。

　 江南の地には，南朝の建康 （南京），南宋の臨安 （杭州）のような帝都すなわち政

治都市がおかれることはごく例外であり，ほとん どが物資の集散地として発展をとげ

た経済都市であった。こうしてみると，大運河は北方の政治都市と南方の経済都市を

つなぐ動脈として位置づけられ，元代以後の北京 と江南諸都市 との関係は，ちょうど

徳川時代の江戸と大坂の関係に相似 しているのである ［宮崎　１９５１］。 また，網目状

に開発 されたクリークは，たんなる灌漑用水路 としてだけでなく，大運河 ・都市と農
ｏ

村をつなぐ流通路 として農村経済を発展させる基盤 となった。江南住宅が，全国のな

かで規模 ・技巧 ・意匠ともぬきんでた存在であるのは，このような都市と農村の経済

的繁栄を背景にしているといえよう。

　 １．３．　 言語 と図面 の表記

　１．３．１．　 文字と音声の表記

　調査においては，現地の民俗語彙の収集をこころがけた。資料の記載にあたって，

この現地名称を普通話および日本語と明確に弁別させることが重要であると思われる

ので，以下の原則を設けることに した。
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　＊１ 現地で収集 したことばには下線＿ をひく。

　＊２　普通話 ・北方官式建築術語は，〈 〉でかこむ。

　＊３　日本語はそのまま。

　＊４ 実測図においては，現地方言のみゴチック体とする。

一例を しめすなら，中庭にあたることばを日本語，普通話，現地方言の順にならべると，

　　 中庭　　　　〈院子〉　　　　天井

となる。

表 １－２ 主 要 な 家 財 道 具 の 図 面 表 記

㊧ 　本 図の家具 名称 はあ くまで便宜的な もの

一一 であ り、専 門的術 語については第３章 を

　 参照 されたい。
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　つぎにその音声表記についていうと，呉語が普通話の併音では表現できない声母 ・

韻母を数多くふ くむので，普通話 ・呉語 ともに国際音声字母によって表記することに

したい。もっとも，音声まで採集できたことばはあまり多くない。また，声調はいっ

さい省略することにする。なお，呉語の音声についての基本的な参考文献としては，

震（他）［１９６０］と江蘇省和上海市方言調査指導組 ［１９６０］を使用した。

　１．３．２．　 図面における家具の表記

　住宅の平面実測では，できるかぎり家具配置を記入することにした。解放後，伝統

的な住宅はい くつかの家族に分配され，もともとり室機能と現在の家具配置が対応 し

ないこどのほうが多 くなっているが，それを記録することも意味のないことではなか

ろう。 図面上に表現するにあたっての家具の図形記号は，表 １－２にまとめてある。

なお，調査時間等の関係で，その配置を非常にくわ しく記入できた場合と，ベッド，

カマ ド程度 しか記入できなかった場合 とがあることを断っておく。

２． 伝統的住居 の名称 ・概念 ・類型

２．１．　 住居 の名称 と民 俗 分類

　 ２．１．１．　 住 居 の一 般 名称

　 日本 語 の 「わ た しの イ エ」 に相 当す る 中国 語 （標 準 語） の正 式 な表 現 は ， 〈我 （椚 ）

家 的 房 子 〉で あ る とい う。 イ エ と い う 日本 語 は，い うま で もな く，家族 共 同体 ＝・　ｆａｍｉｌｙ

と建 築 物 ＝＝ｈｏｕｓｅ の意 味 を 二 重 にふ くん で い るが ， 中国 語 の こ の表 現 を 英 訳 す れ ば ，

ｍｙ　ｆａｍｉｌｙ’ｓ　ｈｏｕｓｅ とな り，〈家〉一　ｆａｍｉｌｙ と 〈房 子 〉－ｈｏｕｓｅ とい うふ たつ の こ と ば

（概 念 ） の 区 別 が 明解 で あ る３》。 しか しな が ら， 実 際 の 日常 会 話 に お い て は ， 〈家〉 に

ｈｏｕｓｅ の 意 味 あ い が こめ られ ，〈我 （椚 ） 家 〉 とい うだ けで く我 （椚 ） 家 的房 子 〉を さ

す場 合 も珍 し くな い。 た とえ ば，〈伽 椚 家 有 幾 口人 ？〉 （あな た の 家族 は何 人 で す か）

とい うと き の 〈家 〉は た しか に ｆａｍ ｉｌｙ の こ と だ が， 〈我 想到 恋 家 去〉 （わ た しは あ な

た の お うち に行 き た い） と い う と き こ く家 〉は ｈｏｕｓｅ の 意 味 を も包 含 して い る とい わ

ざ るを え な い だ ろ う。 この と き の 〈家〉は ， 日本 語 の イ エの 概 念 に きわ め て近 い とい

え る。

　 上 海語 で は ，〈家 〉の か わ りに屋 が用 い られ る。 〈屋 〉は ｕ だ が ， 屋 は ｏ？ とい う入

３） もちろん社会学的に とらえた く家〉は，たんな る ｆａｍｉｌｙを こえた父系出自によるより大 きな

　 集団をさ し，結婚後の子供や比較的遠縁 の 父系的縁者を ふ くむ場合がある ［費 １９３９：４６－４７］

　 ことは理解 して いるが， ここで はとりあえず ｆａｍｉｌｙと してお く。
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声 韻尾 で あ り， 日本 語 で 表 現 す れ ば オ ッ とい う促 音 に近 い。 屋 と い う漢 字 は ，家 とい

う漢 字 に く らべ る と， そ れ ぞ れ が構 成 す る熟 語 か ら して ， よ り構 築 物 と して の ニ ュア

ンス がつ よ い よ うな 気 が す る けれ ど，上 海語 の テ キ ス ト ［院 　 １９８２］ を み るか ぎ りに

お いて は， 屋 は 〈家〉 とほ とん ど お な じ意 味 に使 わ れ て い る。例 を あ げ る と，〈想 到 伽

家 看 看 咽 〉 （お うち を みせ て くだ さ い） は， 想 到 儂 屋里 看 看 で あ り， ま た ，〈恋 家里 人

也 都 好畦 ？〉 （お う ち の方 が た もみ な お元 気 で す か） は ， 儂 屋 里人 阿在 好 峨 ？　 とな

る ［院 　 １９８２：１１１，８］。 と ころ で ， 屋 が 使 わ れ て い る数 例 の文 章 を み る と， す べ て

ナ カ ・ウ チを 意 味 す る後 置 詞 ・里 の結 合 した屋 里 ０？ｌｉと い う熟語 に な って い る。屋 里

は 〈家里 〉に対 応 す るか ， たん に 〈家〉に対 応 す る場 合 もあ る。 ま た ， 家族 の こ とを屋

里 人 ｏ？ｌｉｎｐｉｐ と表 現 す る。 つ ま り， 上 海 語 に お いて は ， 屋 な い し屋里 が 日本語 の イ エ

に相 当 す る概 念 を もつ こ とば といえ るだ ろ う。

　 い っぽ う，〈房 子 〉が ｆａｍｉｌｙ を指 す こ と は な い。　ｈｏｕｓｅの 意 味 に限定 され て い る と

い って い い 。 〈房 子 〉に対 応 す るの はや は り房 子 だ が ， 前 者 の 発 音 ｆａηｔＳｌに 対 して ，

後者 は ｖｄｔＳｌ と変 化 す る。 平 屋 を 平 房 ｂｉｐｖｄ， 二 階 以 上 の もの を楼 房 １ｇｖｄ とい う。

〈房 子 〉に類 す る こ とば に 〈房 屋 〉が あ り， ま た 住宅 を さす 〈住 宅 〉もあ るが ，日常 会 話

にお い て は く房 子 〉ほ どに 用 い られ な い よ うで あ る。 ま た ， 民 家 に 対 応 す る こ とば と

して く民 居 〉が あ るが ， これ は 学術 用語 とい え る程 度 の こ とば で あ る。

　２．１．２．　 ふたつの基本型

　江南の住宅形式は，沿街型 と塙門型とい うふたつの大きな類型に分けることができ

る。沿街型は，街路にそった間口のせまい敷地上に建てられる形式，すなわち，日本

の町家 ・長屋に相当する形式である。街 ｋａつまり表通 りに面するものは，ほとんど

が店舗併用の住宅になっており，その立面は外に対 して開放的である。いっぽう。弄

ｌｏｐつまり路地に面するときは，長屋的な専用住宅で，一階の立面に限 ってやや閉鎖

的になる。

　沿街型住宅は基本的に楼房で， ３階建てのものも珍 しくない。そして，土 の階が下

の階より前面にせ りだ した跳楼という外観形式の家屋が，屋根の上までつきでた防火

壁によって隣戸 と区画されなが ら延えんと連続する特有な町並みをあちこちでみるこ

とができる。このタイプの住宅を沿街型 という日本語でよんだのは，日本語における

町家のような適切なよび名がな く，杭州のイ ンフォーマントが沿街的房子 （通りに沿

う家屋） という平凡な表現によって説明 したからである。

　いっぽう，ここで培門型とよんだ類型は，北方で 〈三合院〉〈四合院〉とよばれる閉
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鎖中庭型住宅のことをさす４》。 このタイプの住宅は， 幅 ４０～６０ｃｍ のぶ厚い外壁に

よって四方を囲まれており，外界に対 してはきわめて閉鎖的であるという特色がある。

現在では外壁 に窓を設けることも珍 しくないが，ほんらい外界につながる開口部は，

門一ヵ所であった。無表情にのっぺ りと塗りつぶされた外壁面のなかでひとり注意を

ひきつけるのが門であり，その結果，門は住宅全体を象徴する存在 として位置づけら

れる。それが証拠に， 外壁の門を意味する塙門 ｚｉａｍｏｐ ということばは， 住宅その

ものをも意味するのである。塙門という呼称は，長江下流域においてはかなり広域的

に使われているが， 紹興では台門 ｄεｍｏη， 揚州では総門 ｔｓｕｐｍｏｐ，無 錫では大門

ｄａｍｏｐ という呼称が使われている。 総門 ・台門などはその住宅周辺の地名にさえ影

響する場合 も珍 しくない。 １ところで，〈三合院〉〈四合院〉に対応する呼称は，調査し

たほとんどの地域で存在 しないようだったが，上海郊外農村の一部に一高圏 ｉｋｏｄＺＹ

という呼び方のあることが報告されている ［朱　１９８０：８］。この圏は閉鎖中庭型住宅

の平面を表現 しており， 高は数量詞であるという５）。 とすればこの名称は， 雲南省

昆明ふきんの漢族住宅の呼び名である一顯印 ［劉　１９４４，１９７９］に通ずるものといえ

る。

　２．１．３．　 閉鎖型住宅 と門の名称　～その換喩的表現から

　 閉鎖型住宅の一部分である門が住宅そのもの考意味する，換言すれば，住宅は門に

よって換喩的に表現される，ということを紹興で得たデータ６）によって，具体的にの

べておく。紹興では，以下のような指標によって台門をい くつかに分類する。

　１）姓氏による分類
一　 周家台門

，寿家台門 ｃｔｃ．

　２）方位による分類

　　 朝北台門 （北向きの屋敷），歪巴台門 （軸線の方位が北一南からずれている屋敷）

　　 ｅｔｃ．

　 ３） 官 職 によ る分 類

　　 ａ． 探 花 台 門 ，解 元 台 門 ， 状 元 台 門 ， 榜 眼 台 門 ｅｔｃ．

　　 ｂ． 牌 楼 台 門 ，旗 竿 台 門 （牌 楼 ，旗 竿 は官 職者 以 外 使 え な い）

　 ４） 材 料 によ る分 類 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 ・

　４）閉鎖中庭型住宅の世界 的分布 と系譜につ いては，［佐藤 １９７１］，［須藤 １９５９］， ［杉本　１９８３］

　 等を参照。ただ し，いまのところ，佐藤 の主張するような一元的伝播を積極 的に支持するつ も

　 りはない。

　５）朱保良先生 の御教示による。　　　　 　　　 　　　　 　 －

　６）魯迅紀念館副館長襲士雄氏 の説明内容 を その まま記 した。同氏は 『魯迅在紹興』 （漸江人民

　 出版社，ユ９８１） の執筆者のひと り。　 　　　　 　　 一
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　　竹縣台門 （書香，宙官などが使 う），木門，石庫門 （庶民が使う）

　５）歴史による分類

　　老台門，新台門

　６）機能による分類

　　當台門 （質屋），薬房台門 ｅｔｃ．

　７）色彩による分類

　　烏漆 （黒漆）台門

これらすべての名称は，門よりもむしろ屋敷のことを意味 しているといっていい。た

とえば，１）の寿家台門とは，寿家の門ではな く，その屋敷をさしている。 また，３）－

ｂ．の牌楼台門とは， た しかに牌楼を使った門のことでもあるが， むしろ門に牌楼を

つか ってもよい官職者の屋敷という意味のほうがつよい。これと関連 して注意 してお

くべきは，階級による住宅の序列が門の仕上げ ・材料をおおきな指標にしていること

である。ここでもまた，住宅における門の重要性を理解することができる。なお，以

上のほかにも，魯迅の旧家のひとつが過橋台門 （橋をわたったところにある屋敷）と

名づけられているように７），場所を指標にした台門の分類もあるようだった。

２．２．　 住 居平面 の諸類型

　２．２．１．　 分類の指標

　中国住宅の平面分類 としては，劉敦禎が 『中国住宅概説』 ［劉　１９５７］のなかで試

みた方法が古典的なものであろう。劉は平面の形態に着目して，円形，縦長方形，横

長方形，曲尺形 （五字形），三合院， 四合院， 三合院＋四合院，四合院＋四合院など

の平面ごとに，全国の住宅を整理 ・紹介 していった。このような分類の考え方は，た

とえば，朱保良による上海郊外農村住宅の平面分析 ［朱　１９８０］にも継承 されている。

本稿において試みる平面分類の考え方も，基本的には劉の分類方法を踏襲するもので

あるが，より精密な分類のシステムを提出 してみたいと思う。ここでは江南の住宅を

とりあつかっているので，北方遊牧民系テントに代表される円形平面の住宅は分類か

ら除外するが，漢族の方形住宅に関 してはかなり普遍的に適用可能な分類 システムを

考えてみた。その体系をしめしたのが図２－１である。

７）魯迅 の本名 は，周樹人。周家の故居の うちもっとも古いのは，乾隆十九年 （１７５５）よ り続 く

老台 門 （現魯迅故居）で， その後分家 にともない新台門 （現魯迅紀念図書 館）， 過橋台門 （現

紹興武装隊弁公室）が新築 された。魯迅 は新台門で成長 し，また魯迅のイ トコ （堂弟）で現在

寿家台門 （Ｓ１）の 一部に くらす周錫三氏は老台門 に住んでいた。周家の家 系および分家 につ い

ての詳細 は， ６）の襲氏 ほか による 『魯迅在紹興 』を参照。

６８７



国立民族学博物館研究報告　　１１巻 ３号

（注）単独型については、ありうるすべての類型を しめ しておいたが、噛

　　 複合型については、調査事例にあるものだけをしめた。

図２－１ 住 居 平 面 類 型 の 会 類 チ ャ ー ト．
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図２－２ 単独型 （Ｓ型）平面の諸類型

　 ま ず ，大 き く単 独 （Ｓ）型 と複 合 （Ｃ）

型 に分 け る。 複 合 型 と い うの は， 単 独

型 が い くつ か結 合 した類 型 ， 逆 に単独

型 は複 合 型 の構 成 単 位 と な る類 型 ， と

考 え て い た だ け れ ば よ い。 単 独 型 は，

ま ず 間 口 が二 間 以 下 か三 間 以 上 ８）か で

縦 列型 （ａ型 ） と横 列型 （ｂ 型 ） に分

け ， さ らに ａ型 は間 口 が一 間 か二 間 か

に よ って ａ１型 と ａ２型 に ，　ｂ 型 は棟

（〈廟 〉） の 数 に よ っ て ｂ１型 ，　ｂ ２型 ，

ｂ３型 ，　ｂ４型 に それ ぞれ 分 類 す る。 ま

た そ の 下位 類 型 と して ，ａｂ 両 型 と も，

中庭 の な い 開放 型 と中庭 を もつ 閉 鎖 型

とを設 け る 。な お，ａ２型 と ｂ２型 にか

ぎ って ， Ｌ 字 形 平 面 の ａＬ２型 ，　ｂＬ１型 ，

ｂＬ２型 を 設 けて あ る。 それ らの下 位 類

型 の 基本 形 式 は ， 図２－２に ま と め て お

い た 。

　 複 合 型 は ， 単独 型 が ど の よ うに結 合

す るか に よ って ， ま ず縦 結 合 型 （Ｖ型 ），

横 結 合型 （Ｈ 型）， 縦 横 結 合 型 （ＶＨ

型） に分類 す る。 そ して ，単 独 型 の最

下 位 類型 を実 際 の平 面 の通 り配 列 す る

こ と に よ って ， 複 合型 の類 型 を表 示 す

る。 以 下 に例 を しめ す 。

　 ｅｘ．１ 単 独 型 の ｂ１２型 と ｂ３２型 の

　 　 　 　 複 合 型 ：ｂ１２ｂ３２型

　 ｅｘ．２　 単 独 型 の ｂ２２型 と ｂ３２型 と

８）中国建築 における 〈間〉 とは，間 口方

向における柱間距離をいう。 これは一室

分の幅で もあ り， 〈三間〉 とい った ら間

口方向に三室がな らぶ平面をさす。江南

で も同様 に問を使 う。これ に対 して奥行

き方向の柱間距離を江南で は歩 とよぶ。

　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 ６８９
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　 　 　 　 ｂ４型 の複 合 型 ：ｂ２２ｂ３２ｂ４型

　 ｅｘ．３　 複 合 一 縦 結 合 型 の ｂ２２　ｂ３２　ｂ２２型 と ｂ４ｂ３２型 が 横 に結 合 して い る複 合 一 縦

　 　 　 　 横 結 合 型 ：ｂ２２ｂ３２ｂ２２

　 　 　 　 　 　 　 　 ｂ４ｂ３２　 型

　 こ う した表 記 法 に従 うな ら， ほ とん どす べ て の大 型 住 宅 の平 面 を 記 号 化 す る ζ とが

可 能 に な る。 た だ 図２－１の フ ロー チ ャー トに は， 複 合 型 に お け る あ り う るす べ で の 下

位 類 型 を書 きつ くす こ とが 不 可 能 か つ 無 意 味 な の で ，調 査 家 屋 の類 型 だ けを 例 示 して

お い た 。 ま た ， 調査 事例 に 多 か った Ｖ 型 に か ぎ って ，二 列 結 合 型 と三 列 結 合 型 に分

類 して お い た。

　 ２．２．２，　 諸 類 型 とそ の 事 例

　 つ い で， 類 型 にそ く して ， 実 測 家屋 の 平 面 を 整 理 し解 説 す る。

　 　 （１） 単 独 一一一ｌｅｍ列 （Ｓ－ａ）型

　 《ａ１型 》 間 ロー 間 の ａ１型 と して は，　Ｓ７ の二 軒 お よ び Ｗ ３が あ る。

平面 ・配置図（下）と断面 図（上）

図 ２－３ Ｓ７：紹 興 市 東 河 沿 ，王 家 ， 江 家 （Ｓ－ａ型 ）
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　Ｓ７（図２－３）：　 Ｓ７は水路両岸で相い向かう二軒の ａ１型住宅である。 いずれも二

間で一棟をなす家屋の半分なので，ほん らいは ａ２型とよぶべきかもしれない。実測

家屋のなかでもっとも規模の小さな事例であり，東岸の王家は堂前と房間のふた間だ

けからなる ａ１１型， 西岸の注家はそれに後庭 （天井） が付加 した ａ１２型となってい

る。 Ｓ７の位置する紹興市内の東河沿岸には， このような長屋的小規模高密度住宅が

延えんと連続する。王家は３人，注家は５人の家族か らなる。

Ｗ３（図２－４）： 無錫の運河に沿 ってたつ ａ１１型。　Ｓ７よりも規模が大きく，奥行

方向に三部屋がならぶ二階建てである。ここに，８人兄弟のなかの３人 とそれぞれの

妻子および母親か らなる拡大家族がくらす。一階の第一室は客間 （大門間 ｄａｍｏｎｋε），

第 二 室 は共 同 の 台 所 （壮 間 ｔＳＡｋε）・ 二 朝 屋 ｎｉＺＡ？？ と呼 ばれ ζ第 三 室 お よ 鍔 二 階 が

三家族と母親の寝室にあてられている。中庭はないが，二階中央上部には採光のため

の天満里 ｔ‘ｉｉｍｏｌｉが設けてあり，そこか らさしこむ光は階段の吹き抜け部分を通 して

一階の台所まで達する仕組みになっている。

《ａ２型》 ａ２型は Ｗ ｌのみ。

図 ２－４ Ｗ ３；無 錫市 樹 巷 ・陸 家 （Ｓｒａ１１型 ）
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　 Ｗ Ｉ （図 ２－５）： ａ２型 の 下 位 類 型 と して は ， 中 庭 の な い ａ２１型 と， 中 庭 の あ る

ａ２２型 ，　ａＬ２型 を考 え た 。　ａＬ２型 は 中庭 を の ぞ く平 面 が と くに Ｌ 字 形 に な って い る 類

型 を さす 。 した が って ， Ｗ ｌは ａＬ２型 とい う こ と に な る。 前 庭 （天 井） にむ か って

右 側 の 列 の 第 一室 に客 堂 が お か れ ， そ の ま わ りの三 室 が 個 室 に あて られ て い る。 この

平 面 は， ほん らい客 堂 の 西側 に も置 か れ るはず の房 間 （個 室 ） が 間 口の 狭 小 さの た め

に失 わ れ た 変 形 〈三 合 院〉 とみ なす こ とが で き る。 家 の 主 人 は 老 婦 で 客 堂 とそ の 奥 の

翻 軒 間 に観 世 音 菩 薩 を 祀 って いた 。 台 所 （姓 間） は天 井 の左 側 に あ る脇 棟 に あ った が ，

現 在 は客 堂 の一 部 に シチ リ ンを 置 いて 調 理 す るよ うに な った 。 この結 果 ，壮 間 は モ ノ

オ キ に変 わ って しま って い る。

　 　 （２）　 単 独 一 横 列 （Ｓ－ｂ）型

　 《ｂ１１型》　 Ｓ－ｂ 類 型 の も っと も基 本 的 な形 式 は ，　ｂ１１型 で あ る。　ｂ１１型 は庁 堂 を 軸

に して そ の両 側 対 称 に房 間 が 並 ぶ 中庭 の な い類 型 で あ る。 河 村 五 朗 もこ の タ イ プを

「基 本 型 」 と表 現 して い る ［河 村 　 １９４３ｂ：１４３］。 調 査 事 例 で は ，　Ｓ３と Ｙ２ が これ に

属 す 。

　 Ｓ３ （図 ２－６） ：　 紹 興 郊 外 の 農 村 住 宅 。 間 口三 間 の 中央 部 分 に ヒ ロマ （堂 前） が 置 か

図 ２－５ Ｗ ｌ＝無 錫 市崇 寧路 ・郡 家 （Ｓ－ａＬ２型 ）
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図２－６ Ｓ３：紹 興 市 後江 村 ・何 家 ，郡 家 （Ｓ－ｂ１１型 ）

れ，その両側に居室 （房間）が配される。また，堂前の奥にある後間はもともと台所

として利用されていたらしい。しかし，解放後における家族制度の改革 と住宅の再分

配によって，郡家と何家の二家族がこの住宅で くらすようになり， 図２－７にみるよう

な空間利用に変化 してきている。

　Ｙ２（図２－７）：　 揚州の都市住宅。　Ｓ３の平面とよく類似 している。ただ， この住宅

は１９５２年に国慶路が拡幅されたさいに，前の一一部がとりこわされ，縮小 して部分改造

されたので，原形を完全にとどめているわけではない。Ｙ２が Ｓ３と異なるのは，都

市住宅 らしく一階の房間第一一室が ミセ （店房）になり，二階に寝室が設けられている

ことだろう。また，堂屋の前後に過道 という通路があるのも特徴的である。調査中に

も何人かの人がこの過道を通 りぬけていくのをみた。劉家と朱家の二家族が住む。
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　《ｂ１２型》 ｂ１１型に中庭の付加 した

類型。Ｓ５と Ｈ２がこれに属す。 ただ

し，Ｈ２は杭州郊外 に特有な ｂ３２型

の変容 したものなのでここでは説明を

加えない （ｂ３２型参照）。

　Ｓ５（図２－８）：　 紹 興 市内 の楼房。

典型的な ｂ１１型平面 の前に天井が付

加 した ｂ１２型である。敷地の関係上，

天井の間口は二間足 らずにせばめられ

ており，二階の房間も西側の一間ぶん

がとりこわされている。この住宅は沿

街型ではないが，二階前面の板張りバ

ル コニー （走廊） が一階の壁面線より

もとびだした跳楼形式となっているこ

とも，特徴のひとつである。父系でつ

ながる三家族と三男の 〈岳母〉（妻の母）

がこの住宅にくらしており，台門の横

に新設された台所を共同で利用 してい

る。

　《ｂ２型》 二列の棟からなる類 型 で

あり， Ｌ字形平面の ｂＬ１，　ｂＬ２型と平

行二列の棟が中庭をはさむ ｂ２２型の三

図 ２－７ Ｙ２：揚 州 市 国慶 路 ・劉 家 ，朱 家

　 　 　 （Ｓ－ｂ１１型 ）

つの下位類型を設けてある。 ただ， 調査家屋のなかでは，複合型の一部を構成する

ｂ２２型はあっても， 単独型の ｂ２２型はみいだせなかった。 開放型 Ｌ字形平面の ｂＬｌ

型は，農村住宅に特有な類型で，ＪｌとＨ６がこれにふ くまれる。 また，中庭付 きＬ

字形平面の ｂＬ２型として Ｎ３があったが， これは大型住宅の一部分なので，単独型

としてはあまりよい例 とはいえない。

　Ｈ６ （図２－９）：　 良渚の農村住宅。間口四間の前半分が間仕切りのない大ヒロマ（大

外屋里）となっており，西側の二間が農作業 ・貯蔵 ・家畜のためのスペース，台所に

近い東側の二聞が接客 ・食事のためのスペースにあてられている。間仕切 りはないが，

東西両端の一間分をとくに東辺間， 西辺間 と呼ぶ。 大外屋里の奥には， 西房間 ・東

房間というふたつの居室が置かれ，東側につきだ した脇棟を台所 （吐間）にあてる。
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図 ２－８　 Ｓ５：紹興 市 団 箕 街 ・鐘 家 台 門 （Ｓ－ｂｌ　２型 ）

前庭 を道 地 とい い ，一 面 に モ ミが 干 して あ った。 この住 宅 は， 調 査 時 を さか の ぼ るわ

ず か三 年 前 に建 て られ た もので あ った 。 ヒ ロマ 中央 の六 本 の入 側 柱 〈金 柱 〉 を の ぞ い

て は ，礎 石 が コ ンク リー ト製 にな って い るな どの新 しい特 徴 もみ られ るが ， 間 取 りや

空 間 の利 用 法 は伝 統 を継 承 して い る もの と い う。 この家 に寝 起 きす るの は， 図 ２－９に

しめ した Ａ グル ー フ。と Ｂ，Ｄ で あ る。 この ５名 は Ｃ グル ー プ か ら分 家 した の だが ，

Ａ，Ｂ，　Ｃ，　Ｄ は Ｈ ６住 宅 の 台 所 に あ る カマ ドを共 同 で使 用 して い る。 核 家 族 が そ れ ぞ

れ カ マ ドを もつ の 壷原 則 とす る革 命 以 後 の社 会 にお いて も， た しか に狭 小 な都 市 住 宅

に お い て は ，核 家 族 化 さ れ た旧 拡 大 家 族 の メ ンバ ーが ひ とつ の 「火 」 を 共 有 せ ざ るを

え な い状 況 が存 在 した よ うだ。 しか し， この 事例 は別 棟 に分 家 した家 族 が ひ とつ の カ
，

マ ドを共 有 して い る とい う珍 しい例 で あ る。 た だ し注 意 して お くべ き は， Ｈ６が 建 て

られ た の は ，文 革 後 数 年 を経 過 した毅 階 で あ る とい う こ とだ ろ うげ

　Ｊｌ （図 ２－１０）：幽嘉 定 の農 村 住 宅 。 北 側 の棟 が 西側 の棟 よ り長 い の で， あ た か も北

６９６



浅川　 住空間の民族誌

図 ２－９ Ｈ ６：余 杭 県 良 渚 ・前家 （Ｓ－ｂＬ１型 ）

棟が〈正房〉のようにみえる。 しか し，北棟東端の房頭間 ｖａｄｇｋεは１５～ ６年前に増

築 されたコンクリー ト構造の部屋で，内側の房頭間も建築当初から存在 したとは思わ

れない。 〈正房〉と呼ぶべきは，客堂を中央にすえる西側の棟である。 客堂の両横に

房間が配 される点は普遍的なパターンを踏襲 しているが，房間が横二列にならんでい

るのは珍 しい （Ａ２，　Ｂふたつの家族が使う牡問は，住宅再分配後に房間か ら変化 した

もの）。 つまり，この三間の主屋 と，．現在 Ａｌの家族が使用 している魅間か らなる Ｌ

字形平面が，おそらくこの住宅の原形であったろう。これに付加 された房頭間とは，

「さきっぽの部屋」ていどの意味だろう。木造部分の房頭間は柱割 りが他の木造部分

とかなり異なるので，のちに増築された部屋にちがいない。すなわち，ふたつの房頭
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図 ２－１０ Ｊｌ：嘉定 県婁 塘 郷 ・陳家 （Ｓ－ｂＬ１型 ）

間は，家族の人数が増加するのにしたがって，順次増築 されてきた領域として位置づ

けられる。農作業用の前庭をさす場という名称は，嘉定だけできくことのできた呼称

であった。

　Ｎ３ （図２－１１）：　 明末に 〈兵部右侍郎〉をつとめた張煙言 （崇禎１５年，１６４２没）の

故居のうち， かれが書斎 として使 った一部分が ｂＬ２型となっている。 しか し， すで

に指摘 したように，単独型の事例としては適切なものとはいえないだろう。現在，超

大型住宅である張故居は多 くの家族に分配されており，張氏の子孫にはこの書斎の東

半分が割 りあてられているにすぎない。この書斎は明末の遺構として，とりわけ架構

法と寸法の分析にとっては重要なものである。この技術的分析については，第二報以

後の課題 としておきたい。

　《ｂ３型》 ｂ３型 というのは 〈三合院〉のことにほかならない。 すなわち，正房 と両

側の脇棟が凹の字形になって庭を囲む平面型である。調査事例のなかでは， Ｔ１，Ｙｌ，

６９８
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図２－１１ Ｎ３：寧 波 市 蒼 水 街 ・張 家 （Ｓ－ｂＬ２型 ）

Ｈ １，　Ｈ ３が 中庭 を もっ ｂ３２型 で あ った。 しか し， これ ま で 何 度 か 報 告 され て い る ［劉

１９５７；朱 　 １９８１ｅｔｃ．］開放 型 〈三 合 院 〉＝ｂ３１型 を 調 査 で き る機 会 には恵 ま れ な か った。

　 Ｔ１（図 ２－１２） ： 天 台 の農 村 住 宅 。北 側 の 〈正 房 〉五 間 と東 西 の〈庸 房 〉（東 横 屋 ・西横

屋 ） 三 間 が凹 の 字 形 に前 庭 （道 地） を取 り囲 む 。天 台 に近 い石 城 寺 で は， この よ うな

〈三 合 院〉 の平 面 を 五 間 六 居 頭 と呼 ぶ 。居 頭 とい うの は 〈庸 房〉 を指 し， ほか に も三 間

二 居 頭 ，五 間 四居 頭 な ど の類 型 が あ る。 Ｔｌに も どる と，庭 に面 す る三 間 の 中央 に は

主 屋 の 中堂 だ けで な く， 東 西 横 屋 に も東 中 堂 ・西 中堂 が 置 か れ ， そ の両 脇 な い し片脇

を房 間 が 占 め る。 天 台 で は， ふ た つ の 棟 が 結 合 す る窓 の な い 暗 間 の部 分 を， 陸 頂 ，陸

頂 下 ， 六 頂 厘 ｌｏ？ｔｉηｈａ？ な ど と い う特 有 の 名 で 呼 び ， そ こ に は房 間 を 置 か ず ， 台 所

（吐 間）， モ ノオ キ （雑 間 ），家 畜 小 屋 （猪 舎 ， 牛 舎 ） に あて る。 天 台 の人 び とは ， こ

の独 特 な 名 称 の 意 味 につ いて は は っ き り しな い と語 って いた が ， 上 海 県 で 同 じ部 分 の

こ とを 落 讐 ｚａ？６ｉｅ とい って い た こ とか ら推 測 す る と， お そ ら く ｕｎｄｅｒ　ｔｈｅ　Ｉｏｗｅｒ

ｒｏｏｆ （「落 し棟 の下 」） ぐ ら いの意 で は な か ろ うか。 天 台 で も紹 興 と同 様 ， 門 の こ とを
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図 ２－１２ Ｔｌ：天 台 県 国清 ・若 家 （Ｓ－ｂ３２型 ）

台門というが，その位置は前庭の正面ではな く，東横屋側にある。 ところが，Ｔ１の

近 くにあった土地廟 （図２－１２参照）， さらには国清寺のアプローチもすべて南正面を

避けた東側になっている。国清寺の修理を担当 している天台県文管会の斉銘治氏によ

ると， 国清寺の門はもともと南側にあった。 しか し， 「北の山の福が風にのって南に

おりてきても，そのまま門を通過 して逃げてしまうので，南門をふさいで東に門をつ

くれ」 との風水先生の指示に従い，門の位置を東に変えた記録があるという。じっさ

い，南門のあった部分は周囲の壁面よりもりあがっている。民家もまた，同様の風氷

思想に支配されているとしても不思議ではない。なお，現在 Ｔｌ住宅には僧がひとり

暮 らしを しているだけなので空き部屋が多かった。

　Ｙｌ（図２－１３）：　 揚州の都市住宅。〈廂房〉が片側にしかないという風変わりな 〈三

合院〉形式なので，元来は大型住宅の一部であったのかもしれない。〈倒座〉の東側房

間が中庭にむかって拡張された結果， 一見 〈四合院〉にみまちがえる平面形に変化 し

ている。

　Ｈ３（図２－１４）：　 Ｈ３および Ｈｌと Ｈ２は， 杭州郊外に特有な農村住宅 で あ る。
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とくに Ｈ３は典型的な平面を しめす好

例だろう。このタイプの農村住宅はた

しかに 〈三合院〉だが，あたかも沿街

型のように開放的な立面をもち，中央

のいちばん奥に中庭 （天井）を置 くと

いう特異な平面形式になっている。い

わば， 逆 〈三合院〉とでも命名できる

平面といえよう。ただ，沿街型のよう

な立面といっても，前庭 （道地）が設

けられるので，家屋が道に面すること

はない。表の道地は，石製のベンチや

イスが置かれた くつろぎのスペースで

あると同時に，農作業にも利用される。

それに対 し，裏の天井は採光 と雨水溜

めを目的とする中庭である。一階の前

半分は間仕切りのない大 ヒロマ（堂前）

で，ふつう農作業をしたり，モノオキ

として利用されたりしている。 しかし，

かつては家廟が堂前と客堂 （後堂）を

図 ２－１３ ＹＩ：揚 州 市 国慶 路 ・周 家 ほ か

　 　 　 　 （Ｓ－ｂ３２型 ）

仕切る鴨居上 （図２－１６参照）に置かれ，大 ヒロマは宗教 ・儀礼 ・饗宴のための空間で

もあった。客堂は堂前と天井にはさまれた応接室である。客堂の両脇に台所 （壮間）

と食堂 （飯庁） が配され，二階を寝室専用にあてる。

　Ｈ１（図２－１６）：　 Ｈ３と同型の平面が敷地いっぱいに増築 ・拡張された結果，図に

みるような不整形平面になって しまっている。敷地 と原平面の方位がずれているのは，

橋のたもとにある大樹を平面の軸線上に位置づけるべきであるとする風水先生の意見

に従ったためという。

　Ｈ２ （図２－１７）：　 ｂ１２型で指摘 した Ｈ２は， もとは Ｈｌ，　Ｈ３と同タイプの平面で

あったのだが，三つの核家族が間口三間の一間分を縦割 りに使うことになったので，

中央列の客堂 ＋天井部分が台所 （肚房）に変化 したようで あ る。 このほかに， 前庭

（道地）が壁で囲まれて中庭になっていることも，Ｈｌ，　Ｈ３と異なる。

　《ｂ４型》　四つの棟が中庭を囲む〈四合院〉のこと。　Ｙ４，　Ｙ５，　Ｈ５がこの類型にふ く

まれる。
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図２－１４ Ｈ３：杭 州市 龍 井 路 ・戚 家 （Ｓ－ｂ３２型 ）

　Ｙ４ （図 ２－１８），　Ｙ５ （図 ２－１９） ：　 揚 州 の都 市 住 宅 Ｙ４ と Ｙ５ は ， と も に間 口三 間 で

似 た よ うな 平 面 を 構 成 す る。 〈廂房 〉は た しか に 確認 で きる が ， そ こに単 独 の 部屋 は

な く， 半 分 ず つ が 南 北 の 房 間 とつ な が って い る。 Ｙ４ は も と も と単 独 の 住 宅 だ った と

思 わ れ るが ，Ｙ５ は横 結 合 型 住 宅 の一 部 で あ る こ とが は っ き り して い る。 いま 小 厨 房

の あ る部 分 に は側 門 の 痕 跡 が あ り， か つ て は そ こか ら東 側 の ユ ニ ッ トに連 絡 して いた

ら しい。Ｙ５ に も同 じ場 所 に勝 手 口 の よ うな門 が 設 けて あ る。

　 Ｈ５　（図２－２０）：　 桐 盧 県 （杭州 郊 外 ） の農 村 住 宅 。 この 住 宅 は， 縦 結 合 二 列 型 の

〈両進 ＞９）め が取 り壊 され て単 独 の ｂ４型 にな って い る もの で あ る。 図２－２０に は五 つ

の カマ ドが 分 置 され て い る こ とか ら も察 せ られ るよ うに ，現 在 は五 つ の 家 族 が この 家

に く ら して い る。 二 階 に十 の 房 間 が 集 中 し，一 階 に は ま った く房 間 の な い 〈四 合 院 〉

で あ る。

９）大型住宅の奥行 きは中庭の数で表現す る。中庭が一っな ら 〈一進〉，二つな ら 〈両進〉，三つ

　 な ら 〈三進〉 とい うふ うに。なお，江北 の揚州では同様 の表現が存在す ることがわか ったが，

　 江南では どうなのか知 らない。
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図２－１５ Ｈ３ 住 宅 の 表 構 え

　　 （３）　複合一縦結合 （Ｃ－Ｖ）型

　縦結合型 については，２列結合型 と３列結合型に分けてまとめてみる。

《２列結合型》 Ｗ４，　Ｗ５，　Ｓ２，　Ｓ６，且４が単独型を ２列に縦結合させた類型である。

Ｗ ５（図２－２１）： 単独型の く四合院〉かにみえるが，二階建て く三合院〉のまえに，

細長いオープン ・スペースをもつ平屋の 〈門庁〉部分が結合 した ｂ１２ｂ３２型であると

判断した。無錫では郊外農村での調査が許可されなかったが，Ｗ ５は無錫市内に位置

するということで調査できた農村住宅である。 しか し，この住宅は解放以後 しばらく

公安局の派出所 として再利用され，現在は付近のホテル新築現場で臨時雇用されてい

る農民たちの宿泊所になっているので，部屋の名称 ・機能などを調べることはできな

かった。

　Ｓ６（図２－２２）：　 西側の古い く三合院〉に東側の新 しい く三合院〉を増築 した ｂ３２

ｂ３２型。新旧のユニ ットとも，台門が天井の正面にな く右 （南）側にあるのが特徴的

といえよう。

　Ｈ４（図２－２３）：　 〈三合院〉 と 〈四合院〉の結合 した ｂ３２ｂ４型に属するのは，　Ｈ４，

Ｓ２，　Ｗ４である。 厳密にいうと，　Ｈ４は ｂ３２ｂ４型で，　Ｓ２とＷ４は ｂ４ｂ３２型にな

る。いずれもさきの Ｓ６とちがって，もとか ら二列結合型であった。　Ｈ４の〈一進〉め

は外壁に面する天井をはさんで 庸房， 堂前をはさんで房間が置かれる〈三合院〉で，

塙門は南側廂房 の前面に位置する。〈両進〉めの く四合院〉は，前列の中央に客堂，そ
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図 ２－１６ Ｈ １：杭 州 市梅 家 鳩 ・孫 家 （Ｓ－ｂ３２型 ）

の両脇に房間，天井のむこうの もっとも奥の列に厨房 と房間が置かれる。二階は四つ

の房間と走廊か らなる。前の天井には，雨水溜めの水ガメ （水甑）が置かれているの

に対 し，後の天井には井戸 （井）が掘られ，排水設備 も整えてある。また，後の天井

は裏の運河につながっており，河踏頭で洗い物をする。

　Ｓ２ （図２－２４）：　 紹興郊外の後江村にある。〈両進〉の住宅。後江村はいまではたん

なる農村だが，清代には天官府が置かれ，たいへんにぎわっていたという。 この住宅

は２００年ほど前に建てられ， 当初は陳家が所有 していた。 陳家は杭州 に店をもつ商人

だった。１００年ほど前に，絹商人の徐家がこの台門を買 った。 以後，幾度かの増改築

をへてはいるが，基本部分の修理はないという。その基本部分 というのは，大堂前，
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浅川　 住空間の民族誌

図 ２－１７ Ｈ２：杭 州 市 梅 家 鳩 ・朱 家 （Ｓ－ｂ３２型 の 変 形 ）

小堂前を中心にする間口三間の部分のことだろう。台門のある前の五間は，比較的新

しいもののようで，台門斗以外の四間はすべて収納 ・貯蔵のための堆積間とされる。

また，東側の 〈廂房〉が取 り壊されて，前の ｂ４部分は不完全な く四合院〉になって

いる。増築された外側の部屋は房間，肚間，雑間 （モノオキ）等に利用されているが，

そのなかに茶間と呼ばれる部屋がある。現在この部屋 は，モ ミの選別機 （風箱）やモ

ミのはいったカゴ （籍）を収納するために使われでいるが，もとは湯を沸かして茶を

いれる部屋であったという。元来商人の住まいであった Ｓ２だが，いまは四つの農家

に分割されている。　　　　 ・　　　　　　　　　　　　 ’　 覧

Ｗ４ （図２－２５）： 無錫の都市住宅。 間口三間で前の ｂ４と後の ｂ３２が結合 した類

型である。 太平天国の乱でもとの家屋が焼失 したのち建てられたという。 〈一進〉め

がかなり原形を維持 しているが，〈両進〉めは改造されている部分が多い。 中央にあ
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図 ２－１８ｉｌ，Ｌ　Ｙ４：揚 州 市灯 草 行 某 家 （Ｓ－ｂ４型 ）

る大門を くぐると，大門間の架構上にかつて霊碑がおさめられていた家廟の外枠を見

ることができる。天井をはさんで大 ヒロマ （大庁）がある。調査事例のなかでは，間

口三間間仕切 りのない大 ヒロマを置 く都市住宅は珍 しい。廂房 は細 くて短い廊下で大

庁 とつながるので，〈一進〉めの天井は凸形になっている。 大庁中央のうしろには庁

反軒が置かれる。 この部屋は，Ｈｌ，　Ｈ６ の客堂， 後堂，あるいは後出する Ｎｌの翻

屋 （内客庁）に相似する応接室だったようだが，いまはたんなるモノオキに変ってい

る。その両側には，台所 （吐間）があり，そこから箱房をへて く両進〉めの房間へ連
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図 ２－１９ Ｙ５：揚 州 市 観 巷 ・周家 （Ｓ－ｂ４型 ）

絡する。庁反軒と対面する 〈両進〉めの中央部分にも，小中間という小さな公室が設

けてある。

　《３列結合型》 Ｓ１，　Ｎｌ，　Ｎ４が３列の縦結合型である。

　Ｓ１（図２－２６）：　 寿家台門と呼ばれる紹興の都市住宅。　Ｓ１の面する都昌坊路 一 帯

には魯迅にゆかりの深い建物が多い。魯迅をうんだ周家の三つの故居は，すべてこの

都昌坊路に面 している。また，寿家は文人の家系で，自宅の脇に 「三味書屋」 という

学習塾を経営 していｋ。 そして，幼少の魯迅 もこの 「三味書屋」で学んでいる。 ＳＩ

は，一，二，三 という番号が付けられた三つの天井が縦にな らび，平面はｂ２２ｂ１２ｂ３２

型 となる。 〈一進〉めと 〈両進〉あは，間口三間で く廂房〉がないのに対 し，〈三進〉

めは間口七間で 〈廂房〉（辺屋）をもつ。 東側五間の辺屋は客房や房間に， 西側三間

の辺屋は厨房にあてられていたという。裏庭には，ハタケ （菜園） もある。現在は，

１３の家族が二部屋ずつに分かれてくらしているが，そのなかには寿家や魯迅のイ トコ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７０７
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図 ２－２０ Ｈ５：桐 盧 県 挑村 ・挑 家 （Ｓ－ｂ４型 ）

（堂弟）にあたる老人 もふ くまれる。

　Ｎｌ（図２－２７）：　 寧波住宅の典型的平面を しめす絶好の例である。 全体は ｂ２２ｂ３２

ｂ１２型の平面で， とくに中央の ｂ３２型つまり 〈三合院〉部分が寧波式住宅の特徴を

よくあ らわ している。間口五間の主屋部分は，中央の庁か ら裏の天井に接客のための

内客庁 （翻屋）が突 きでて Ｔ字形平面を構成する。 また， 房間と外壁の間には階段

室兼通路 （弄）があって，表 と裏の天井がつながっている。軒 とよばれる く廂房〉が，
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図 ２－２１ Ｗ ５：無錫 市 青 撲 村 旧住 宅 （Ｖ－ｂ１２ｂ３２型 ）

主屋部分と構造的にまった く独立 していることも重要な特徴といえるだろう。房閲が

居寝室であるのに対 し， 軒は書斎， 子供部屋， モノオキに使われたという。 Ｎｌの

ｂ３２部分のような平面を， 五間二弄二明軒と呼ぶ。 ほかに， 三間二弄二明軒，五間

二弄四明軒 などの類型がある。 中央の ｂ３２部分には主人一家つまり盛家一族がくら

していたのに対 し， 西側の ｂ１２部分は下女の住まいに， 東側の ｂ２２部分は下男の住

まいにあてられていた。台所は下女の住む側にあり，料理は辺門を通 って主人側に運

ばれた。内客庁の窓からは，下女を呼べる仕組みになっている。現在，東西のユニッ

トは集合住宅になり，中央のユニットは文物管理委員会の事務所として再利用されて

いる。

　Ｎ４ （図２－２８）：　 同 じ寧波の都市住宅だが，　Ｎ４は Ｎｌとやや異なり，　ｂ・２　ｂ３２　ｂ３２

型の平面形式をとる。 Ｎ４は現在，大部分が市の第十一中学として再利用されている。
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図 ２－２２　 Ｓ６：紹 興 市上 旺村 ・陳 家 （Ｖ－ｂ３２ｂ３２型 ）

もとは楊家という商家の住宅であった。 もっとも，楊家も清末にこの家を買い入れた

のだという。〈一進〉めは門庁と倒大庁からなる Ｌ字形平面を している。かつて門庁

の外側 には柵門が置かれていたといい，柵門のあった壁面の痕跡が今ものこっている。

柵門と門庁をへて門楼へいたる。門楼の対面にある倒大庁というのは，一般に輻庁 と

呼ばれる輪 （カゴ）のガレージであって，ここに輪を置いてか ら歩いて門楼を くぐる。

〈一進〉めの天井 （前明堂）の正面に間口三間の大庁が置かれる。ここは男が男の客を

公式的に接待する空間である。両側には，弄をはさんで間口六間の廂房が配される。
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図 ２－２３ Ｈ４ ：杭州 市 下 忠 興 某 家 （Ｖ－ｂ３２ｂ４型 ）

〈両進〉めの平面も基本的に〈一進〉めと同じだが，後明堂の正面にある中央部分は，

間口三間が一間ずつに間仕切りされ，中央列の前後に中堂，毯堂，両脇の列に正堂房

がならぶ。中堂は女が女をもてなす空間であった。 また， 〈両進〉めの庸房は居寝室

で，〈一進〉めの廂房 は書斎 （書房）であったという。

　　 （４）　複合一横結合型 （Ｇ－Ｈ 型）

　 （３）でみたように，大部分の複合型は縦結合型なのだが，一例だけ横結合型を調査

できた。

　Ｓ４（図２－２９）：　 紹興郊外の農村住宅。明末の遺構。 横に三つのユニットがならぶ

ｂ３２ｂ２２ｂ３２型の平面をもつ。 天井を台門斗と大堂前がはさみこむ ｂ２２型平面を中心

にして， 左右両側から凹の字形の ｂ３２型平面が脇を囲む。 もっとも， 明末の遺構 と

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７１１



／ｔ図 ２－・２４ Ｓ２ ：紹 興 市 後 江 村 ・徐 家 台 門 （Ｖ－ｂ　４　ｂ３２型 ）



浅川　 住空間の民族誌

図 ２－２５ Ｗ ４：無 錫市 後西 漢 ・呉 家 （Ｖ－ｂ４ｂ３２型 ）
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図 ２－２６ Ｓｌ：紹 興 市 都 昌 坊 路 ・寿 家 台 門 （Ｖ－ｂ２２　ｂ１２　ｂ３２型 ）



図 ２－２７ Ｎ１：寧 波 市 天 一 街 ・盛 家 （Ｖ－ｂ２２ｂ３２ｂ１２型 ）



国立民族学博物館研究報告　　１１巻３号

図 ２－２８ Ｎ４：寧 波市 雲 石 街 ・楊 家 （現 市 第 十一 中学 校 ，　Ｖ－ｂＬ２　ｂ３２　ｂ３２型 ）
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図 ２－２９ Ｓ４ ：紹 興 市 峡 山大 隊 ・雷 鼓 台 門 （Ｈ－ｂ３２　ｂ２２　ｂ３２型 ）
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推定される部分は，二つの大堂前をふ くむ四」固ないし型 にすぎず，当初か らいまの

ような平面であったかどうかは不明である。明末の遺構部分が，二つの大堂前をもち，

しかもそれが房間と交互に配置されるという特異な点については，注意を払 っておく

必要があるだろう。

　　 （５）　複合一縦横結合型 （ＣＬＶＨ 型）

　縦横結合型といっても，単独型が縦横無秩序に配列されるというのはまず少なく，

縦結合型が横に何列かならぶというのが一一般的なようである。その代表例は，庭園住

宅で名高い揚州商人の邸宅であろう。〈四進〉〈五進〉の縦結合型平面が二列，三列に

ならび，ひとつの超大型住宅を構成する。揚州の場合，こづの縦結合型が横につなが

るとき，二つの外壁が密着するのは例外的で，その間にかなり幅のひろい丞養 という

通路がつ くられる。この火巷は入り口から一番奥まで一直線に走っているので，あた

かも住居内部にある路地 （小巷子）のような存在 といえる。 このような揚州の大型住

宅については，さいきん同済大学のグループが多 くの図版をともなった報告を してい

る ［陳 （編）　 １９８３：１００－１２６］。このため，揚州の調査では逆に小規模の家 屋ばかり

選んでみた。そのなかでは比較的大きな中規模住宅にあたる Ｙ３が，縦横結合型の平

面構成を示す。このほかに Ｎ２もこの類型であった。

　Ｙ３（図２－３０）：　 東西二列からなる。東側は南から盟堂 ＋盟房，書斎 （書房＋客座），

厨房 （旧）の三部分がつらなる ｂ１２ｂ１２ｂＬ２型平面， 西側は堂屋 ＋住房が二列に連続

する ｂ１２ｂ３２型といえよう。 書斎の横には通道 という幅の狭い通路があるが，これは

ひとつの縦結合型の内部にある短い通路であって，、火巷とはやや性格が異なっている。

東南すみの纈 から，堂屋，住房，豊 房にいたるアプローチが何度も屈折 しているの

も大きな特色であろう。この住宅 も，現在は七つの家族が住む集合住宅に変化 してい

る。

　 Ｎ２ （図２－３１）：　 た しかに縦横結合型だが，一部で詳細図を実測 したにとどまり，

平面全体を調査 したわけではない。平面図は寧波市の城市規画処より寄贈されたもの。

図面を見 る限 りにおいては，北側にあって南向きの ｂ３２ｂ３２型 （Ｖ 型） と， 南側に

あって東向きの ｂ３２ｂ４型 （Ｖ 型）が直角に結合 した平面を原形にして， さらに周囲

の一部が増築された複雑な事例のようにみえる。

　 ２．２．３．　 都市住宅 と農村住宅

　 以上みてきたように，調査事例においてはさきに培門型 とした閉鎖中庭型住宅が圧

倒的に多かった。そして，この類型の住宅は，都市，農村 どちらかに優越するという

のではなく，双方にかなり普遍的に使われている住宅形式 ということができる。つま
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図２－３０ Ｙ３：揚州市湾子街 ・溜家 ほか （ＶＨ 型 ）

り，空間利用 における若干の差異はあろうとも，都市民，農民とも同じような間取 り

のなかで くらしているわけである。

　 とはいうものの，一部には，都市あるいは農村に特有な間取りをもつ類型 も存在 し

た。まず，沿街型および間口二間以下の培門型の属す ａｂ　ａ２型 （Ｓ７，Ｗ２，Ｗ ３）は，

都市の下層民 に特有な住宅形式 ということができる。この類型においては，面積が狭

小なゆえに，いまだに 「火」と台所を共有する拡大家族的な生活が営まれる傾向のあ

ることにも注 目しておきたい。いっぽ う，農村に特有な平面をもつ類型としては，開

放型 Ｌ字形平面の ｂＬ１型 （Ｈ６，　Ｊｌ）と，杭州郊外に卓越する逆 く三合院〉の ｂ３２型

（Ｈｌ，　Ｈ３）があげられる。前者は平屋で，片側だけに突き出た脇棟に台所を置 く形式。

後者は二階建てで，裏庭 に面する く廂房〉に台所と食堂を置き，二階に寝室を集中させ
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図２－３１ Ｎ２：寧波市秀水街 ・呉家 （ＶＨ 型）

る形 式 で あ った 。 この う ち，Ｈ Ｉ，　Ｈ３，　Ｈ６ の三 例 に は ，間仕 切 りの な い 間 口三 間 以 上

の大 ヒロマ が あ り， ＪＩを ふ くむ ４例 は すべ て オ ー プ ンな 前庭 を もつ とい う 共 通 点 が

あ る。 これ らの 共 通 す る空 間 的 特性 は ， い ず れ も農 作 業 と深 い係 わ りを も って い る。

３． 室 空 間 の 名称 ・機 能 ・構 成

　 ３，１．　 室 空間 の名称 と機 能

　３．１．１．　 庁堂

　住宅の軸線上に位置する庁や堂は，対家族的には祖先を祀る空間として，対外的に

は接客 ・饗宴のための公的空間としての，住居のなかの中心的位置を占める。もっと

も，同じ庁，堂でも，住宅内の位置によって機能と性格が異なるので，以下にいくつ

かに分類 してまとめてみる。
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表３－１ 調 査 家 屋 の 室 名 称 一 覧

Ｎａ

Ｈｌ

Ｈ２

Ｈ３

Ｈ４

Ｈ５

Ｈ６

Ｓ１

Ｓ２

Ｓ３

Ｓ４

Ｓ５

Ｓ６

Ｓ７

Ｔ１

Ｎ１

Ｎ２

Ｎ３

Ｎ４

Ｗ １

Ｗ ２

Ｗ ３

Ｗ ４

Ｗ ５

Ｙ１

Ｙ２

Ｙ３

Ｙ４

Ｙ５

Ｊ１

房 問

房 間

房 問

中房 ＊
辺房 ＊

房 聞
中房＊
辺房＊

房間＊

東房聞
西房間

房 間

房 問

房 問

房 聞

房 間

房 聞

房 問

東大房問
西大房間
東偏房
西房間

房 間

？

（書 房）

正堂房

正 房
二 房

房 間

二朝屋
前房間＊
後房間＊

房 間

？

房 間

房 間
店 房 ．

住 房
門 房

房 間

房 間

房 間
房頭間

庁 堂

堂 前
後 堂

庁 堂
後 堂

堂 前
客 堂

堂 前
客 堂

前 庁
後 庁

大外屋里

大 庁
堂 前
後 堂

大堂前
（前 堂）
小堂前
（後 堂）

堂 前

大堂前
（庁 堂）
小堂前
退 堂

堂 前
退 堂

外堂前
大堂前

堂 前

中 堂
東中堂
西中堂

庁
内客庁
（翻 屋）
公 堂

？

堂

大庁 （前 庁、

穿堂）
・中 堂

後 堂

．客 堂
翻軒 問

客 堂

大 門間

（客 堂）

大門聞
（塙門間）
大 庁
庁反軒
小中間

？

堂 屋

堂 屋

堂 屋
客 座

堂 屋

明 間

客 堂

厨 房

姓 房
伏 房

吐 房

赴 間

厨 房

厨 房

娃 間

厨 房

蛙 問

辻 間

辻 間

辻 間

辻 間

杜 間
（陸 頂）

伏 房

？

？

牡 聞

辻 間

辻 間

？

鍋 上

厨 房

厨 房

仕 間

廂房廂房

廂房弄
後廂房

東辺間
西辺間

辺 屋

書 房

辺 屋
側 廟

側 屋
側廂房

東横屋
西横屋

軒

？

（雑 屋）

廂房

賄 房

廂房

？

（鍋 上）

左廂房
右廂房

廂房廂房

院 子

道 地

道 地

道 地

天 井

天 井

道 地

天 井
（明 堂 ）

天 井

天 井
小天井

天 井

天 井

天 井

道 地

天 井

天 井

天 井

前明堂
後明堂
（天 井）

天 井

天 井 ．

天 井
隔水天井

？

天 井

天 井

天 井

天 井

場

門

？

？

？

塙 門

大 門

？

台 門

台 門

？

台 門

台 門

大台門
小台門

？

台 門

？

？

？

棚 門
・門 楼

大 門

？

大 門

大 門
（培 門）

？

？

？

総 門

？

？

？

庁堂の名称は、上一下がＶ型では前一後に、Ｈ型では中央一左右にそれぞれ舛応する。ま

た、房聞における＊印は、 ２階に特有な名称を しめす。
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　 　 （１）　 門庁 ， 門堂 ，台 門 斗 な ど

　 住 宅 の い ち ばん 前 にあ って ， 門 とつ な が る庁 堂 はふ つ う後 方 に控 え る庁 堂 とは別 の

名前 で 呼 ばれ て い る。 揚 州 で 両者 を と も に堂 屋 と呼 ぶ （Ｙ ｌ，　Ｙ４）の は む しろ例外 的 で

あ って ， １置庁 （Ｎ４）， 大 門 庁 （Ｈ５）， 門 堂 （Ｙ３）， 台 門斗 （Ｓｌ，　Ｓ２，　Ｓ４，　Ｈ４）， 台 門 間

（Ｔ ｌ）， 大 門 間 ・塙 門 間 （Ｗ ３，　Ｗ ４）の よ うに ，「門」 を ふ くむ呼 称 が与 え られて い る。

つ ま り， こ れ らの空 間 は門 の た め の ホ ール とい う こ と が で き る。 Ｓｌの 平 面 図 （図

２－２６） にみ え る よ う に， この ホ ール には ほん らい二 重 ・三 重 に門 が し つ ら え て あ り，

唯 一 の 開 口部 を何 重 に も閉 鎖 して 防 御 す るの が 大 き な 役 割 で あ った ろ う。 同 時 に ，

この 空 間 は内 と外 との 境 界 的 領 域 と して ， 婚 礼 や 葬 式 の よ う な 非 日常 時 に 重要 な役

割 を 果 た して いた もの で あ る。 Ｗ ４ に か ぎ らず ， 上 海 郊 外 で も大 門 間 ・塙 門 間 に家 廟

が 置 か れ て いた と い うは な しを よ く聞 い たが ， これ もお そ ら く上記 の象 徴 性 とか か わ

る の であ ろ う。 これ ら につ い て は ，住 ま いか た につ いて 述 べ る次 章 で ま とめ よ う と思

う。

　 大 型 住 宅 で は， 門 の ホ ール と輻 庁 が連 結 され る場 合 が あ る。輪 庁 が輪 の た め の ガ レ

ー ジ で あ る こ と は， 前 章 で す で に指 摘 した。 Ｎ４ で は倒 大 庁 （輪 庁 ） と門 庁 が Ｌ，字 形

に連 結 し， 上 海郊 外 農 村 で は 塙 門 間 と 天 井 との あ いだ に 輪 庁 が 置 かれ て い る ［朱

１９８０：図 １６ｅｔｃ．］。

　 　 （２）　 堂 前 ， 堂 屋 ， 大 庁 な ど

　 ｍａｉｎ　ｈａｌｌな い し ｆｒｏｎｔ　ｈａｌｌ と訳 す べ き類 型 で あ る。 住宅 の軸 線 上 に あ っ て天 井

に南 面 し， 接 客 ， 饗 宴 ，儀 礼 の空 間 と して ， ま さ し く住 ま いの 中 心 的位 置 を 占 め る。

こ こ に家 廟 が 置 か れ るの が一 般 的 で あ る。 また 農 村 住 宅 にお い て は作 業 空 間 と して も

利 用 され る。 そ の 呼 称 は じつ に多 様 だ が ， 多 数 派 の堂 前 ｄｄｔＧｉｉ （１０例 ） は紹 興 と杭

州 に， 堂 屋 ｔ‘ｄｐｏ？ （４例 ） は揚 州 に顕 著 な もの で ， そ の ほ か に庄 （Ｎ ｌ），堂 （Ｎ３），

庄堂 （Ｈ２）， 大 庁 （Ｓｌ，　Ｎ４，　Ｗ ４）， 前 庁 ・後 庁 （Ｈ ５）， 前堂 ・後 堂 （Ｓｌ，　Ｓ２）・ 虫 堂

（Ｔ ｌ），客 堂 （ｗ ２，　ｗ ３，　Ｊ１） な どが あ る。庄 な い し堂 を 使 わ な い呼 び方 と して は，　Ｙ５

の 明 間 ｍｉｐｋｄｅ が あ る。 明 間 は ， 江 北 にお け る ヒ ロマ 名称 と して 戦 前 に 報 告 され て

い る ［河 村 　 １９４３ｂ：１８８－２３０］。 お そ ら く揚 州 にか ぎ らず 江北 一 帯 に か な り広 範 に分

布 して い るの で あ ろ う１０）。

１０）紹興 の工 匠たちによると，明間はほん らい中庭 に面 さない隅のヘヤ暗間 と二項対立的に用 い

　 られ る名称である。 したが って，三間 の平面な らた しか に中央の庄堂のみが胆固 だが，互固 な

　 ら中庭に向か って開 口部 をもつ三間すべてが明間になる。 もっとも， 中国建築史 の用語 として

　 の 〈明間〉 は， た しかに中央の 〈一間〉分の室をさす ［中国建築簡史編集委員会 　１９８１：１１７］。
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　 ところで 〈両進〉以上の住宅では，とうぜんこの類型の庁堂が ２つ以上になる。こ

の場合，Ｎ４の説明でも述べたように，前のホールが男の接客空間，後のホールが女

の接客空間にあて られるという。また，〈正房〉だけでな く，〈廂房〉の中心にもこの

タイプのホールが置かれることがある。Ｓ４では 〈正房〉の大堂前に対 して 〈庸房〉の

小堂前があり，Ｔｌでは く正房〉の中堂に対 して く廂房〉の東中堂 ・西中堂がある。

　　 （３）　翻屋 ・庁反軒 ・後堂 ・客堂など

　 この類型は， （２）の ｍａｉｎ　ｈａｌ１の奥にあるやや豪華な応接室で あって， すべての

住宅に存在するわけではない。寧波や杭州では，房間 とともにこの部屋 も板張 りにな

る。

Ｎｌの翻屋，　Ｗ ４の庁反軒のように 「翻」ないし 「反」という漢字をふ くむ呼称を

もつ地域がある。この 「翻」「反」は，ｍａｉｎ　ｈａｌｌの 「裏側」「反対側」を表現するこ

とばである。すなわち，翻屋，庁反軒等の部屋は 「奥座敷」とでも訳すことができる

だろう。ａＬ２型に属するＷ １の一番奥の部屋翻軒間も今では寝室だが，もとは応接室

だったものと思われる。

　 このほかには Ｈ１，　Ｈ２の螢堂，　Ｈ３の客掌がこの類型に属す。 螢堂・客堂 という名
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ゆ

称を（２）の類型 として使 う地域 もあるが， （２）と（３）では空間の性格が若干異なること

を注意 してお く必要がある。

　　 （４）　退堂

　 これも（２）の ｍａｉｎ　ｈａｌｌの奥に置かれる類型だが， （３）の類型とは異なり，接客 ・

集会等とは無縁である。

　ふつう裏口 （Ｓ４）ないし階段室 （Ｓ５）として利用され， 同時にモノオキ にもなって

いる場合が多い。

　３．１．２．　 房間

　庁堂の両脇 に位置する房間 ｖａｋεは，家族内における一組の夫婦 （およびかれ らの

乳幼児）または未婚の兄弟 ・姉妹に割 りあてられる個室である。 この部屋は単なる寝

室ではな く，ベ ッドのほかにもソファー，テーブル，机，飾 り棚，タンス等の備わっ

た居間兼寝室の機能をもつ個別的領域を形成する。その点では，日本民家におけるナ

ンド，ネマとはかなり感覚の異なる空間といえよう。

　房間には，その位置によって世代 ・年齢 ・性に対応する序列があるが，これについ

ては４章を参照されたい。
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　３，１．３．　 肚間

　江南一帯では台所のことを壮間 ｔｓｏｋεとよぶところが圧倒的に多い （表３－１）。壮 は

く竈〉の略字である。 杭州， 寧波では伏房，壮房 とよぶ ところもある。江北の揚州で

は，北方語 と同じく，厨房という呼称が一般的であった。台所は，一般的にいちばん

奥の 〈正房〉のいちばん隅，つまりいちばん奥の暗間に置かれる。■字形平面の農村

住宅では，前庭につきでた脇棟 に置かれる。機能的には，調理室 としてだけでなく，

日常時の食事室をも兼ねる場合が少なくない。

　 ３．１．４．　廂房

　 中庭 の両 脇 に あ る 〈庸 房 〉は ，江 南 で もや は り廂房 ｓｉαｖｄ と名 づ け られ て い る地 域

が 多 い。 特異 な 呼 称 と して は寧 波 のｉ鉦が あ る。 ほか に は庸 房 弄 （Ｈ ５），辺 屋、（Ｓｌ，　Ｓ４），

側 廟 （Ｓ４），側 屋 （Ｓ６），横 屋 （Ｔｌ）な ど。 塵房 は機 能 が 明 確 な 空 間 で はな い 。 客 用 の

寝 室 （客 房 ），書 斎 （書 房 ），若 い 世代 の た め の房 間 ， モ ノ オ キ （雑 屋 ） な ど に使 い分

け られ てい る。

３．１，５． 天 井 ・弄 ・走 廊

図 ３－１　 中庭 （天井） に置かれてい る雨水溜

　 　 　 め用 の水 甑 （Ｓ１住宅）

　 中庭 の こ とを 天 井 ｔ‘ｉｔｓｉη とい う。

日本 語 で は， テ ンセ イ， と読 む 。天 井

とは ， 字 義 どお り 「天 の 井戸 」 つ ま り

ｓｋｙ　ｗｅｌｌ。 軒 先 か らこの 中庭 に落 ち て

くる雨 水 を 大 きな 水 ガ メ （水 甑 ） に 溜

め （図３－１）， 食 料 ・飲料 用水 に す る。

江 南 の天 井 は北 京 の 〈院子 〉 に く らべ

る とか な り面 積 の 狭 い 中庭 で ， この点

にお いて も 「井 戸」 とい うイ メ ー ジに

近 い。

　 こ こで想 起 され るの は ， 『釈 名』 「釈

宮 室 」 に み え る 「中 雷」 とい う古 代 語

で あ る。 この 語 の 解 釈 に つ い て は議 論

が か ま び す しか った が ，Ｊ．ニ ーダ ム は

古 代 ロ ーマ 住 宅 の パ テ ィオ に 置 か れ た

雨 水 溜 め ア ンプ リヴ ィ ヨ ム （ｉｍｐｌｕｖ－

ｉｕｍ） との 比 較 か ら， 字 義通 り 「中央

の 雨 水 溜 め」 と解 釈 して い る ［ニ ーダ
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ム　 １９７９：１５３－１５５；田中　１９８０：１４７－１４９］。「中雷」が字義どおり 「中央の雨水溜

め」のことであるなら，「中雷」と天井はほぼ同義になる。

　雨水溜めの中庭 ・天井に対 して，農作業の空間 となる農家の中庭 ・前庭は道地 ｄっｔｉ

という。嘉定 （ＪＩ）の擾 ｚｄという呼称は，かなり特異なものである。

　 中庭と中庭をつなぐ通路 は，弄 ｌｏηまたは弄堂 という。江北の揚州では火巷とよぶ。

弄も巷も都市空間における路地裏の通路を表現することばでもある。

　住居内 にお け る戸外空間 としては，天井と弄のほかに 中間的領域と して の走廊

ｔｓｘｌｄも重要な空間である。 華北 とちがい高温多雨の華中以南では， 天井に面する軒

の出が長 くなって庇柱 に支えられる。この軒下の空間のうち，戸口か ら庇柱までを走

廊，庇柱より外側の軒下を管出または出答 という。軒先と基壇の端がだいたい一致す

るので，天井の周囲に屋根のかかったベランダ部分ができる。天台では，このベラン

ダを沿頭 ・暗頭 ・暗街などとよぶ。

３．２．　 家具 と室 空 間の構 成

　 ３，２．１．　 テ ーブ ル とイ ス

　 　 （１）　 テ ー ブル の類 型

　 表 ３－２に実 測 した テ ー ブル の類 型 別

の名 称 と寸 法 （縦 ・横 ・高 さ） を あ げ

て お いた 。 一 見 す れ ばわ か るよ う に，

茶 几 （また は茶 机） と い う 唯 一 の 几

（ｔＧｉ） 系 名 称 を の ぞ くと， す べ て八 仙

卓 ， 四 仙 卓 ，板 卓 ，小 板 卓 ・小 卓 子 ，

画 卓 と い う卓 （ｔｓｏ？）系 の 名称 が 用 い

られ て い る。

　 テ ー ブル を さす 几 は，文 書 机 を さす

〈几 案 〉 とい う 熟 語 に よ っ て よ く 知

られ て い る。　 『説 文』 の段玉 裁 注 に

は 「几 は坐 った と き に もた れ る も の

だ 」１１）とあ り， ま た 明末 に文 震 亨 が著

した 『長 物 志 』１２）の巻 六 「几 楊 」 に は

「これ （几 ）を 長 イス （楊 ）の上 或 い は蒲

表３－２ 実測 したテーブルの類型別寸法

分 類 縦 ＊横 高さ 所 在 地

八仙卓 １

八仙卓 ２

八仙卓 ３

八仙卓 ４

八仙卓 ５

四仙草 １

四仙卓 ２

四仙卓 ３

四仙卓 ４

板 卓 １

板 卓 ２

板 卓 ３

小板卓 １

小卓 子 １

９２＊９２

９３＊９３

９７＊９８

１００＊１０１

９４＊９４

９０＊９０

９５＊９５

９５＊９５

７４＊８０

９２＊９２

９９＊９８

９６＊９５

６０＊８５

３８＊７５

８３

８２

８８

８５

？

８４

？

８５

？

８６

８５

８５

７４

？

龍井 （Ｈ ３）

良渚

良渚

良渚 （Ｈ ６）

紹興 （Ｓ５）

龍井 （Ｈ ３）

良渚

良渚

上旺 （Ｓ６）

龍井 （Ｈ ３）

良渚

良渚 （Ｈ ６）

龍井 （Ｈ ３）

良渚 （Ｈ ６）

茶 几 ・ １ ３５・３５ ｉ ？ 陣 井 （Ｈ ３）

画 卓 １

画 卓 ２

３８＊１８４

？

？

９８

紹興 （Ｓ ５）

上旺 （Ｓ ６）

（単 位 ：㎝）

所在地に しめす （ ）内の記号は，実測家

屋の番号に対応す る。それ以外の ものは，

実測家屋以外の民家におけるデータである。
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表３－３ 『魯班経』にみえ る 「樟」系 テーブルの寸法

縦 ＊横 高 さ

八仙樟

小琴樟

棋盤方樟

円樟

一字樟

摺樟

案樟

２尺 ４寸 ＊ ３尺 ３寸

（７６，８＊ユ０５，６）

１尺 ３寸 ＊ ２尺 ３寸

（４１，６＊７３，６）

２尺 ９寸 ３分 ＊ ２尺 ９寸 ３分

（９３，７６＊９３，７６）

直 径 ３尺 ８分（
９８，５６）

１尺 ６寸 ＊ ２尺 ６寸 ４分

（５１，２＊８４，４８）

２尺 ５寸

（８０）

２尺 ３寸

（７３，６）

２尺 ５寸

（８０）

２尺 ４寸 ５分

（７８，４）

２尺 ５寸

（８０）

２尺 ５寸 ７分

（８０）

２尺 ５寸

（８０）

（ ） 内の単位 は㎝

団 に置 き，手 を よ りか け額 を うな

ず け るの が よ い」１３）とみ え る。 『長

物 志』 の 校 注 を お こな った陳 植 の

注 釈 に よ る と， 〈几 案 〉 の う ち大

きな もの を 「案」， 小 さ な も のを

「几 」 とい い ，茶 具 を 置 く 「几 」

を 「茶 几 」 とよ ぶ ［陳植 　 １９８４：

２２９］。 ま た ， 『釈 名』 「釈 鉢 帳 」

には 「几 は腹 で ，物 を 片 づ けて お

くた め の も の で あ る」１４）とみ え る。

これ らを総 合 す れ ば ，「几 」 とは ，

イ ス や ベ ッ ドの傍 らあ る い は上 に

置 か れ る寄 り掛 か り用 ・片 づ け用 の 小 さな テ ーブ ル ， を さ す よ うで あ る。 その 原 初 的

な姿 は武 威 磨 階子 ６２号 墓 出土 の木 器 ， 沃 南 画 像石 な どの 漢代 遺 物 に よ っ て想 像 す る こ

とが で き る ［林 　 １９７６：２００－２０１，図 ５－７，８］。

　 『長 物 志』 巻 六 に は ， この ほか に も， 繊 維 の 密 な 硬 木 を用 い る 「天 然 几 」，和 机 （ワ

ヅ ク エ） を さす 「台 几 」 も取 り上 げ られ て い る。 わ た しが調 査 した範 囲 で は， 茶 几 以

外 の 几 を み る こ とは な か った。 茶 几 は ３５ｃｍ 四 方 の 小 さな 正方 形 の テ ー ブル で ， 客

堂 の 側 壁 両 側 に ２台 の イ ス を伴 って配 され る （図３－２参 照 ）。

　 『長 物 志』 巻 六 に は， さ ら に 「書 卓 」， 「壁 卓 」，「方 卓 」，「仏卓 」 とい う四 つ の「卓」

１１）後漢の許慎 『説文 解字』第十四編上 には 「几。鋸几也。」 とあるが，段玉裁は 「曙」を 「尻」

　 に正す。 昔の 「尻」のかわ りに今は ことごと く 「居」を使い， さ らに俗字 として 「躇」 「鋸」

　 があ る，そ して几 は古人が坐 ったときに もたれ るもので あるとする。

　 　 『説文解字段注』

　 　 尻。各本作胴。今正 。（中略） 古之尻。今悉改為居。乃改云居几。既又改為躇胴俗字。宣

　 　 人坐而賃几。 （下線は筆者 によ る）

１２）『長物志』は文震亨の著作で全十二巻か らな る。文震亨 （１５８５～ １６４５） は，字を啓美 といい，

　長洲 （現蘇 州）の人。明末に官吏 として活躍 したが，南京陥落を悲 しみ絶食殉国 した。 『長物

　志』の命名は， もと 『世説』王恭の故事 にあるとい うが， 「身体 の延長物」すなわ ち道具を表

　現 した ものでもあ る。 じっさい この著作 は， 身のまわりの道具を網羅的 に論 じて おり，「雅」

　な もの と 「俗」な もの とをきび しく区別す るところに特徴がある。また， 日本製 の家具が多数

　 とりあげ られ， しか も 「雅」 な家具 として絶賛 されているの も注目に値す る。住宅 ととりわけ

　 関係 のふかい項 と して，巻一 「室盧」，巻六 「几搦」，巻十 「位置」 がある。 さいきん，陳植に

　 よる校注が出版 されている ［陳植 　１９８４］。

１３） 『長物志』巻六 「几楊」 ；「几」　 置之楊上或蒲団。可 筒手頓顯。

１４）『釈 名』「釈躰帳」　 几。廠也。所以腹物也。
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図３－２ Ｈ３住宅の堂前側壁にそ って 置かれていたイスとテーブル。

　 　　 左 か ら籐葬背，椅子，茶几，椅子。

系名称をもつテーブルが論 じられている。また，清代の工匠技術書 『魯班経』１５）の巻

二にも，「八仙樟」，「小琴樟」，「棋盤方樟」，「円樟」，「一字樟」， 「摺樟」， 「案樟」 と

いう七つの 「樟」系テーブルの細かい寸法が示 されている。この両書における 「卓」

と 「樟」はまったくの同義である。 『長物志』にみえる 「方卓」 とは， 正方形のテー

ブルであって，調査事例では八仙卓，四仙卓，板卓がこれに含まれる。 じじつ， 『長

物志』巻六のなかの 「方卓」の項には 「近 ごろ作 られた八仙などのような形式 （の方

卓）は，ただ宴会や集会に用いるべ きであって，雅な道具ではない」１６｝という記載が

ある。ところが，不思議なことには， 表３－３に示 した寸法関係から明らかなように，

『魯班経』 にみえるテーブルのうち，正方形であるのは 「棋盤方棟」だけであって，

「八仙樟」は長方形になっている。 ここで強調 しておきたいのは，実見 した八仙卓は

みな正方形であって，この事実が清代の 『魯班経』よりも明末の 『長物志』に対応 し

１５）『魯班経』二巻は明清か ら民国時代 ま で 使われ た民間工 匠技術者用のハ ン ド・ブ ック。長江

　下流域 および東南海沿岸 に濃密 に流布するという。 『魯班経 』については文革まで劉敦槙が二

　度にわた って簡単 に紹介 した ［劉　 １９３７，１９６２］以外 にはま った く研究史の蓄積 がなか ったが，

　 さい きん劉 の弟子 にあたる郭湖生がかな り詳 しい史料批判を試みている ［郭　１９８１］。 劉 は，

　民間に流布 す る 『魯班経 』が 『魯般営造正式』 （寧波天一 閣に唯一の明代版本が所蔵される）

　の たんな る増編 によって成立 したもの と考 えていた。 しか し， 郭 は， 前者 は後者のほか 『陽

　宅十書』 『陽宅必用』など数種 の書を彙編 して成立 した ものであ ることを論証 している。また

　郭によれば，『魯般営造正式』 にはおそ ら く元代かそれ以前 に成立 した 可能性 がたかいという。

　 この二書につ いて は，別稿 で詳 しく論 じる予定であ る。

１６）『長物志』巻六 「几楊」 ； 「方卓」　 若近制八仙等式。僅可供宴集。非雅 器也 。
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ているということである。

　さて，八仙卓，四仙卓，板卓というこの三つの正方形テーブルはどのように区別 さ

れているのか。板卓が他の二者にくらべると，板を張り合わせただけのみすぼ らしい

作 りで，けっして庄堂 ・客堂の接客用テーブルとして用いられないことはす ぐに理解

できた。 しかし，八仙卓と四仙卓との形態および機能の差異については，調査を通 じ

て長く疑問が解消 しなかった。

　多 くのインフォーマントは，陳植による注釈 ［陳植　１９８４：２３３－２３４］と同 じ解釈

を示 した。すなわち，八仙卓は一辺に二人ずつ腰掛ける八人掛け用であるのに対 し，

四仙卓は一人ずつの四人掛け用である，という。この八人掛けということの社会的意

味については，費孝通による報告がある。同門の人を意味する 「自族門宗」は平均的

に八家からなり，婚礼等においてはその八家の代表が一つのテーブルにつ くという習

慣があるのである ［費　１９３９：１１０－１１１］。 しかし， これらの指摘にもかかわ らず，

八仙卓 と四仙卓 との寸法上の差はほとんどない （表３－２）。良渚 と龍井における同一家

屋でのデータは， 両者の一辺における寸法差がわずか ２～３ｃｍ しかないことを示 し

ている。ということは，八人掛けと四人掛けの差というのは，寸法ないし規模にある

のではなく心理的なものにすぎない，と予想することも可能であろう。

　八人掛け ・四人掛け云々というような説明とはかなり異質の情報を得ることもでき

た。温江省調査の最終日に，余杭県良渚公社の主任 ・樒徳林氏は以下のような説明を

してくれた。

　１） 八仙卓の八仙とは，たんに八人 という意味ではない。道教の民間故事で有名な

　　　 「八仙」１７）のことをさしている。この 「八仙」にまつわる故事が八仙卓のテー

　　　 ブル板の下に透 き彫 りのレリーフとして彫りこまれる。これ以外にもラセン紋

　　　 （図３－３）や幸福の象徴 としてのコウモリ１８）の図案が彫 られる。四仙卓にこのよ

　　　 うな立派なレリーフは作 られない。

　２） 八仙卓ではテーブル板はカマチの部分をのぞいて一枚板で作 られるが，四仙卓

　　　 では何枚かの板が継ぎ足される。板卓は，カマチさえなくなる。

　以上の諸データを総合すれば，およそ以下のような結論が導きだせるだろう。

１７）八仙 とは道 教の民間伝説 中の仙人，漢鍾離 張果老，韓湘子，李 鉄拐，曹国舅，呂洞賓，藍

　采和，何仙姑をいう。すでに 『太平廣記』や元の雑劇に八仙の記載があるが，メ ンバーに異 同

　があ り，上の八人 は明代以後に定着 した らしい。

１８）コウモ リは中国語で 〈蠕蟷〉 という。 これは音韻上，〈遍福〉に通ず る。〈遍福〉 とは 「すべ

　て が幸福」の意。ゆえに， コゥモ リは幸福のシ ンボルなのである。以上 は，嘉定 のイ ンフォー

　マ ン トの説明である。 コウモ リはテーブルだけでな く，廟 などの建 築の レリー フにも多用 され

　 る。
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図３－３　 ラセ ン紋つ き八仙卓 とその下に穏 された 「円机」

　 　 　 （Ｙ５住宅の明間）

　１） 八仙卓は儀礼性の強いテーブルで，庁堂に置かれ，婚礼等においては同門の八

　　　家が席につ く。これに対 し，四仙卓は日常的に使用されるテーブルである。

　２）　 同時に八仙卓は 「八仙」のテーブルという意味をもつ。 このテーブルに不老長

　　　寿および家の継続的繁栄への願いをこめているということであろうか。

　３） 八仙卓 とは八人掛け，四仙卓は四人掛けであるという一般的通念がたしかに存

　　　在する。 しかし，この差はテーブルの寸法にはあらわれない。両者の形態上の

　　　差異は，むしろ仕上げの程度に顕著にあ らわれる。そ して，この仕上げの豪華

　　　さによって，八仙卓は 「八人掛けの大きなテーブル」 という心理的印象を与え

　　　ているのではないか，と推測される。

　ついで， テーブルの配置についてのべる。八仙卓 ｂαｓｉｔｓｏ？は，ふだんは食卓 とい

うよりも室の象徴的存在 として，庁 ・堂の奥の中央 に鎮座 している。客をもてなした

り，祝宴の行われるときには，これを室の中央に持ち出し食事する。実際にわたした

ちは， Ｓ２住宅の後堂で昼食を もてなされたとき， 中央に持ち出された八仙卓をかこ

んで食事をした。八仙卓のない家では，四仙卓がその代役をつとめる。八仙卓と内壁

のあいだには細長い画卓が置かれ， テーブルは全体 として Ｔ字形になる。 画卓とい

うのは，日本住宅のザ シキにおける床の間に相当するもので，その上には盆栽（盆景），

花瓶などがのせ られて部屋に風情を添える役割りを果たす。あるいは位牌と香炉がの

っていることもあるが，この場合は仏卓 とよぶべきかもしれない。
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図３－４ 二分割で きる円卓。周囲のイスは 「牌 机」。（嘉定県）

　 四仙 卓 ・板 卓 は， ふ つ う食 事 室 に置 か れ る 日常用 の食 卓 で あ るが ， 既 述 の よ う に前

者 は後 者 よ り も仕 上 げ が 立 派 で あ る。 食卓 と して は ， 円卓 も用 い られ る。 円卓 に も，

板 卓 の よ うに粗 末 な もの と八 仙 卓 の よ うに豪 華 な もの とが あ る。 嘉 定 で み た 豪 華 な 円

皇 （図 ３－４） は ，二 つ の 半 円 形 テ ー ブ ル に 分 離 す る こ とが セ き る も のだ った 。 日常 的 に

は両 側 壁 に そ っ て対 称 に分 割 した 半 円 テ ー ブ ル を配 置 し， 大 勢 で 食 事 す る と き には二

つ の テ ー ブル を 結 合 して室 の 中央 に 置 く。

　 これ らの 大 型 テ ー ブル に 対 して ，小 板 卓 ・小 卓 子 は小 型 で 粗 末 な 作 りの 長方 形 テ ー

ブル で あ る。 これ らは 食 卓 で は な く，食 器 ，調 味料 ，食 料 な ど を な らべ る配膳 台 と し

て 台 所 に置 か れ る。寸 法 的 に み れ ば， 『魯 班 経』 の「一 字 樟 」 と は画卓 の こ とで は な く，

小板 卓 の事 例 に近 い よ うだ が１９），同書 に は家 具 の機 能 につ いて の記 載 が皆 目な い の で ，

は っ き り と同定 で きな い 。

　個 室 に 置 か れ る ツク エ は ，現 在 ，写 字 台 とよ ばれ て い る。　 『長 物志 』 巻 六 に み え る

「書 卓 」， 同巻 十 にみ え る 「書 几 」２０）あ るい は 『魯班 経 』 巻 二 に み え る 「案 樟 」 な どの

名称 を ，短 い調 査 の あ い だ に 聞 くこ と はな か った。

　 　 （２）　 イス の類 型

　李 漁 は， 『一 家 言』 巻 五 「器 玩 部 」２１）の なか で， 「坐 る道 具 に は三 種 類 あ って ，椅 と

１９）『魯班経』巻二 「一字樟」　 高二尺五寸 。長二尺六寸四分 。闊一尺六寸。

２０）『長物志』巻十 「位置」のなかの 「小室」の項 に，「小室 内几楊倶不宜 多置。但取 古制狭辺書几

　一。・…・・Ｊ （下線 は筆者） とみえる。
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いい，机 といい，発 という」２２）と述べている。 『魯班経』巻二にも同様の三類型がみ

え，『長物志』巻六にはこれに 「楊」が加わる。 「椅」　（ｉ）は背 もたれのあるイス，

「机」（ｕ）は背もたれのないイス，『「発」（ｔｏη）は複数の人がすわる細長い一字形のイ

スでやはり背もたれがない。「楊」（ｔ‘ａ？）はベッド風の長イスである。

　調査では椅系のイスとして椅子 （龍井），竹椅子 （同），竹駒椅 （上海県）の三類型，

ｉ発系のイスとして条発 （龍井ほか），石発 （同）の二類型の名称を聞いた。椅子は，八

仙卓および茶几の両横に置かれる。このとき椅子はテーブルに向かわない。背もたれ

を後壁と平行にし，前方を向いて置かれる。 したがって椅子にすわるとき，人も前方

を向く。そして卓 ・几は片側の腕の肘掛けの役割を果たす （図３－５）。

　寺廟ないし庭園内の建物では，背の部分に大理石のはめこまれた豪華な椅子が置か

れているが，少な くともわた しの調査 したような庶民住宅でみることはなかった。

　竹椅子は竹製の簡素なイスで，台所や食事室において日常的に使われる。竹翁椅と

いうのは，龍井では籐算背 ともいい，竹や藤でつ くったアーム ・チェァーのことであ

図３－５ 八仙卓 ・画卓 ・椅子の配 置と坐 り方 （Ｓｌ住宅）

２１）『一家言』は 『笠翁偶集』 の別名で， 李漁 （１６１１～ １６７９）晩年の著作である。 李漁 は，字 が

　笠翁，銭唐 の人。全国を放浪す る。「居室部」「器玩部」 は同書の第 四～五部を構成 し，住宅 お

　 よび家具に関す る項 目を取 りあつか う。 『長物志』と同様，かな り個性的な意見が述べ られて

　い る。「居室部」の内容に関す る建築 学的分析は，同済大学建築専業理論組 ［１９７６］が試みてい

　 る。また，さいきん陳従周教授の所蔵す る中国営造学社校印本 が 『工段営造録』 とともに上海

　科学技術出版社よ り復刻 された ［李漁，李 斗　 １９８４］。

２２）『一家言 』巻五 「器玩部」；「椅机」　 器之坐者有三。 日椅。日机。 日発。

　 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　７３１
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図３－６ 良渚 （Ｈ６）で簡単に実測 した条発の寸法。

　 　 　 （ ） 内は 『魯班経』にみえる 「板視」の寸

　 　 　 法。

る （図３－２）。

　図３－６は， 良渚で簡単

に実測 した条発の寸法を

示 している。 （ ）内は

『魯班経』 にみえる 「板

模」の寸法である。両者

を比較すると，座面の幅

と高さは近似した値を示

すが，長さは 「板模」の

ほうが ２５ｃｍ ほど長い。

条発は四仙卓や板卓の四

周に置かれ，食事以外の

ときにはテーブルの下に

隠されるイスであることを考えると，『魯班経』 にみえる三尺八寸五分 （１２３，７ｃｍ）と

いう寸法は卓面一辺の長さをも超過 し，長すぎるような気 もする。あるいは二尺八寸

五分 （９１，２ｃｍ）の誤 りであるかもしれない。

　同書には，「板揆」のほかに 「琴撹」 も取り上げられている。 『長物志』 にみえる

「発」 もじつは 「琴椀」のことにほかならず，座面にカマチをもつ仕上げの立派なも

のを俗に 「琴模」という，と陳植は注 している。［陳植　１９８４：２３６－２３７］。条発は室

図３－７ Ｈ３農家の前庭に設置 してあ った石卓 と石発
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内で使われる木製の発だが，石発は戸外に置かれる石製の発である。Ｈ３農家の前庭

には，石卓 と石発がセットで設置してあった （図３－７）。

　 さて，調査 において 「机」 という名称を確認できなかったのは，たんなるわた しの

不注意であって，「机」に属するイスはいたるところでみることができる。『長物志』

は正方形のもの，二人が並坐できる長方形の もの，および円形のものがあるとし，陳

植はそれぞれ 「方机」，「牌机」，「円机」 とよぶ，と注釈する ［陳植　 １９８４：２３６】。参

考までに述べてお くと， 南昌付近 で は このタイプのイスを握子 ｕｔｓｕ とよぷ ［河村

１９４３ｂ：２７９］が，漢字は別にしてその音声は上記の史書にみえる 「机（子）」ｕｔｓ１に

よく対応 している。

　最後に搦であるが，これは現在の庶民住宅ではまった くみられない。もっとも，家

具を網羅的に報告 している河村の著作 ［河村　１９４３ｂ］にも，民間工匠技術書である

『魯班経』にも楊の記載がなく，官僚の地位にあった文震亨のみが 『長物志』のなか

でそれを論 じている事実か らすれば，もともと庄民階層の住宅で用いられることのな

かった家具であるのだろう。現在の住宅で搦の役割りを果たしているのは洋風のソフ

ァであり，それがいかに普及 しているかは， ２章に掲げた多 くの住宅平面図をみてい

ただけばわかるだろう。

　　 （３）　庁堂の空間構成

　住宅がい くつかの家族に分配されてしまった今 日の状況では，庁堂こそがもっとも

大きく変容を しいられた空間であろう。興味深いのは，これだけ住宅不足が叫ばれな

がら，庁堂がひとつの家族の房間にあてられることが少なく，そのまま共有的空間と

して利用される傾向にあることである。もっとも，だからその空間が付き合いの場と

して活性化 している，などと言いたいわけではない。むしろそこは，放置された共同

モノオキあるいは共同の炊事場に化 している場合のほうが一般的である。 したがって，

庁堂における家具配置の本来の姿を知るのはむつか しい。

　 ここで参考すべ きは，ふたたび 『長物誌』 であろう。同書の巻十 「位置」 には，家

具や文具の配置について，かなり個性的な意見が述べ られている。 しかし，残念なこ

とに，上層階級の知識分子であった文震享が 「古雅」として賞賛する家具のデザイン

やその配置は，庶民階層のそれにはあまり対応 していないようだ。逆に，かれが「俗」

として退けたもののほうに，この眼でみた家具や空間との接点がみいだせるだろう。

それゆえここでは，あまりかれの意見にとらわれず，実際の調査事例から家具配置の

原型を導きだしてみることにしよう。

　わたしが典型例の一つと考えるのは，図３－８のような家具配置である。つまり，室の
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　 　 　 一典型

　　　　　　　　 国立民族学博物館研究報告　　１１巻３号

奥の壁にそって中央に画卓を置き，その中心軸と

一致 させて前に八仙卓を置く。椅子は背もたれを

画卓と平行にして，室の前方を向かせて八仙卓の

両脇 にならべる。 これに対 して，両側壁には左右

対称に茶几を置き，やはりその両脇には背もたれ

と側壁を平行にして椅子を置く。 これに類する配

置をみせる事例としては，Ｓ５の堂前，　Ｓｌ辺房の

中央室， Ｈ４の客堂などがあった。

　 このほかの庁堂における家具配置は，台所道具

が置かれるなど原型から大 きく掛け離れたとしか

思えない事例がほとんどであった。 そのな か で

は，Ｙ５の明間における配置が注目に値する。 図

２－１９にみえるように，この室では八仙卓が両方の側壁にそって置かれ，後壁 にそって

は三つの仏ｕｅ　ｆｏ？ｋｕｏｉが壁いっぱいにならべ られる。この仏櫃とは，収納機能をもつ

仏壇であり （図３－９）， 房間にあった羅櫃 ｌｏｋｕｅｉという収納具とともに非常に古風な

家具であった。 ただ残念なことに， 仏櫃の上に位牌は置かれていなかった。Ｙ５は

く四合院〉に一家族だけが くらす特異な例であり，住まいかたや家具配置に伝統的なシ

ステムが維持 しやすい条件が整っているといえる。

　ついで，壁面についても若干述べておく。既述のように，画卓の上には盆栽，花瓶，

図３－９ Ｙ５住宅 明間の正面奥 にな らべ られた仏櫃
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奇石，位牌などが置かれるが，その上の壁面には掛け軸，祖先の写真，歴代の賢者 ・

英雄 ・共産党幹部の画が飾 られる。 これらは側壁に飾 られることもある。文震享は，

「部屋の中では一軸だけを掛けるべ きで，二つの壁面に掛けたり，左右対称にならべ

たりするのは，もっとも俗だ」２３）と批判 しているが，実際にはいたるところに画が張

図３－１０’Ｓ４住宅 の房間 に置かれて いた八脚床の外観 （上） と平面 の基本寸法 （下）

２３） 『長物志』巻十 「位置」；「懸画」　 懸画宜高。 斎中僅可一軸於上。 若懸両壁及左右対列。最

　俗 。
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っ て あ る 。

　３．２．２．　 房 間 の家 具

　 房 間 は先 に もの べ た よ うに ，た ん な る寝室 で はな く，収 納 や くつ ろ ぎ の た め の機 能

を もつ が ， イ ス や テ ー ブル につ いて は上 にの べ た の で ， こ こで は ベ ッ ドと収 納 具 につ

いて ま とめ て お く。

　 　 （１）　 ベ ッ ドとそ の 周 辺

　 ベ ッ ドの こ とを床 ｚｄ とい う。 床 は 「躰 」 が も との 字 で ， 『釈 名』 「釈 躰 帳 」 に は

「人 の 坐 った り横 に な った りす る もの を 躰 と い う」２４）とみ え る。 す なわ ち， か つ て は

寝 ころ が るだ け で な く坐 わ る道 具 で も あ った 。 さ き に取 り上 げ た 「搦 」 は， この う ち

「長 くて幅 が狭 く低 い」 も のを い う２５）［林 　 １９７６：１９９，図 ５－１～ ６］。 この 「躰 」 「楊 」

の使 い か た は ， 「韓 煕 載 夜 宴 図 」 な どの 絵 画 によ って知 る こ とが で き る。

　 江 南 農 村 の 民家 に は ， 図３－１０の よ う にみ ご とに装 飾 され た ベ ッ ドが いま で も多 数 使

われている。上部にはあらかじめ屋根

が取り付けられ，四周に蚊帳が張られ

る。また，前には低い踏み台 （踏脚）

があって，その両端に二つの小さな収

納具 （灯頭樹）が付属する。灯頭樹の

うち一方にはオマル （馬桶 ｂａｄｏｐ）を

（図３－１１），他方には寝衣を納め，また

その蓋の上には灯 りをのせる。 このよ

うなダブルベ ッドを，紹興では八脚床

とよぶ。回字形の平面を八の字に見立

てているのである。

　踏み台の部分までが四壁の内側に含

まれるのが図３－１３で，こうなると 『魯

班経』巻二にみえる 「大躰」の挿図（図

３－１２） と極めて類似 してくる。　『長物

志』巻六にみえる 「瓢蒼」，「抜歩」も

この形式のベッドを指 し，陳植は俗 に

「大財ζ」 ともいう， と注する 「陳植

図３－１１ オマル （馬桶）の入 った灯頭棚

　　 　 　 （図３－１０と同 じベ ッ ド）

２４）『釈 名』「釈躰帳」　 人所坐臥日躰 。躰。装也。

２５）『釈 名』「釈躰帳」　 長狭而卑日搦。
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図３－１２ 『魯班経』 （光緒年 間の版本，上海図

　 　 　 書館蔵）にみえる 「大躰」

図３－１３ Ｓ１住宅房間のダブルベ ッド

　 　　 　 （図３－１２と比較せよ）

１９８４：３９，２４１－－２４２］。

　このような大型ベッドに対 して，小型のシングル・ベッドを紹興では小床または舗床

といった。良渚で聞いたところによると，材料からみたときには木製の木床と竹製の

竹床に分類できるという。文震亭は 「竹床」を，「瓢管」「抜歩」などとともに 「俗」

なベッドに位置づけている２６）。 『魯班経』には 「涼躰」「籐淋」 という二つの 籐製ベ

ッドも取り上げられている。

　現在，都市住宅ではシングル，ダブルを問わず，八脚床のような豪華なベッドが使

われることはほとんどない。枕 もとにサイ ド・テーブルが置かれ，簡素な蚊帳が張 ら

れるぐらいで，屋根，踏み台，灯頭樹のないベッドが使用されている。このような場

合，オマルは床下に隠される。 江南では （あるいは中国全土においても？），住宅の

規模にかかわ らず，その内部に トイレがない。便所の機能は，ベッドのまわりに置か

れるオマルが果たす。農村ではオマルの糞尿は外部にあるカメにためられて堆肥 とな

り，都市では家の前に置いておけば衛生車が糞尿を持ち去っていく。空になったオマ

２６）『長物志 』巻六 「几楊 」；「躰」　 若竹躰及瓢筐，抜歩 ，彩漆，卍式，回紋等式，倶俗 。
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ルは水路であらい，中庭や軒下に日影干 しし，そのあいだ寝室では別のオマルを使用

する。

　　（２）　収納の家具と空間

　 『一家言』の巻五 「器玩部」は収納具を論ず るに，「樹櫃」と 「箱籠筐笥」の二項を

設ける。後者の冒頭が 「身に随いてものを貯める器は，大きなものを箱籠といい，小

さなものを筐笥と称す」２？）というフレーズから始まるように，これ らは持ち運びので

きる収納容器のようである。調査地域では， このようなハ コ状の収納具を笙壬 ｓｉａｔｓ】

とよんでいた。

　 「箱籠簿笥」という四つの漢字がすべて竹に従 っているので，おそ らくもとは日本

の柳行李に通じるような竹製のものではなかったかとも思われる。 じっさい林巳奈夫

は漢代における 「笥」の例 として，若干の木製容器のほかに，武威磨階子２２号墓と馬

王堆 １号墓で出土 した竹製の容器をあげている ［林　１９７６：２１９－２２１］。 しか し，わた

しが実見 したものはみな木製であった。『魯班経』巻二にみえる挿図 も木製の 「衣箱」

を描いている（図３一ユ４）。また， 日本製家具の評価が異常に高い 『長物志』では，金銀

図３－１４ 『魯班経』 （同前）にみえ る 「衣箱」

片をはめこんだ黒い漆塗りの木製 「倭

箱」が絶賛されている２８）。

　　大型の 「箱籠」には寝具 ・衣服を，

小型の 「筐笥」には衣服 ・メシ （飯）

を入れる。これ らは日本の用語なら櫃

（ヒツ） に相当するものだが，後述す

るように中国の 〈櫃〉はまた別物であ

る。

　箱子はベ ッドの周囲に床 （ユカ）に

接 して置かれる。背の低い家具なので

二段 ｒ三段に積み重ねられることも多

い。湿気の多い江南では，房間は基壇

から １５～２０ｃｍ ほと持ち上げられた

板張 りの掲げ床になっていて，基壇の

湿気歩箱子の底面に直接伝わらないよ

うになっている。

２７）『一 家言』巻五 「器玩部」；「箱籠筐笥」　 随身貯物之器。大者 日箱籠。小者称為筐笥。

２８）『長物志』巻六 「几楊」；「箱」　 倭箱黒漆嵌金銀片。大者 盈尺 。其銃釘鎖鎗 。倶奇巧絶倫。
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　都市住宅では，さいきんこの箱子の代わりに大 きな洋服ダ ンスが使われるようにな

っている。洋服ダンスは衣ｔｗ　ｉｄ４ｙ，衣櫃 ｉｇｕｅとよばれるが，昔から衣服用のタンス

も存在 したようで，『魯班経』には 「衣厨」の寸法がみえる。「樹櫃」には衣服以外に

も，食物，食器，文具，書物を収納するものがあり，室の機能に対応 して配置される。

形態的にみると，開き戸ないしヒキダシの付いた背の高い縦長の戸棚で，多 くは４本

の脚によって床面か ら ５０ｃｍ ばかり持ち上げられている。 すなわち樹櫃は固定的な

収納家具であり，この点において箱子とは対照的といえる。漢代における 「櫃」は長

持ちのような横長の容器だが，やはり４本の脚が付けられて高床になっている点が共

通 している ［林　 １９７６：２２２，図５－５７，５８］。

　 ところで，この楓と櫃という二つのことばの区別が判然としない。 じじつ，両者を

混同して用いるところに特徴がある。たとえば，揚州住宅 （Ｙ５）の房間でみた数段に

積み上げられた収納具 （図３－１５）は，羅樹とも羅櫃ともよばれていた。また，房間に

置かれるカザ リダナの付いたサイ ド・ボー ドのことを，良渚では食品櫃とよぶのに対

し， 揚州では装飾楓とよんでいた。 南昌付近では総じて樹櫃とよぶ ［河村　１９４３ｂ：

図３－１５ 両 開き扉を もつ収納 ユニ ットを積 み

　 　 　 あげた羅櫃 （Ｙ５住宅 の房間）

図３－１６ 竹製の菜楓 （上海市北郊農村）
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２９６－２９７］。字義的にみると，櫃はもと 〈匿〉であって，〈〔〉と〈貴〉に従い，貴重品

を収納するハ コを原義とする。いっぽう樹はもと 〈厨〉で，これは台所 （クリヤ）以

外にやはり櫃の意をもつ ［白川　１９８４：１５１，５９６］。玉虫厨子の厨子 （ヅシ）がまさし

くこれであり，京都の町家によくみられるムシコ窓を伴ったツシニ階もまたこれにつ

ながる２９）。

　台所にある戸棚は菜樹 とよばれ，木製以外に竹製のものが多 く使われている。図３－

１６は上海市北郊農家の台所 にあった竹製の菜樹であり，今から２～３００年 ぐらい前のも

のだろうと，家人は口を揃えて主張 していた。ごらんのとおり，上部は底部より寸法

が短 く，立面が台形であるところに特徴がある。南昌付近にもこれと同様の竹樹子が

あることが報告されている ［河村　１９４３ｂ：２９５－２９６］。良渚では特異な収納具をみた。

すなわち，五斗樹という五段のヒキダ シをそなえる貯蔵用戸棚，そして箱子 と同寸法

だが側面に開き戸をもつ箱櫃という二つの収納具がいずれも房間に置いてあった。

　 『長物志』および 『魯班経』 には，「樹櫃」以外に 「架」 がみえるが，これは く書

架〉つまり本棚のことを指す。形態的にみると，璽 ・櫃に扉があるが袈にはない，と

いう差がある。本棚などどこの家にもあるだろうと思われるかもしれないが，よほど

の知識分子の家でないかぎりこれがない。調査家屋のうち本棚の備わっていた住宅は

一割にみたない。

　 中国住宅 は天井 （テンジョウ）を設けないのが一般的である。が，ときに小屋組み

の下で部分的にそれが張 られ，屋根裏を収納スペースとして利用することがある。嘉

定のＪｌ住宅では，この屋根裏部分を閣，　ｋｏ？とよんでいた （図３－１７）。「閣」は 「もの

をかけわたす」 というのが原義で，楼閣以外に木を架 した棚を指す用例がすでに 『礼

記』「内則」にみえるという［白川　 １９８４：１０８］。この閣という屋根裏空間は京町家の

ッシニ階に相当す るわけだか ら，閣一ッ （厨） という図式が成立することをみのがす

わけにはいかない。なお，庶民住宅における屋根裏ほか残余空間の利用については，

すでに注之力が （一）山尖，（二）閣楼，（三）出挑に分類 して詳細に報告 している ［圧

１９６２：１２－１３；中国建築技術発展中心　１９８４：９６］ので，そちらを参照 していただき

たい。

３．２．３．カマ ドと台 所

　序 論 で述 べ た よ うに ， カ マ ドを 中心 とす る台所 道 具 お よ び台 所 空 間 につ いて は，他

の家 具 や室 内空 間 に く らべ て か な り詳 細 な 調査 を お こ な っ た。 これ につ いて は別 に詳

２９）『広辞苑 』の 「厨子」の項 （ｐ・ｌｌ９０）を参照。
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図３－１７ 屋根 裏の モノオキ （閣）を もつ Ｊｌ住宅の断面図

しい報 告 を ま とめ る予定 が あ るの で ， こ こで は そ の概 略 を の べ て お く。

　 　 （１）　 カ マ ドの類 型 と構 造

　 カマ ドの 総 称 を 壮 と い う。 調 査地 域 の 多 くで は これ を ｔｓっ，　ｔｓｏｕ と発 音 す るが ， 江

蘇 省 の一 部 で は北 方 語 と同 じ く ｔｓｑｕ とよ ぶ と こ ろ もあ る。 調 理 用 の大 カマ ドは壮 頭

ｔｓｏｄｇ とい う。 あ る い は湯 沸 か し用 の 小 カマ ド （小 壮 ， 開 水 肚） に 対 比 させ て ， 大 吐

な い し飯 肚 と も い う。 この 壮 頭 は規 模 と形 態 によ って い くつ か に分 類 され る。 吐 頭 の

規 模 は， ナベ （鍋） を の せ る穴 （眼） の数 に よ って表 現 され る。 穴 が一 つ な ら単 眼 壮 ，

二 つ な ら両 眼 壮 ， 三 つ な ら三 眼壮 とい う。 この な かで も っと も典 型 的 な もの は三 眼 壮

と聞 いた が ， 実 見 した な か で は両 眼蛙 が も っ と も多 く， ま た四 眼 肚 以 上 の カマ ドを 眼

に した 記 憶 は な い。

　 形 態 的 には ，以 下 の よ うな三 類 型 に分 け られ る。 す な わ ち， 長 方 形 の 方 壮 ， 隅 の切

り取 られ た 切 角社 ，扇 形 の 円社 で あ る。 宜 興 の イ ン フォ ー マ ン ト３０）によ る と， 昔 は

円肚 が 多 か った が ，今 は切 角 肚 が増 加 して い る とい う。 扇 形 の 円姓 は大 きさ の割 に ス

ペ ース を と らず ， ま た カ マ ドの裏 側 にす わ れ ば， その まま す べ て の ナベ の 下 の火 を一

手 に調 節 で きる とい う利 点 が あ る の で， か つ て は もっ と も ポ ピュ ラ ーで あ った 。 カ マ

３０）冒頭に掲 げた調査行程地図か らもわかるように，わた しは宜興には行 っていない。 これは，

　 無錫郊外の ホテル建設工事のために宜興か らや ってきた農民に聞いた話である。

　 　　 　 　　 　 　　 　　 　 　　 　 　　 　 　　 　 　　 　　 　 　　 　 　　 　 　　 　　 　 　７４１
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ドは これ まで 説 明 して きた家 具 と異 な り， 工 匠 で はな く家 人 自 らが よ って製 作 す る。

しか し， さい きん の若 い世 代 は製 作 の も っ と もむ つ か しい円壮 を敬 遠 す る傾 向 に あ り，

そ の結 果 ，切 角 赴 や方 壮 が増 加 す る こ と にな った の だ とい う。

　 図３－１８は ，紹 興 郊 外 の上 旺 村 でみ た カマ ド （Ｓ６住 宅 の カ マ ド Ｂ） とそ の 周 辺 の 道

具 配 置 を 考現 学 的 に描 い た もの で あ る。 この カマ ドは 両 眼 壮 で ，二 つ の尺 八 鍋 （１０）を

備 え る。 尺 八 鍋 とは， 直 径 が一 尺 八 寸 （約 ５４　ｃｍ ）の ナ ベ の こ と。 平 ブタ （平 鍋 蓋 ：

１２） が 置 か れ て い る ほ うは オ カ ズ用 で ， 高 ブタ （高 鍋蓋 ：１３） を使 うほ うが メ シ炊 き

用 にあ て られ る。 ナ ベ の真 上 に は ， ナ ベ ブ タを 専 用 に置 く鍋 蓋架 （１４）とい うタ ナが 上

か ら吊 され て い る。 鍋 蓋 架 に は蒸 し料 理 に使 う飯架 （１５）も掛 け られ る。

　 この カ マ ドで は二 つ の ナ ベ の 寸法 が一 様 だ が ，ふ つ う それ らは大 鍋 ， 中 鍋 ，小 鍋 な

ど と よび 分 け られ て ス ケ ー ル が異 な っ て い る。 三 眼 肚 で は， 日常 的 には 二 つ の ナ ベ を

使 用 し， 客 の 多 い と きに三 つ め の ナ ベ も使 う。 逆 に単 眼 肚 で は， ひ とつ の ナ ベ で米 も

オ カズ も料 理 す る。

　 大 ナベ の あ いだ には ， ス ー プ 用 の小 さ な湯 鍋 （１１）が 置 か れ る。 ま た ， 火 を くべ る燈

図３－１９ 良渚某宅のカマ ド （煙突のつけ根 に

　 　 　 カマ ド神がみえる）

図３－２０ Ｈ３住宅 でかつて 使われていた 湯わか

　　 　 し用の開水蛙 （壁にはめこまれる）
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窩 （Ｘ）の側に茶風炉という湯沸か し用の炉 （６）も設けてある。いつでも熱い茶が飲め

るように，茶風炉の火種が絶やされないよう注意される。カマ ドの一部を利用する湯

沸か し用の炉は，各地でさまざまに工夫されている。

　カマ ドと分離 して壁面にはめこまれた炉が作 られる場合 もある。図３－２０は，Ｈ３住

宅の台所の側壁 にあった湯沸か し専用の開水壮だが，すでに壊れていて使用されず，

ヤカンはシチリンの上にのっていた。このタイプの壮は，紹興の魯迅故居で完全な姿

をみることができる。

　調理台と肚窩 （Ｘ）は，食器棚 （壮壁洞 ：５）をもつ壁 （壮櫟 ：３）で隔て られる。

火除けがこの壁の主たる役割りであろう。姓櫟の一番外側に煙突 （煙窓 ：１）が立て

られる。 そ して， 煙突の付け根にカマ ド神 （赴司菩薩，肚君菩薩）の います壮司堂

（２）が設けられる。 壮司堂の上には 「福」あるいは 「一家之主」などの文字が記 して

あった。 これらの文字はカマ ド神が一家の運命を支配 し，一家の中心であると考え ら

れてきたことを端的に物語 っている ［直江　１９６７：７７－８１］。道教の至高神である玉皇

大帝により人間 （ジンカン）に派遣され，年に一度，世俗の状況を報告することを命

じられているものの，年をとって耳が遠いためしばしば誤 った報告を して家人を悩ま

せるというこのユーモラスな神様は，家廟の死 に絶えた今 日でさえ，農村の台所に生

き生きとした姿をみせている。

　　 （２）　カマ ドの周辺

　 カマ ドは台所の二つの壁が交わるコーナーに置かれる。住宅全体でみると，いちば

ん後のいちばん脇にあることになる。一方の壁にカマ ドの短辺側を密着 させ，長辺側

は他方の壁から ７０～８０ｃｍ ばか り隔ててある。この狭い場所が火を調節する空間に

あてられており，壮後または壮窩 （Ｘ）とよばれる。これに対 して，調理する側を蛙前

（Ｙ）とよぶ。 ところが，地域によってはこれと逆の方位関係を示す呼称体系のところ

がある。たとえば嘉定では，火をくべる側を壮前頭，調理台を肚後台といった。調理

台上部の壁面には換気用の格子窓が設けてある。嘉定ではこれを」墾 ｚα？１αηとよび，

無双窓のような仕掛けにより，採光，通風を自在に行 っていた。

　 牡窩では座面の低い条発，竹椅子などに腰掛け，ヒバ シやセンバ （火添 ：Ｃ，火錐 ：

Ｂ，火鑓）等の道具を使 って火を調節する。燃料には稲藁 （稲草）やマキ （柴）を使

う。Ｈ３住宅ではマキを貯蔵する柴房 というヘヤが吐間の後の設けてあった。

　　 調理台のまわりには，基本的に二つの水ガメ （水甑）が置いてある。一つは中庭

の水ガメと同じ大きめの大水甑 （七石甑 ：Ｋ）で料理用 ・湯沸か し用の水がためられ，
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い ま一 つ は小 さめ の 中水 甑 （Ｌ）また 小 水 甑 で 汚 物 ・汚水 用 に あ て られ る。’水 ガ メ の上

に は木 製 の ブタ が のせ られ ， さ らに そ の上 に は水 くみ 用 の オケ ，（椀 斗 ：’Ｇ） と シャ ク

（水 勺 ：Ｆ）， 肉 ・野 菜 の は い った カ ゴ （藍 ） や磁 器 （鉢 ） が 置 か れ るｄ 調 理 台 の 外枠

（壮 欄 ：８） や そ の近 くに は ， ホ ウチ ョ ウ （菜 刀 ， 厨 力 ：１）， マ ナ イ タ （姐板 ：Ｊ），

オ タ マ （勺 ） な どが 置 か れ る。 カ マ ドの脇 に はぶ つ う小 板 卓 が あ り，塩 ・醤 油 ・酢 な

ど の調 味 料 や 湯 の はい った 魔 法瓶 （暖水 瓶 ） が数 本 な らべ られ る。 図 ３－１８に 示 し た

Ｓ６ の 台 所 で は，小 板 卓 の 代 わ りに 古 くな った画 卓 を使 用 して い た。’この テ ー ブル の

上 に は， 柱 に鉄 製 の ハ シタ テ （箸籠 ：Ｈ） を掛 け て い た 。 ちな み に ，調 査 地 域 一 帯 で

は ， ハ シの こ とを北 方 語 とお な じ く瑛 と称 す る と ころ と， 日本 語 の よ うに箸 と称 す る

と ころ の両 方 が あ った。

　 さ きに 述 べ た鍋 蓋 架 （１４）の ほ か に も ， い くつ か の カ ゴ （藍 ） が屋 根 裏 か ら吊 され る。

これ らに は冷 や飯 や野 菜 を いれ て お く。 こ うす れ ば通 風 が よ く，保 存 の 効 果 が たか い

とい う。 梁 や垂 木 か ら吊 さ れ た ヒモ の先 端 に は， イ ロ リの 自在 鉤 に似 た 笙 折 鉤 （Ｎ）

が取 り付 け られ ， それ に カ ゴが 掛 け られ る。

図 ３－２１ 壮君菩薩 と 呼ばれ る カマ ド神 （Ｈ４

　 　 　 住宅）。文字を書いた紙 （赤色）だけ

　 　 　 が貼 られる珍 しい例。

　　 （３）　台所空間の伝統と変容

　解放前の社会では，一つの 〈家〉が

一つのカマ ドをもつことを原則 とした。

次章で詳述するように，一つの住宅の

なかで分家がなされ，内部に二つ以上

のカマ ドが置かれた例 も解放以前に存

在 したようだ。 しかし，現在は姓の異

なる多 くの家族が分割された大型住宅

のなかでそれぞれの台所を所有するよ

うになっている。その住宅内にくらす

世帯がい くつであるのかを知ろうと思

うなら，その住宅の内部にあるカマ ド

の数，あるいは外からみえる煙突の数

を数えればよい。

　空間構成の点をみると，かつては台

所でなかった部分が台所にあて られる

ことになった。それは庁堂や箱房の共

同利用であったり，房間との兼用であ
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ったりする。このような事態はとうぜん台所空間の変容を しいるものではあるが，都

市と農村では変容の程度に大きな差がある。

　農家では，本格的なカマ ドや古風な道具を使 う台所が依然主流を占あている。じじ

つ，上海郊外では三年前に造 られたという極彩色のカマ ドをみた。また，紹興郊外で

は，コンクリー ト製に建て変えられた一連の農村住宅すべてにカマ ドが設けてあった。

これは，燃料 として使 う稲藁やマキが農村に豊富にあり，経済的にみて古風なカマ ド

を利用するのがもっとも効率がよいか らだという。また，カマ ドおよびカマ ド神に対

する信仰の根強さということとも関連 しているかもしれない。

　 これに対 して，都市ではカマ ドを使う台所をみることはほとんどなかった。農村と

は逆に，燃料である稲藁やマキを入手するのが困難なことがこの背景にはある。杭州

市内の Ｈ４住宅にはカマ ド神 （，ｋ±君菩薩）をまつる両眼壮があった （図３－２１）。都市部

にのこる珍 しい例である。 しか し，燃料に レンタンを使 うように改造され，煙突もは

ずされていた。いまだガスの普及 していない都市の住宅では，このレンタン （煤餅）

を燃料 とするシチリン （煤餅炉）がカマ ドに取って代わっている。 このようにして都

市の台所は， 「一家之主」とよばれたカマ ドとカマ ド神を失い，まるで生気をな くし

たかのようにつつま しい姿 しかみせていない。

３．３．　 住 居周 辺 の生活 空間

　３．３．１．　 水路 と住宅

　　 （１）　水路と家並み

　 「水郷」とよばれる江南では， 日常生活にかかわる水路 （河 ｆｉｕ）の比重 がきわめ

て大きい。とうぜん住宅と水路の関係 も密である。とりわけ蘇州や紹興では，ほとん

どの住宅がそのオモテかウラのどちらか，あるいはその両側で水路に面 している。紹

興では，水路 と街路 そして家並みとの関係を以下のような三類型に分けている ［王，

鐘　１９８２：１９－２７］。つまり，街路を伴わない水路の両側を家屋の壁面が囲む有河無街，

水路の片側のみ街路が沿う一河一街，水路の両側に街路が沿う一河二街である。また

凡 ・梁等は，蘇州の く沿河民居〉を例にとり，水路に沿う住宅の建築的処理として，

（一）水路に直接面する 〈寡水民居〉あるいは 〈臨水民居〉， （二）幅 ３～５ｍ の小路

をへだてて水路に面する 〈面水民居〉，（三）水路によって二つの部分に分割 された家

屋が橋でつながれた 〈跨水民居〉に分類できるとする ［凡 ・梁（他）　 １９８２：２７－２８］。

この分析 にしたがえば， 紹興における有河無街は （一）＋（一）， 一河一街は （一）＋

（二）， 一河二街は （二）＋（二）からなる空間構成であるといえる。 （三）の く跨水民
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居 〉 と して は， 上 海 県 の江 国林 とい う と ころ で橋 庁 ［朱 　 １９８０：１０］ とよ ば れ る民家

を 見 る こ とが で きた が ，一 般 的 に は さ ほ ど多 くな い 。

　 　 （２）　 河 埠 の 周 辺

　 水 路 に沿 って あ ち こ ち に石 積 み の階 段 （踏 道） が 設 け られ ，水 辺 に降 り られ るよ う

にな って い る。 この階 段 を 中心 とす る ス ポ ッ トを 河 埠 ６ｕｂｕ とよぶ 。 図 ３－２２， ２３は

幼 少 の魯 迅 が 学 ん だ 「三 味書 屋 」 お よ び Ｓｌ住 宅 の 前 に設 け られ て い る河 埠 で あ る。

河 埠 の多 様 な 空 間 構 成 につ い て は ， さ い きん 出版 され た 『温 江 民 居』 に多 数 の事 例 が

報 告 され て い る ［中 国 建 築技 術 発 展 中心 　 １９８４：６５－７８］。

　 河 埠 とは， 文 字 通 り 「河 」 の 「埠 頭」， つ ま り舟 泊 ま りで あ るの で， 図３－２２の よ う

に水 路 か らや や 後 退 して設 け られ る。 も っと も， 河 埠 はた ん に舟 泊 ま り と して利 用 さ

れ るだ けで な く， 洗 い 場 と して もさ か ん に活 用 され る。 こ こで ， 野 菜 ，魚 介 類 ，衣 服 ，

そ して オ マル （馬 桶） が 洗 わ れ る。 た だ ，水 路 の水 は洗 い物 に使 わ れ て も， け っ して

調 理 用 ・飲 用 には 使 わ れ な い。

図３－２２ 紹興 ・三味書屋 および寿家台門 （Ｓ１）前の河埠 （下 ：平面図，上 ：立面図）
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浅川　　住空間の民族誌

　河埠はふつう住宅の外側にあって共同で利用されているが，なかには住宅の内部に

取 り込まれているものもある。紹興には格子によって隔離されつつ水路 とつながった

洗い場が Ｓ１の近 くにあり，また蘇州ではウラの水路 に面 して開放的な河埠をもつ住

宅をみた。後者のように，オモテの街路に対 しては頑固なほど閉鎖的な表情 しかみせ

ない住宅も， ウラの水路にたいしては驚 くほど開放的な表情をみせることがあり，あ

らためて住まいと水路 との関係の深さを認識させ られるのである。

　３．３．２．　 井

　中庭に井戸 （井 ｔｓｉη）をもつ住宅はけっして多 くない。 しか し，通 りに面 して共同

の井戸をもつ街区は珍 しくなかった。この共同井戸はふつ う通りから後退 した広場に

置かれるが，路肩に設けてある場合もあった （図３－２４）。 井戸のまわりには，ゆるい

傾斜をもつ石畳が張ってあり，またそれは排水用の溝で枠どられている。特異だった

のは，杭州市内でみた八眼井である。それは正八角形の頂点に対応する位置に，八つ

の汲み取 り口を配列 したものであった。ほかに四眼井，五眼井などもあるという。こ

のように汲み取り口が複数あると，一度に大勢の人聞が井戸を利用できるという利点

図 ３－２３ 寿家台門 （Ｓ１）まえの河埠 （図３－２４

　 　 　 と同 じ場所）

図３－２４ 路上に設 けてある共 同井戸

　 　 　 　 （揚 州城 内）
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図３－２５ 揚州国慶路か ら東へのび る袋小路 （小巷子）の平面
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浅川　 住空間の民族誌

が あ る。

　 ３．３．３．　 弄

　 中 国 の都 市 に お け る路 地 ・小 路 の名 称 と して は，北 京 の フ ー トン 〈胡 同〉 が よ く知

られ て い る。 こ の こ と ば は モ ンゴル 語 を 語 源 と し，元 朝 以 後 ひ ろ ま った とい うが ，江

南 に ま で は浸 透 して い な い。 江 南 で は， これ を弄 ｌｏη ま た は巷 ｈｄＰ とい う。 わ た

しが 聞 い た か ぎ りで は ， 弄 の ほ うを 多 用 す るよ う に思 う。 江 北 の 揚 州 で は， 小 巷 子

Ｇｉｏｘａｐｔｓｌとい う。 図３－２５， ２６は ， 揚 州 の メ イ ン ・ス ト リー ト国慶 路 か ら東 に は い り

こん だ行 き止 ま りの小 巷 子 であ る。北 京 な ら く死 胡 同〉 とよ ば れ る袋 小 路 に相 当す る

［須 藤 　 １９６３：１３１－１４０］。揚 州 に は ， この よ うな袋 小 路 が非 常 に多 い。 入 り 口 に は門

が た ち， そ こが一 つ の 閉鎖 的領 域 で あ る こ とが表 示 され る。 行 き止 ま りの 正 面 に もま

た ， 住宅 の 門 が 置 か れ る。地 面 に は ， 中央 に大 き な石 畳 が 敷 か れ ， その 両 側 に きめ の

細 か な石 が敷 き詰 め られ る。 ここ は， い くつ か の住 宅 が 共 有 す る中 庭 の よ うな もの で ，

洗 濯 もの を 洗 った り，干 した り， 夕 涼 み を した りす る空 間 にな って い る。

図 ３－２６ 揚 州市国慶路か ら東 にのびる袋小路 （図３－２５と同 じ場所）
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４． 住 まい か た とその変 容

４．１．　 解放 以前 の住 まいか た　 ～調 査 デー タを 中心 に

４．１．１．　 調 査 と分 析 の方 法

　序論でものべたように，解放以前の住まいかたについての調査を，５０代の男女を対

象にしておこなった。かれら自らが描いた１３例のデータには，１０代のころの住まいの

間取り，各室の名称，世帯の構成などが表現されている。インフォーマントの多 くは

調査に協力 していただいた建築関係の方がたなので，平面図をはじめとするデータの

信頼度はかなりたかいものといってよかろう。

　 ここでは，まず規範的な住まいかたとして説明をうけた事例の紹介から出発 し，つ

いでその他の事例の網羅的記述をおこなって，規範的といわれる住まいかたと現実の

空間利用との対応あるいは差異を比較検討する。そ して最後には，日常 と非 日常，男

性 と女性などの対立的要素に即応 してあらわれる空間の象徴性の描出を試みる。

　 　 　図４－１ 空間序列分析 のための平面 モデ ルと各室の名称

（註）①　実例 に存在 しない室 は斜線をひ く。逆 に実例 に存在 して モデ

　 　 　　 ルに存在 しない部屋 はつ け加える。

　 　 ②　正房 の数字は中心 か ら外 にむか って増加 し，廂房 の数字 は後

　 　 　　 か ら前にむか って増加する。
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　 な お， これ 以 後 の 分析 には ，親 族 関係 を表 現 す る現 地 名 称 が 数 多 くあ らわ れ るが，

こ の 普遍 的 表記 に は以 下 の 略号 を 用 い る。

Ｆ＝ ｆａｔｈｅｒ　 Ｍ ・＝ｍｏｔｈｅｒ　 Ｂ＝ ｂｒｏｔｈｅｒ　 Ｓ＝＝　ｓｉｓｔｅｒ　 Ｈ ＝ｈｕｓｂａｎｄ　 Ｗ ＝＝ｗｉｆｅ

　 ｓ＝＝ｓｏｎ　 ｄ＝ ｄａｕｇｈｔｅｒ　 ｃ＝ ｃｈｉｌｄ　 Ｇ＝ ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ （ｅｘ．　Ｇ＋１： 上 位 一 世 代 ＧＯ：

　 ｅｇｏ と同 世代 　 Ｇ－１：下 位一 世代 ）　 ｅ＝ ｅｌｄｅｒ　 ｙ－ｙｏｕｎｇｅｒ

　 （Ｂ，Ｓ，　ｓ，　ｄ の後 に付 加 す る数 字 は年 齢 によ る序 例 を示 す）

た とえ ば， ＦＭ ｙＳ３な ら 「父 の母 の ３番 目の妹 」 とよ む。

　 ま た， 多 様 な平 面 類 型 と室 名 称 を 統 一 的 に と らえ るた め ， 図４－１の よ うな 〈三 合 院 〉

を平 面 の基 本 モ デル とす る。 〈正 房 〉 〈廂房〉 の各 室 は そ の位 置 に対 応 させ て 左 側 な ら

ＬＩ１，　Ｌ２，… ，右 側 な ら Ｒｌ，Ｒ２，… な ど の記 号 を付 加 す る こ と に よ って ， そ の 普 遍 的

図４－２ 洪氏の示 した住まいかたの規範
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表 記 を お こな う。 詳 し くは， 図４－１の （註） を 参 照 され た い。

　４．１．２． 住まいかたの規範 と実例

　　（１） 住まいかたの規範

　寧波におけるインフォーマ ントのひとり，洪氏は，中国の住まいにとっての規範と

して，屋敷が北に坐 して南を向 く （座北朝南） という一定の方位に定め られる （座落

定方位） こと， そして伝統的に左が右に優越する （左為大） ことを強調 し，図４－２を

描いた。これは，五間二弄の規模か らなる寧波式住宅の 〈正房〉部分で，一つは座北

朝南が示 され，いま一つは（一）の正房 Ｌｌを祖父母などの長輩 （上位の世代）が使い，

以下，世代 と年齢が下るにしたがって（二）の正房 Ｒｌ，（三）の正房 Ｌ２，（四）の正房

Ｒ２の順に使用されることが示 されている３１）。つまり 〈正房〉においては，世代と年

　　 　　 　　 　　　 　　 　 図４－３ 郎　氏　旧　 宅　 （南京城内）

３１）図４－２には， （一）長輩， （二）父母 ，（三）兄 〔姐〕， （四）弟 〔妹〕 と記されてい る。 これ は，

　 （一），（二），（三），（四） の部屋に，必ず長輩，父母 ，兄 〔姐〕，弟 〔妹〕が住むべ きである，と

　限定 して いるのではない。世代 と年齢 が下 るに したが って，（一）， （二），（三），（四）の順 に室

　の位置が決め られる とい う規範 の具体的事例の ひとつにす ぎない。
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齢に対応 して，Ｌｌ＞Ｒｌ＞Ｌ２＞Ｒ２という優越の図式が成立する。換言すれば，堂前

から等距離の房間な ら左が右に優越 し，また堂前に近い房間は遠い房間に優越する。

これが く家〉の序例に対応する空間利用の序列的規範である，と洪氏は主張する。

　いっぼう揚州のインフォーマント，烏眠 は，次のような慣用旬によって住まいかた

の規範を説明 して くれた。

　長子為父

　　長男が家父長 となる。

　社交以長子出面
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 おもて

　　対外的なつきあいは長男が面にでる。

　父母 （或祖父母）最後一進最尊厳

　　父母または祖父母，つまり最上位世代がいちばん奥の一進に くらし，もっとも尊

　　厳がある。

　一般以一房為一進

　　ふつう一つの （核）家族の住まいとして一進が割りあてられる。

図４－４ 朱 氏 旧 宅 （楊州城 内）
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　次要用房以火巷分隔男一進

　　〈家〉の人数が 増えてさらに家屋が必要になったら， 火巷で隔てた一進を増築す

　　 る。

　 これらの慣用句は，〈正房〉の空間的序例ではなく，大型住宅全体における住まい

かたの法則を説いたものである。すなわち，一進分が核家族にあてられること。 とく

に最上位世代 （最長輩）の家父長夫妻がもっとも奥の一進を占め，そこがもっとも尊

厳な空間であること。そして長男に対外的なつきあいの権限が委任されること。等々。

じっさい，鄙氏および朱氏が描いて くれたデータ（図４－３，４）には，このような規範が

みごとに反映されている。また，鄙氏の事例では，長男，次男のくらすユニットでと

もに両親が左の房間，子供が右の房間を占めており， この住宅の正房でも Ｌｌ＞Ｒｌ

図４－５ 陳 氏 旧 宅 （天 台 県 寧 協）
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の図式が成立することに一応注目しておきたい。

　　（２）　事例の記述

　調査で得たデータの多 くは，このような規範的な例ばかりではない。また，〈両進〉

以上の大型住宅は上記の二例にすぎず，他はすべて単独型住宅ばかりであった。ここ

ではその残 る１０例を，核家族型 と拡大家族型に分けて記述 してみる。

　《核家族型》 中国の 〈家〉 といえば，ただちに父系の系譜関係をたどる拡大家族 と

イメージされがちである。 しかし，費孝通の報告にしたがえば，かれが１９３６年に調査

した太湖南岸の開弦弓 （江蘇省） という村では，二組以上の夫婦をふ くむ家族は１０％

以下で，家族を構成する平均的人数はわずか ４人にすぎない ［費　１９３９：４６－４９；ＦＥＩ

ｌ９８３：２４－２６］。 また， １９３９年の夏に満鉄上海事務所が調査をおこなった江蘇省太倉

県 沙 漢 鎮付 近 の農 村 で も，人 数 が ３名

か ら ６名 の家 族 が８０％ を 占 め ， そ の平

均 は ４，５名 で あ る と 報 告 さ れ て い る

［満 鉄 上 海 事務 所 調 査室 　 １９４０：８６］。

この 背景 には ，一 戸 が所 有 す る土 地 が

狭 小 で あ るた め に，家 族 の人 数 が増 加

す れ ばす るだ け一人 あ た りの生 計 に必

要 な収 穫 を維 持 で きな い結 果 に つ な が

り， 人 口統 制 を行 わ ざ るを え な い とい

う 事 情 が あ っ た ［費 　１９３９：５３－５４；

ＦＥＩ　 ｌ９８３：２８－３０］。数 値 で示 す な ら，

当時 の 中 国 農 家 の 最 低生 活維 持 に必 要

な 耕 地 面 積 は， 全 国 平 均 で １６，５畝

（ｌｌＯｍ ２） か ら２１畝 （１３４　ｍ２） と推 定

され て い るの に対 し， 満 鉄上 海 事務 所

の調 査 した 江 蘇 県 ２３県 の 平 均 は １４，３３

畝 （９５，５ｍ ２）と少 な く， さ らに上述 の

沙 漢 鎮 付 近 で は ８，７畝 （５８ｍ ２）， 開 弦

弓 で も ９，５畝 （６３，３ｍ２） と全 国平 均 を

は るか に 下 まわ って い る ［満 鉄 上 海 事

務 所 調 査 室 　 １９４０：８４－８６；費 １９３９：

５２１。 これ で は とて も大 家 族 を維 持 す 図４－６ 柳氏旧宅 （紹興市華舎）
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る経済力を得ることはできない。おそ らく，このような狭小な土地所有に規定 された

人 口統制および核家族形態の維持は，江南の小作農家においてはけっして特殊な現象

でなかったと想像される。

　さて，わたしが調査で得た１３のデータのうち，インフォーマ ントの出身地が長江下

流域であるのは１１例で，残りは山東と福建の例である。 このうち核家族がひとつの家

屋を占有するものは，規範的に描かれた洪氏の例を除外すれば４例だった。まずたが

いに類似 した平面構成と空間利用を示す農村住宅の事例から説明 しよう。

　陳宅 （図４－５），柳宅 （図４－６）：〈正房〉はともに四間だが，これはじつのところ堂前

とそれをはさむ二つの房間の三間分の片側に壮間が付加されたものである。陳宅の場

合は，さらに壮間のまえに小堂前，その反対側の房間のまえに廊下をはさんでモノオ

※ ２Ｆに２兄弟 ・３姉妹が くらす

　 　 　 　 図４－７ 関氏旧宅 （天台城内）
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キ （披屋）が置かれ， 全体は ｂ３２型になっている。 両方の事例 とも，正房 Ｌｌを Ｆ

（釜々，ｉ参）と Ｍ （婿嬬，姻）の Ｇ＋１世代， 正房 Ｌ２を ｅｇｏをふくむ三人の兄弟

Ｂ （寄弟）の ＧＯ世代が使用する。陳宅ではさらに廂房 Ｌｌ（小堂前）を姉 ｅＳ （姐）

のヘヤにあてる。台所はともに Ｇ＋１の側にある。

　都市住宅のなかで核家族形態をとるものも二例あった。

　関宅 （図４－７）：このうち天台城内の関氏の事例は，上の陳 ・柳両氏の事例とよく似

ている。 しか し，空間の序列が逆転 しているところに特徴がある。すなわち，最上位

世代 （Ｇ＋２）の祖母 ＦＭ （腿 ）が正房 Ｒｌ，　Ｇ＋１世代の Ｆ （董）と Ｍ （蠣）が正房

Ｌｌを個室にし， 台所は Ｇ＋２側， つまり右側のいちばん端に置かれる。　ＧＯ世代の

二兄弟 ・三姉妹はいずれ も二階に寝起きした。

図４－８ 張氏 旧宅 （上海市周浦鎮）
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　張宅 （図４－８）：　 もう一つの都市住宅の例は上海の沿街型住宅に属 し， 平面は ａ２１

型である。 一階は台所，食堂のほかにｅｇｏ（麩 ：ｙＳ）のヘヤにあてられ，二階は ｅＢ

（兄）および Ｇ＋１世代 （長輩）が利用する。

　《拡大家族型》 複数の核家族がひとつの家屋に住まう事例は，全部で ８例ある。う

ち典型的な揚州と南京の ２例 （都市住宅）は，すでに取 り上げた。のこる６例のうち

農村住宅は４例，都市住宅は ２例である。データ全体 としてみると，核家族対拡大家

族の比は１：２で，これは農村 （６例），都市 （６例）に共通する。

　邸宅 （図４－９）：　 拡大家族型の住まいとしてはまず福州出身の邸氏宅から説明しよ

う。この福州市の住まいが，核家族型の三事例に共通 した平面構成を示 しているから

である。 ただ し，規模が大 きくなり，〈正房〉は間口五間でその片脇に台所が付加さ

図４－９ 邸 　氏　旧　宅　 （福　州　市）
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れ 全 体 で 六 間 を 占め ， ま た 両 側 に 〈廂房 〉 を もっ。 Ｇ＋１の Ｍ （母 ） が 正 房 Ｒ ｌ，　ＧＯ

の長 男 ｅＢ１ （大 兄 ，大 寄 ） とか れ の妻 ｅＢＩＷ （大 艘） が 正 房 Ｌ２ を 使 う。 ま た ， 長

男 夫 妻 の 息子 ｅＢｓ （大 僅 児） が 正 房 Ｌ２， 娘 ｅＢｄ （僅 女 ， 二 僅 女） が廂房 Ｌｌを 使 う。

台所 は左 側 ， つ ま り長男 一 家 の側 に あ る。 未 婚 の若 い兄 弟 ｅＢ３ （三寄 ），　ｅＢ４ （四寄 ），

ｅｇｏ （弟 ） の う ち，二 人 の ｅＢ は正 房 Ｒ ｌ，ｅｇｏ は廂房 Ｒｌ に く らす 。

　 楊 宅 （図４－１０）：　 天 台八 都 の 都市 住 宅 。 残 念 な が ら， 画 が 粗 略 で あ るた め ，父 母

（Ｆ十 Ｍ ）一 家 が正 房 Ｌｌを個 室 ， 正 房 Ｌ２ を台 所 に あ て ， い っぽ う分 家 した長 男 ｅＢｌ

（大 寄） 一 家 の台 所 が正 房 Ｌ２ に あ る こ と ぐ らい しか わ か らな い。 た だ ，二 つ の台 所

が 置 か れ て い る こ とか らわ か る よ うに， 一 つ の 住 宅 内 で 分 家 が行 わ れ て い る例 と して

注 目 して お くべ きだ ろ う。

図 ４－１０ 楊氏旧宅 （天台県 八都）
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　 虞 宅 （図４－ｉ１）：　 特異 な 平 面 の 農 村住 宅 。２章 の平 面 分 類 に した が うな ら，　ｂ２２型

に属 す。 前 後二 列 の 〈正 房 〉 が 〈廂房 〉 で はな く廊 で つ な が れ て い る。 最 上 位 世 代

（Ｇ＋２）の ＦＭ （祖 母 ） は 中堂 の一 部 （左 側） に 寝起 き して い た。 そ して ，前 列 の 正 房

Ｌｌ， 後 列 の 正 房 Ｌｌ， 前 列 の正 房 Ｒｌ，後 列 の正 房 Ｒ １ の順 に大 房 ，二 房 ， 三 房 ， 四

房 と名付 け られ て序 列 化 され ，そ れ ぞ れ Ｆ （父 一大 叔 ）， ＦｙＢ１ （二叔 ），　ＦｙＢ２ （三 叔 ），

ＦｙＢ３ （四 叔 ） の一 家 に割 り あて られ て い る。

　 趙 宅 （図 ４－１２） ：　 非 常 に大 き な家 族 の住 ま いの よ うで あ る。 ただ し，彼女 は建 築 関

係 の方 で はな く， 平 面 図 （図４－１２） は ，彼 女 の 指 示 に した が って わ た しが概 略 を描 い

た もの で あ る。 と りあ え ず この 図 に よ ると， ＧＯ の父 母 （Ｆ十 Ｍ ） が正 房 Ｌ１，　Ｇ＋２ の

長 男 （老二 ）夫 妻 ＦＦ十 ＦＭ （祖 父 母 ）が 正 房 Ｌ２， そ して ＦＦｙＢ　１（ｉ董三 ）か ら ＦＦｙＢ４

図４－１１ 虞　氏　 旧　宅　（杭州市臨浦）
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図４－１２ 趙 氏 旧 宅 （鎮 海 県）

（老五）まで ＦＦ の兄弟 （親兄弟）が年齢的序例にしたがって く顧房〉の ＬｌからＬ４

を個室 とする。いっぽう祖父のイ トコ （堂兄弟）は，やはり年齢的序列に したがって

ＦＦＦｙＢｓ　１が正房 Ｒ２，　ＦＦＦｙＢｓ２以下が 〈廂房〉の一室を個室 にする。

　麗宅 （図４－１３）： 四組に分家されている。核家族に割りあそられた空間の利用形態

に大きな特徴がある。 最上位世代 （Ｇ＋２）の ＦＦ （阿爺）と ＦＭ （老娘）は正房 Ｌｌ

（参屋）を個室，堂前をはさんで正房 Ｒｌを台所 とする。右の 〈廂房〉の小堂前を中

心にする三間でも，Ｆ （琶 ：参叔） と Ｍ （婦 ：ｉ釜媛）が同様の空間利用をしている。ｔ

その他の ＧＯ世代では，　ＦｙＢ　１（三亟）が左の六頂下とそのとなりの≡週 ，　ＦｙＢ２（三

叔）が西の 〈廂房〉の先端二間を与えられている。また， ＧＯは東側の 〈廂房〉小堂

前両側の二室を個室 とする。
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図４－１３ 寵　氏　旧　宅　（天 台 県 寧 協）

　路宅 （図４－１４）：　 路氏は山東省の出身なので江南の事例とはいえないが，簡単に説

明 しておこう。ｅｇｏおよび Ｆ （父） と Ｍ （量）が正房 Ｒｌ，ＦＦ （墾父）が廂房 Ｌｌ，

ｅＢ （兄） と ｅＢＷ （艘）が廂房 Ｒｌを使用 している。 正房 Ｌｌが倉庫 （倉圃）に な

っているところが特異な点である。

　　 （３）　世代 ・年齢による空間の序列　～その規範と実際

　以上の事例から，世代 と年齢に対応 した空聞の序列が存在するのか，あるいははじ

めに述べた規範的序列に対応するのかどうか，を検討 してみたい。各事例における世

代 ・年齢と室 との対応については，表４－１にまとめておいた。

　 この 表４－１によれば，まず以下の２点については事例のほとんどに通用する規範 と

いえる。
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図４－１４ 路氏旧宅 （山東省堂邑城）

　 ＊１ 〈正 房 〉 は 〈廂房 〉 に優 越 す る。 （路 宅 の み これ に反 す る）

　 ＊２　 〈正 房 〉 〈願 房〉 と もに 〈正 房〉 の 中心 に近 い 〈房 〉 は遠 い 〈房 〉 に優 越 す る。

　 　 　 （虞 宅 な ど若 干 が これ に 反 す る）

　 と こ ろ が， 洪 氏 の主 張 した 左 為 大 （左 が 右 に優越 す る） が ， 〈正 房 〉 に お い て積 極

的 に対 応 して い るの は 以 下 の 数 例 に す ぎ な い 。 つ ま り，〈正 房〉 の Ｌ１ と Ｒｌ の 関係

を み る と， 陳 宅 ・柳 宅 ・鄭 宅 で Ｌｌ＝ Ｇ＋１＞Ｒｌ＝ ＧＯ， 楊 宅 で もお そ ら く Ｌｌ＝ Ｇ＋１

＞Ｒｌ＝＝ＧＯ， 虞宅 で は Ｕ ＝ ｅ＞Ｒｌ　・ｙ が成 立 す る。 ま た ， 〈正 房 〉の Ｌ２ と Ｒ２ お

よ び 〈庸 房 〉 の Ｌ と Ｒの 関 係 で は， 趙 宅 で Ｌ２，　Ｌ＝ｅ＞Ｒ２，　Ｒ ＝ｙ が成 立 す る。

　 これ に対 して ， 正 房 に お いて 右 が 優 越 して い る例 も ４例 あ る。す な わ ち ， 関宅 ・邸

宅 で Ｒ ｌ＝ Ｇ＋２＞Ｌ１＝＝Ｇ＋１， 寵 宅 ・路 宅 で は Ｒ ｌが 個 室 で あ るの に対 し，　 Ｌｌ は倉

　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　　 ７６３
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表４－１ 世 代 ・年 齢 に 対 応 す る 室 空 間

家名 ｝

陳

Ｇ ＋２ Ｇ ＋１

正 Ｌ １

Ｇ Ｏ

廟 Ｌ １＊

正 Ｒ １

Ｇ －１

関 正 Ｒ １ 正 Ｌ １ ２階

楊

洪

趙

正 Ｒ １

正 Ｌ １

正 Ｌ ２，　Ｒ ２

廟 Ｌ １， Ｒ ｌ

ｒｅＬ　２，　Ｒ　２

願 Ｌ ３，　Ｒ ３

ｗａＬ　４，　Ｒ　４

柳

虞

邸

張

正 Ｒ ２

正 Ｌ ２

ｒｅＲ　１

願 Ｒ ２

正 Ｌ １

正 Ｌ ２

正 Ｒ １

正 Ｌ １

廟 五 １＊

廟 Ｌ ２＊

正 Ｒ ２

正 Ｌ ２

正 Ｒ ２

（正 Ｌ ｌ）

正 Ｌ １ 正 Ｒ １

正 Ｌ １

正 Ｒ １

願 Ｌ ｌ

ｗａＲ　１

正Ｒ １

２階 Ｒ

正 Ｌ １

正 Ｒ１

廟 Ｒ１

２階 Ｌ

１階 Ｒ＊

正 Ｌ，２

正 Ｌ １＊

路 廟Ｌ １ 正 Ｒ １ 庸 Ｒ １

（註） 同世代における年齢の序列 は，上一下が老一若 に対応す る。

　 　 また， ＊印は，未婚の女性 を しめす。

庫または台所にあて られている。 関宅 ・邸宅の例は， 正房 Ｒｌを使うのが最上位世

代 （Ｇ＋２）ではあるが， 家長であった夫をすでに失った老女ひとりになっている点に

は注意 してお く必要があるだろう。すでに 〈家〉の実権が Ｇ＋２か ら正房 Ｌｌにくら

す長男 （Ｇ＋１）に移行 して しまった状態であると考えるなら， この二つの反例 も上記

の模範例に適合する，と評価しうるからである。 じじつ，華北の農村においては家長

の死後ただちにかれの長男がその地位を受け継ぎ，母が家長になる例は少ない ［中国
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農村慣行調査刊行会 （編）　 １９５２：２３４，１９５８：４１ｅｔｃ．］。江南においても，費孝通の

記述 ［費　１９３９：９１］からして，ほぼ似たような状況であったと思われる。 しか し，

この限定されたデータから決定的な解釈を導 くことは不可能であろう。ただ，華北の

例ではあるが， 規範 とされるような 「順序に住まぬ家 もある」 ［中国農村慣行調査刊

行会 （編） １９５２：２７１］というインフォーマントも存在する。この発言を裏返せば，

そこに規範としての 「順序」が存在 したとみることもできるだろう。

　　（４） 祖先の空間

　さて，世代をより延長 してとらえるとき，現在生活 している最上位世代のさらに上

位に位置するのが祖先，あるいはそれをまつる霊牌ないし家廟であろう。山東省の路

宅では く門庁〉に神がみえるが， 江南の事例では陳宅， 関宅， 罷宅の事例において

く正房〉中央の堂前に牌位，神座が描かれている。実測 した住宅での聞き取りでも，か

つて庁堂に家廟が置かれていたという例が多かった。このように世代による序列を拡

張 してとらえるなら，正房 Ｌｌよりさらに庁堂が，つまり左以上に中央が優越する空

間である，と位置づけられるであろう。

　４．１．３．　 日常的領域 と非日常的領域

　　 （１） 公的領域 と家族的領域

　家族の私的生活の場である房間 および壮間 を家族的空間 とよぶ な ら，接客 ・集

会 ・儀礼の空間 として対外的に開かれた庁堂は公的空間とよんでもよいだろう。実測

した３０の家屋平面をみると，この二種類の空間の結合形式には，以下の三類型が確認

できる （図４－１５）。

　 中堂側寝型 ：　 庁堂を中央に してその両脇に房間 ・壮間を置く類型。この類型がも

っとも多 く，実測住宅のほとんどはこれに属す。

前堂後寝型 ： 前に庁堂，後に房間 ・肚間を置く類型。 ａ１型の Ｓ７，　Ｗ３，　ｂＬ２型の

Ｈ６がこの類型の空間構成をみせる。

　前庁後堂 Ｔ 字型 ：前の庁堂に後部中央の応接室が付加 して公的領域が全体 として

Ｔ字形になる類型。逆 〈三合院〉の Ｈｌ，　Ｈ３，庁反軒をもつ Ｗ４ がその具体的事例

である。

　三つの類型における公的領域と家族的領域の組み合わせを二項対立的にまとめると，

以下のようになる。

　　　　　　　　【中堂側寝型】　　【前堂後寝型】　　【前庁後堂 Ｔ 字型】

　　公的領域　　　　中央　　　　　　 前　　　　　 前 と後の中央

　　家族的領域　　　両脇　　　　　　　後　　　　　　後の両脇
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１＞中堂側寝型

２）前堂後寝型

３）前庁後堂丁字型

図４－１５ 公的領域 （トー ンな し） と私的領域

　　 　　 （トー ンあ り）の結合形式

　これは単独型住宅，あるいは複合型住宅を構成する単独型ユニ ットにおける公的領

域と家族的領域の対照的特性を示 したものであるが，大型 （複合型）住宅全体におい

ても同様の対照性が指摘できる。たとえば，揚州のインフォーマ ント，郎氏が呈示 し

た住まいかたの規範にしたがえば，奥にいけばい くほど，上位世代の家族がその領域

を占め，いちばん奥の一進は尊厳なる家長一家の私的領域とされる。 また，Ｎ４ほか

若干の調査住宅での聞き取 りによれば，前列の庁堂は男が男を接待する空間で，後列

の庁堂 は女が女を接待する空間とされる。公式的な接待はオモテの庁堂で男がうけも

ち，女どうしの近隣的で日常的なつきあいはウラの庄堂でおこなう，ということであ

る。つまり，これらの事例でも，公的一家族的という意味的対立が前一後 という空間

的対立に対応 していることになる。
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　　 （２）　庁堂と吐間の対位的象徴性

　 ここで男 と女 という対立的要素があらわれたことに着 目して，さらに議論をすすめ

てみよう。 これまでの分析を総括すれば，接客，儀礼，集会など男たちがつかさどる

公式的で非日常的行事 をおこなう空 間である庁堂は，住宅のなかの 「前」あるいは

「中央」に位置するのに対 し，日常的な生活が展開される家族的領域は 「後」あるい

は 「両脇」に位置するという結論になる。とすれば，もっとも 「後」にあって，もっ

とも 「脇」（あるいは 「隅」）にある空間こそが，もっとも家族的な特性をもつ空間で

ある，ということになろう。ただ，ここでいう家族的な特性 とは，家族にとってのだ

ん らんとか くつろぎの類をさすのではなく，庁堂の空間的特性との対比か らすれば，

対外的要素に対する遮蔽性 とでも定義できるものである。

　 それでは，そのもっとも 「後」のもっとも 「隅」にある領域とはなにか，というこ

とになる。それはこれまで呈示 してきた多 くの住宅平面か らもわかるように，燈間つ

まり台所にほかならない。そして，この台所をつかさどるのが女であることは，いう

までもなかろう。参考までに述べておくと，さきに工匠技術書 『魯班経』には台所道

具の記載がないことを指摘 したが，インテ リァについて網羅的に意見 を述 べ てい る

『長物志』および 『一家言』「居室部」「器玩部」のいずれにも，台所に関する記載が

ない。この事実は，少な くとも著者である男たちにとって，台所などとりたてて論 じ

るに値するものではないという暗黙の評価があったことを反映 してい るに ちがいな

い。李漁は，女は 「人間のなかの楊 （長い腰掛けイス）のようなもの」３２）というが，

同様に台所は住まいにとっての裏方ないし舞台裏なのであって，そこはまさしく女の

空間であった。 これに加え，上述のように，男が 「前」で女が 「後」の庁堂を使 うと

いう事例からも，公的一家族的という意味的対立は，男一女という性差にも対応 して

いることが理解できる。

　さらに，庁堂 と壮間には次のような対照性もある。つまり，庁堂では位牌や家廟が

置かれて祖先が祀 られるのに対 し，吐間のカマ ドには 「一家之主」たるカマ ド神が祀

られている。香炉およびカマ ドの火 と煙 によって，ふたつの空間はともに天上とつな

がっているのである。

　これ らを総合 して，二項対立的にまとめると，

　　　　　　庁堂　 ：　 公的　　　　前一中央　　　男　　　祖先神

　　　　　　壮間 ： 家族的 後一隅 　女 カマ ド神

ということになろう。わたしが興味をもっているのは，住居のなかの片隅に追いや ら

３２）『一一家言』巻五 「器玩部Ｊ；「床帳」　 若是則妻妾埠駿。是人中之楊。また，以妻妾為人中之楊。
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れている台所に，どうして 「一家之主」がまつられているのか，ということである。

しかも， そこは， 父系的相続および 家父長制の主役たる男を 〈陽〉とすれば，〈陰〉

で しかありえない女が管理する舞台裏的な空間なのである。 これについての詳細な検

討は，別稿で試みたいと考えている。

　　（３）．門の日常と非日常

　図２－２７，３－２４にみえるとおり，Ｓ１（寿家台門）の台門は二列に分かれている。大門

とよばれる前列は六扇３３）， 中央の儀門とその 両脇の辺門からなる後列は四扇の扉か

らなる。日常においては，前列は中央の二扇のみを開けるが，後列は中央の儀門と左

（東）の辺門を閉め，右 （西）の辺門 しか開けない。 〈家〉の構成員は， ここを通過

する以外に住居には入れない。これに対 して，集会，儀礼などの非日常時には，後列

中央の儀門を開けて客の通用門とする。

　図４－１６は，同 じ紹興の秋理故居の門まわ りである。二つの辺門が中央の儀門と垂直

に設けられている。この住宅でも，ふだんは辺門のみ使われ，中央の儀門は公式的な

接客以外では使われない。

　この く門庁〉空間が，とくに重要な役割りを果たすのは，婚礼 と葬儀のときである。

婚礼とは外部の人間が以後半永久的に 〈家〉の内部に入る儀礼であり，葬儀 とは く家〉

図４－１６ 秋理故居 における接客 ・アブローチ部分 の概念図

３３）扇 は門の扉 を数え る数量詞。
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内部の者が永遠に 〈家〉を去 るときの儀礼であるから，〈門庁〉はこのときまさしく

内と外との境界的領域になる。そして，〈門庁〉を通過する嫁 あるいは死体は，空間的

にも時間的にも内部 と外部 との境界的存在である。

　解放以前の住まいかたを示唆 していただいた趙氏 （図４－１２）は，嫁は必ず東の青竜

門 （東の辺門）を通 って内部に入 り，棺は必ず西の白虎門 （西の辺門）を通 って外部

へ出た，と語 っていた。このような民俗の起源と象徴性については， 『儀礼』その他

の史書の内容 との比較が重要な意味をもつだろうが，ここではそこまで立ち入る余裕

はな く，今後の課題 としておきたい。

　 ４．２．　 住 まい かたの変 容　 ～分 家 か ら分 割へ

　４．２．１．　 解放以前における分家と住宅

　〈家〉の基盤は， 両親と子との内部的依存関係 にある。 子供は親の老後を保証 し，

「香と火の連続」（家系の連続）を可能ならしめる存在 として重要であり，逆に子供の

成長にとって親は不可欠の存在である ［費　１９３９：４６－６１；ＦＥＩ　 ｌ９８３：２４－３３］。

　こういう観点か らすれば，子供は多いにこしたことはなく，そして 〈家〉は一人の

家父長のもとに団結するのが理想的な姿であるとされる。 しか し，現実にはこれと逆

行する力が作用する。一つは先にもとりあげたが，土地所有の限界つまり経済力の限

定性に伴 う人 口制御であり　［費　１９３９：５３－５５；ＦＥＩ　 ｌ９８３：２８－３０］，いま一つは結

婚を契機に生 じる若夫婦の独立意欲である ［費　１９３９：８７－９３；ＦＥＩ　 ｌ９８３：４９－５５］。

　 とくに後者は，拡大家族の分裂を誘引する。費孝通の説明をそのまま引用すると，

「社会の完全なる成員は一定量の処分 し得る財算を必要 とし，一家の正常なる機能遂

行には一層大なる物的基礎を要する。然 し，これらは家経済の集権的制度によって妨

げられる。従 って若者の経済的独立に対する要求は分裂的勢力の一となり，遂には群

を分裂に導 くものである。」　［費　１９３９：８９－９０］。 このような傾向は，華北の農村で

も同様であった。 参考までに， 『中国農村慣行調査』巻 ６ ［中国農村慣行調査刊行会

（編）　 １９５８：４１］にみえる分家についての問答を引いておく。

　●分家は行われるか漏行われる。昔時は五世同堂といって分家しなかったが今は経済の関係で

　　分家する。

　●現在分家は善いと考えられているか悪いと考えられているか＝自然の傾向だ，しかし老人は

　　賛成しない。

　●分家の原因は何か鴇経済の関係，暮らしてゆけないから。

　　　　　　　　　　　　　　　　 （中略）

　●親の在世中の分家が多いか死後が多いか＝父の死後の分家が多い。

　●どういうわけか＝父があれば押える者があるから。
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やはり 〈家〉を分割 した くない上位世代 と独立 したい下位世代とのあいだにあつれき

があり，結局は経済的な理由により分家がおこなわれることが示されている３４）。

　 さて，この分家を住宅 との関係からとらえたとき，基本的には二つのケースが考え

られる。すなわち，若 い世代のために新 しい住宅が別に建て られる場合と，もとの住

宅の一部が財産分与 として分割 される場合 とである。 しかし， けらして裕福とはい

えない農民にとって新 しい家屋をみつけたり建てたりするのはむつか しく，結局は

後者 に落ち着 くのが一般的であった。この場合，たいてい長男が住宅の東 （左）の部

分を，次男が西 （右）の部分をとり，庁堂は共有する ［費　１９３９：９１－－９２］。これは開

弦弓の例であるが， やはり華北でも似たようなもので， 長男が正房 Ｌ，次男が正房

Ｒ，三男が廂房 Ｌ，四男が廂房 Ｒ，をとる例， 父母が正房，長男が廂房 Ｌ，次男が

正房 Ｒ をとる例などが報告 されている ［中国農村慣行調査刊行会 （編）　 １９５２：２７２，

１９５８：４１］。

図４－１７ 煙 突の立 ちな らぶ住宅（上海県 ）。家族の分家，住宅の分割 は煙

　　 　　突の有無 によ って も象徴 される。

３４）堀江俊一は，漢族 にお ける独自の理想型 として の 「家族」， 言 い換えるな ら， 文化のイデ オ

　 ロギーと しての 「家族」を ｊｉａイデオロギ ー， 現実の社会集団 として の 「家族」を ｊｉａ集 団と

　よび，台湾漢族に関する既存の民族誌 的報告を資料 として， 両者の関係 を分析 し七いる ［堀江

　 １９８１］。堀江 によれば，や はり台湾において も ｊｉａイデオロギーを反映する ｊｉａ集団 （父系拡大

　家族形態）は，統計上ひ くい数字で しかあ らわれな い。子供 の結婚には じまる経済的サブ ・シ

　ステムの発生 とそれに続 く兄弟夫婦間の競合関係 が ｊｉａ分裂 （分家） の最大の要因 としてあ げ

　 られるが，それは特定の親子関係 を軸 とせず ，息子のすべてに原則上均一 な系譜関係 を認 める

　父 系系譜のあ りかたそのものに起 因す る。すなわち， ｊｉａ イデオ ロギー自体が系譜の拡大 と拡

　散 という相矛盾 する内容を同時にふ くむ ものである， と堀江 は考えてい る。
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　住居 と分家の関連でもう一つの重要なのは，カマ ドと台所の問題であろう。中国で

は土地によって分家のことを 「分火」「分煙」「折煙」などとよぷように ［直江　１９６７；

８１］， 分家 した 〈家〉はかならず自分たちのカマ ドと台所をもつ。 住居内における分

家は，このカマ ドの増加 ・分立に象徴されるのである。分家以前の住居には，大家族

によって共有される唯一のカマ ドがあるにすぎないが，分家後にはそれぞれの家族領

域にカマ ドを備えた台所が設けられる。

　 ３章で取り上げた江国林の橋庁には，いまでも姓を同じくする同門の人ばかりが多

数 くらしていた。そこで 「昔といったいどうちがうのか？」 と聞いたところ，かれら

は 「あれをみろ」 といって，屋根の上に等間隔にならぶ煙突を指さした。つまり，昔

と大きく異なるのは，分家が非常に進んで，それぞれの核家族がカマ ドと煙突をもつ

ようになったことだというのである。解放以前の住まいかたとして示 した１３例のうち，

楊宅と罷宅にカマ ドが分置されている様が描かれ，また河村五郎の報告にも小規模な

が らカマ ドを二つ以上 もつ住宅が多数描かれている ［河村　１９４３ｂ：図 ５０，５５，５７，６０

ｅｔｃ．］。

　４．２．２．　 解放以後における住宅の分割

　いま述べたように，解放以前において も住宅は分割 して使用されることが珍 しくな

かった。 しかし，それはあくまでも一つの く家〉内における分家の所産である。いく

ら住宅が分割されていようとも，そこにくらしているのは，血縁関係をもつ同姓の人

びとだった。その点が，解放以後における住宅の分割利用と大きく異なっている。

　 これまでたびたび指摘 してきたように，現在はまず核家族であることが義務づけら

れ，そ して姓を異 にする多くの核家族が，一つの住宅内に２～ ３室を分け与え られて

混住 している。実測 した３０の住宅のなかで，いまなお一つの台所を共有する一家族が

一つの住宅を占有 しているのは，Ｓ５，　Ｓ７，　Ｗ２，　Ｗ３，　Ｈ６，　Ｙ５の６例だけである。こ

のうちＨ６をのぞく５例は，狭小な都市住宅 という点で共通 している。逆に，大型に

なればなるほど，分割 されないまま利用されるということはありえない。

　表４－２は，確認できた範囲において実測家屋３０例の分割状況を整理 したものである。

このなかで，もっとも多 くの家族に分割利用 されている寿家台門 （Ｓ１：図２－２７）を少

し詳 しくみてみよう。この住宅には，かつての所有者 ・寿家以外に，全部で１３の家族

が くらしている。以下，その内訳を示す。
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《家族名》　　《人数》

方家　　　　 ４

厳家　　　　　４

江家　　　　 ４

閻家　　　　 ４

施家　　　　 ４

楼家　　　　 ５

洋家　　　　 ３

寿家 １　　　 ５

寿家 ２　　　 １

寿家 ３　　　 １

莫家　　　　 ２

周家 ，　　　 ２

朱家　　　　 ５

《割 りあてられた部屋》

　最前列の辺房ほか４室

　一列めの房間２室および新築部分

　一列めの房間 ２室および大庁の一部

　後の辺房 ２室 （２Ｆ） および新築部分

　　　　　　　　　 〃

　　　　　　　　　 〃

　後の辺房 ４室

　二列めの房間２室および堂前

　二列めの房間 ２室

　三列めの房間 ２室

　三列めの房間 １室および後堂

　三列めの房間 ２室

　三列めの房間 １室および新築部分

地

土

房

屋

坐落 ：○○街一七二号

地籍 ：一段 第一六〇一号

四至 ：

地 目 ：宅地零畝零分渠厘柴毫

地積

種類 ：中式

面積 ：登間登間

（間数）

高度 ：平屋 披 屋

図４－１８ 「房地産所有権証」 にお ける家屋 ・土地の分割を示す書類の記載事項 （左）

　 　 　 と平面図 （右）
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ごらんのとおり，寿家台門はいまや コー ト・ハウス式の集合住宅にほかならない。 こ

の住宅では，庁堂までもが房間にあて られ，仮設的な新築の台所も数多 く建てられて

いる。

　いうまでもな く，ここにはかつて住まいかたの法則 として住空間を統制 していた序

列的規範などどこにも存在 しない。すべては解体 しつ くしている。分家による住宅の

分割利用の伝統があるとはいえ，このような空間利用は，中国の住居史上かつて例を

表４－２ 実 測 家 屋 ３０戸 の 分 割 状 況

１　　 ２　　　３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １８

Ｈ ｌ

Ｈ ２

Ｈ ３

Ｈ ４

Ｈ ５

Ｈ ６

Ｓ ｌ

Ｓ ２

Ｓ ３

Ｓ ４

Ｓ ５

Ｓ ６

Ｓ ７

Ｔ ｌ

Ｎ ｌ

Ｎ ２

Ｎ ３

Ｎ ４

Ｗ ｌ

Ｗ ２

Ｗ ３

Ｗ ４

Ｗ ５

Ｙ ｌ

Ｙ ２

Ｙ ３

Ｙ ４

Ｙ ５

Ｊ１

３／３　　　３／３　　　３／３

３／５　　　３／６　　　３／３

４／８　 ３／４

（９家 族 ３４人 ）

３／？　　４／？　　３／？

４／５

４／４　　　２／４　　　３／４

２／３　 ４／５

８／１０

６／３　　　２／３　　　４／３

２／３

２／５

１１／１

２／１　 ２／？

５／４

６／１０

６／？

３／？　　２／？　　２／？

６／５

３／４　　　２／３　　　２／４

３／３

４／？　 ４／？

３／４ ３／５ ３／４ ４／３ ３／５ ２／１ ２／ユ ２／２ ２／２ ユ／５

（註） ＊１ ２／３等の数字記号 は，〈一世帯 に割 り当て られた部屋 数／一世帯の構成人数 〉を表現 し

　　　　　てい る。つま り，２／３な ら，二部屋が三人 か らな る家族に利用 されていることを示 す。

　　　＊２ ただ し，共 同利用の庁堂 ，厨房，あ るいは新設 された小部屋等 は部屋数 に含めない。
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みなかった。かといって，このような住まいかたが，解放以後の生活様式に適応 して

いるともいいがたい。

　すなわち，ここ３０年ばかり続いている住まいかたは，極端な住宅不足に対処するた

めの苦肉の策にすぎないのである。表現をかえるなら，これは伝統的な住まいかたか

ら新 しい生活様式に適応 した住まいかたに移行するまでの過渡的な状況， と位置づけ

ることができる。そして，この 「過渡的な住まいかた」 こそが，現代中国を代表する

住まいかたである，ということをいま一度強調 しておきたい。

　 さて，こうした住宅分割が中央の指導のもとに具体的に施行 されたのは，１９５２年の

ことだったようである。 Ｎ３（図２－１２）の一一部に住む張氏は， 明末遺構をふくむこの

大住宅の所有者の子孫である。かれは１９５２年に海江省寧波市人民政府より 「房地産所

有権証」なる文書を配布された。その文書は，図４－１８のような記載内容の書類 と平面

図からなっていた。

　 この文書が配布 されたことにより，膨大な領域をもつ住宅を生活の場 としてきた張

氏一家は，わずか一間×一間の広さしかない書斎の一部に押 し込められることになっ

た。それが，図２－１２にみえる平面図のさらに半分の領域である。同時に見ず しらずの

他人たちが屋敷のなかに入 りこんで，住まいを分割利用することにもなった。１９５２年

ごろには，寧波だけでなく中国の全域において，このような住宅革命が旧ブルジョワ

階級の人びとを震憾させていたにちがいない。

５． お わ り に

　以上，約 ２カ月間の調査によってえたデータにもとついて，長江下流域における伝

統的住居の名称，概念，類型，室空間の構成，空間利用の変容等を記述 し分析 してき

た。 ここでは，それぞれの内容について要約する必要 もないように思われる。

　序論でも述べたように，調査で集あることのできたデータは断片的なものにすぎな

い。本稿は，この断片的なデータをつなぎあわせて再構成 したものである。 したがっ

て，住居空間と住まいかたに関する体系的記述というレヴェルに到達 しているとはい

いがたいであろう。 しかし，わた し自身は，本稿を中国住宅に関する民族誌的研究の

出発点と位置づけており，今後，この主題に対する理解をより深化 させてゆきたいと

考えている。
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　　 １９５８ 『蘇州旧住宅参放図録』同済大学教材科。

同済大 学建築学専業理 論組

　　 １９７６　「評李 漁 《一家言 ・居室部》的設計思想」『建 築学報』 １＝１２－１４。

王　富更 ，鐘　華華

　　 １９８２ 「紹興水郷古城的保護規 画」『建築学報』５：１９－２７。

注　菊瀕

　　 １９８２ 「北京 明代宅園」『林業史園林史論文集』 １：３２－３５。

注 菊瀕，金 承藻 （他）

　　 １９８２ 「北京清代宅 園初ｉ探」『林業史 園林史論文集』 １：４９６ １。

注　之 力

　　 １９６２ 「漸江民居採風」『建築学報』 ７：１０－１８。

江　双武

　　 １９８４ 「明清建築群宏村村落民居」『建築学報』 １０：７４－７７。

呉　興漢

　　 １９８０ 「徽州地 区明清建築的形成及其類型」『安徽文博』 １：６１－６７。

謝 徳銑，朱 恣 ，王 徳林，裏 士雄 （編）

　　 １９８１ 『魯迅在紹興』漸江人民 出版社。

八木奨三郎

　　 １９３２ 『支那住宅志』南満洲鉄道株式会社 。

楊　江仁

　　 １９８２ 「古建 築的門與戸」『房 産住宅科技動態』９：１９－２０。

楊 　玲玉 （他）

　　 １９８４ 「北京伝統街坊的保護雛議一 南鍵鼓巷四合院街坊一 」ｒ建築歴史研究』２：７３－９３。
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浅川　 住空間の民族誌

蓑　家 騨 （他）

　　１９６０ 『漢語方言概要』文字改革出版社。

院　恒輝

　　１９８２ 『す ぐに役立つ上海語 会話』東方書店。

雲南省建工庁設計院少数民族建 築調査団

　　１９６３ 「淳海之濱的白族民居」『建築学報』 １：５－８。

雲南省建築工程設計処少数民族建築調査組

　　１９６３ 「雲南辺境的傑族民居」『建築学報』 ｌｌ：１９－２３。

雲南省設計院 《雲南民居》編写組

　　１９８６　『雲南民居』 中国建築工業出版社。

張　駅簑

　　１９５７ 「北京住宅的大 門和影壁」『建築学報』 １２：３８－４０。

　　１９８５ 『吉林民居』 中国建築工業出版社。

張 仲一，曹　見 賓，傅 　高傑，杜 修均

　　１９５７ 『徴州明代住宅』建築工程出版社。

張　歩 審，朱　鳴泉，胡　 占烈

　　１９５７ 「閲西永定県客家住宅」『南京工学院学報』４：６３－１０３。

漸江省文管会 ・漸江省博物館

　　 １９７６ 「河婦渡発現原始社会重要遺祉」『文物』８；　６－１４。

　　 １９７８ 「河娚 渡遺趾第一期 発掘報告」『考古学報』 １：３９－１０８。

中国建 築簡史編集委員会

　　 １９８１ 『中国建築の歴史』 田中　淡訳 　平凡社。

中国建築技術発展 中心

　　 １９８５ 『漸江民居』中国建築工業出版社。

周　達生

　　 １９８４　「巨視的にみた中国 の民家」杉本尚次編 『日本 の す まいの源流』 文化 出版局，　 ｐｐ・

　　　 　　３７１－３８１０

朱 保良

　　 １９８０ 「上海農村伝統住宅調査」『同済大学学報』４（この論文 は のちに多 くの図版 を増補 し

　　　 　　て，２２頁の小冊子 とな った。 本稿 に引用する頁数 はこの小冊子の それに 対応 して い

　　　 　　る。）

朱 良文

　　 １９８４ 「麗江古城與納西族民居 」『建築師』 １７：１０９－１２１。
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